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第6章 税制 ・年金改革法案をめ ぐる与野党の攻防

(1)税 制 ・年金改革案の立案 と連立与党内の対立

前章 までにおいて詳述 したように、1996年1月 の 「投資 と雇用のための行動計画」及び同年4

月の 「より高い成長 と雇用のための計画」は多岐にわたる立法計画を含んだものであったが、こ

れ ら諸計画のうち、「財政緊縮パ ッケー ジ」関連法案に続 く後半部分 として予定されていた税制 と

年金に関する抜本的な改革は、「財政緊縮パ ッケージ」関連法案以上に長期的重要性 を有す るもの

と考 えられていた。前述 したように、 ドイツ再統一以後の財政 ・経済 ・雇用状況の悪化に対 して、

コール政権は供給面に重点を置いた構造改革によって対処す ることを基本方針 としてお り、高い

租税負担や社会保険料が高率の賃金付随 コス トとなって ドイツの産業立地条件を悪化 させている

との認識の下に、市民や企業に対する租税 ・社会保険面での負担緩和 と国家の財政 ・社会保障支

出の抑制を並行的に推進することによって、経済活動 を活性化 させ、それを通 じて雇用状況 をも

改善 しようとした。税制 と社会保険の中で最 も大 きな比率 を占める年金制度の抜本的な改革は、

このような方針を実現するための二つの柱であった。

この うち、税制改革に関しては、第1章 で述べたように3段 階にわたって実施 される予定であっ

たが、その中で も最 も抜本的であると考えちれていたのは所得税 ・法人税の引き下げを中心 とす

る第3段 階の改革であった(1)政府 ・連立与党の計画では、 この税制改革の第3段 階は 「財政緊縮

パッケージ」関連法案に続いて立法手続きが行われ、1998年 以降に実施 されることになっていた。

そのために、1996年7月 にはヴァイゲル蔵相を委員長 とす る政府税制改革委貝会が設置 され、10

月末を目途に改革案 をまとめることとなっていた(Z)0

他方、年金に関 しては、平均寿命の伸長と出生率の低下による人口構成の変化の予想以上 の進

展、旧東独地域に旧西独地域 と同様の年金制度 を導入 したことによるコス ト増、 ドイツ再統一後

の経済状況の悪化に伴 う早期退職等年金 コス トのいっそうの増加 といった構造的問題に対処する

ため、女性の年金支給開始年齢の引 き上げ等を中心とした 「財政緊縮パ ッケー ジ」関連法案 によ

る改正に続いて、 より根本的な改革 を実施す ることが計画されていた。この改革の 目標は、社会

保険料全体の約半分 を占め る年金保険の保険料率 を20%程 度に抑制すると共に、年金制度の長期

的な安定 を確保す ることであった。そのため、ブ リューム労相を委貝長 とす る政府年金改革委貝

会が1996年7月 に設置され、税制改革 と同 じく、同年中に改革案 をまとめ、1997年 中に議会審議

を終え、1999年 か ら改革を実施するというタイム ・テーブルにそって作業が進められた(30)

こうして、税制改革委員会 と年金改革委貝会の審議は「財政緊縮パ ッケージ」関連法案が議会・

世論の場で焦点 となっていた時期 に平行 して進められ、「財政緊縮パ ッケージ」関連法案 をめ ぐる

与野党の攻防が一段落す ると共に、両委貝会がまとめつつあった改革案は、1996年 秋以降、次の

中心的争点 として浮上 した。

ヴァイゲル蔵相の下に設置された政府税制改革委員会の基本的な認識によれば、税収全体 のフ
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ち半分近 くを占める所得税 ・法人税等の直接税は国際的に見て課税率が高 く、市民 ・企業に とっ

て大 きな負担 となっている一方で、 ドイツ再統一 と欧州統合の進展の中で様々な特別規定や優遇

措置が次々 と導入されてきた結果、税制全体が非常に複雑化 し、課税ベースが縮小すると共に透

明性が低下す るという大 きな問題を引き起こしていた。従 って、所得税等の課税率 を引き下げ る

ことによって納税者の負担 を緩和す る一方で、租税特別措置等 を大幅に廃止することによって課

税率引き下げのための財源 を確保す ると同時に税制の簡素化 と公正化 を実現することが経済の活

性化のためには必要不可欠であると考えられたまの

このような基本 目標の下、政府税制改革委員会は予定 よりやや遅れて1997年1月 に最終案をま

とめたが、その骨子は以下の ようなものであった(5)0

①所得税の最低課税率 を15%(現 行25.9%)に 、最高課税率 を個人所得に関しては39%(現 行

53%)に 、事業所得に関 しては35%(現 行47%)に 引き下げる。

②法人税率 を留保利益に対 しては35%(現 行45%)に 、配当利益に対 しては25%(現 行30%)

に引 き下げる。

③各種の租税特別措置を大幅に廃止す ることによって課税べ一スを拡大 し、減税 ための財源の

一部 とす る。

④ これらの措置によって820億 マル クの名目減税(た だし、98年 に連帯付加税が引き下げられた

場合には、 さらに75億 マル ク程度の歳入減少が起こる)を 実施する。他方で課税べ一スの拡

大等によって380億 マルクの増収を図 り、さらに間接税 を引き上げることによって140億 マル

クの財源を確保する。これによって差 し引き300億 マルクの実質減税(た だ し、98年 に連帯付

加税が引き下げちれた場合、さらに75億 マルクの減税 となる)を 実施 し、実質減税分につい

ては財政緊縮等によって対処する。

⑤改革は1998年 と1999年 の二段階で実施 し、減税の中心部分は1999年 か ら実施する。

1996年 時点での ドイツの税収総額は約8000億 マルクであ り(s)名目減税820億 マルク、実質減税

300億 マルクというこの改革案は実際に もかな り大胆な ものであったが、実質減税分を別 として

も、減税のための代替財源が必ずしも確保 されておらず、特に、税制改革に伴 う間接税増税の扱

いをめ ぐっては、改革案が具体化す るにつれて連立与党内での対立が次第に先鋭化 した。

この問題に関して、連立与党多数派は、税収全体に占める直接税 と間接税の比率の見直 しとい

う観点からも、税制改革の財源の一部 として少なくとも売上税の1ポ イン ト引 き上げをやむを得

ないものとする態度をとっていたが(71「減税政党」の立場 を強調す るFDP内 部か らは、ゾルムス

院内総務、 コッペ リン ・シュレスヴィヒ ・ホルシュタイン州支部長等が税制改革の財源調達のた

めに売一ヒ税 を引き上げることに反対 し、あくまで も租税特別措置の廃止、予算支出の削減、民営

化の推進等による財源調達 を行 うべ きであるとの強硬論 を唱えた68・これに加えて、CDU/CSU内

でも、ヴルフ ・ニーダーザ クセン州支部長、 ミュラー ・ザールラン ト州支部長、コッホ ・ヘ ッセ

ン州支部長等CDU内 の若手政治家がFDPに 近い立場をとり、所得税 ・法人税減税 を目的とする税

r
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制改革において、 まず売上税の引き上げが検討 されているのは不合理であると批判 し、所得税の

最高課税率 を個人所得に関して も35%程 度へ と大胆に引き下げることを要求する一方、税制改革

自体の財源は、あ くまでも租税特別措置の全廃等を前提 とした課税べ一スの拡大、景気の拡大、

財政緊縮等によって調達すべ きであると主張 した。彼 らは、ヴァイゲル蔵相が官僚の懐疑的意見

に引きず られて小手先の改革計画 しか提示していないとし、税制改革がこのような錯綜 した議論

の中で立ち往生するならば、内閣改造 も考えられねばならないとして、ヴァイゲル辞任 を要求す

るかのような発言まで行 った。 中でも、ヴルフはヴァイゲル蔵相が税制改革委員会の報告を公表

す る前後か ら、テレビや新聞のインタビューで蔵相 を激 しく批判 した(9)0

ヴルフ等の批判は、税制改革に大胆さが欠けているという趣旨のものであったが、 さらに深刻

であったのは、売上税 を引 き上げるという方針をとった場合 にも、その歳入増分 をどのような目

的に使用するかについて対立が起 こったことであった。前述 したように、本来、売上税 を引き上

げた場合の増収分 は税制改革の財源 として想定されていたが、CDU内 部では、社会政策重視派の

ブ リューム労相やガイスラー院内副総務等が、売上税1ポ イン ト分にあたる140～150億 マル クを

社会保険から保険外給付 を切 り離すために投入 し、それによって社会保険財政 を改善するとい う

方法を通 じて、社会保 険料率を引き下げ、賃金付随 コス トを抑制すべ きであると主張 した。これ

と同様の要求は労働団体からも出されており、シュルテDGB委 員長は、社会保険財政から保険外

給付 を切 り離す ことができれば社会保険料率 を4～5ポ イン ト引き下げることが可能であると主

張 して、そのための売上税引 き上げあるいは新 たなエネルギー税(環 境税)の 導入を支持 してい

た(io)0彼らの主張は、社会保険財政悪化の大 きな理由は制度の原則か ら逸脱 した保険外支出の膨張

にあ り、この部分 を切 り離 して社会保険財政 を本来の姿に戻せば、既存の制度には大きな欠陥は

ないというものであった(11)0しかし、税財源の具体的な使用法がどのようなものであるにせ よ、こ

の提案は結果的には増税によって社会保険財政を改善 しようとする案であったため、ヴァイゲル

蔵相やCDU内 の経済政策重視派は、売上税引き上げによる増収分 を減税財源の一部 としてではな

く、このような形で投入 してしまうことに強 く反対 した。売上税引 き上げ幅に関 しては、この両

派の要求を満足させ るために2ポ イン トの引き上げを行 うという案 も出されたものの、この引き

上げ幅はCDU/CSU内 で も強い反対 を受け、税制改革の財源 をめ ぐる対立は、CDU/CSUとFDPの

間でよりも、む しろCDU/CSU内 において激 しさを増 していった(12)0

税制改革委貝会の答申を受けて1997年1月22日 に開催 された連立与党党首 ・院内総務会議でも、

改革案 の骨子については了承 されたものの、上記のような対立から、売上税の引き上げ幅 とそれ

による増収分の使用法については結局一致できないままに終わった(13)0さらに、連立与党党首 ・院

内総務会議の結果 を受けて翌23日 に開かれたCDU総 務会でも、社会政策重視派か ら税制改革委貝

会案に対 して強い異論が出た。特に、ブ リューム労相は、売上税の1ポ イン ト引 き上げ分相当を

社会保 険の保険外給付の財源 として利用することに固執すると共に、税制改革案に含 まれている

年金への課税強化〔14)にも強硬に反対 し、これらの問題が解決 されない限 り、年金改革案は提出で

C
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きないと主張 した。これ をきっかけ として、税制改革論"nが 売上税引 き上げ問題にす り替わって

しまうことを懸念するコール首相 とブ リューム労相の間で激 しい口論 とな り、 コールは首相に対

する閣僚の忠誠義務 を指摘す るという異例の発言を行った。結局、CDU総 務会は税制改革委員会

案を(承 認ではな ⇔ 「歓迎」し、これを基礎 とした税制改革法案の起草 を支持す る決議 を採択 し

たが、 コール首相 とブ リューム労相の間で激論 となった点については、年金改革委員会の報告が

出された後で決定するとされ、棚上げせ ざるを得ない状況となった415)0

これに続いて3時 間にわたって行われたCDU/CSU連 邦議会議貝団会議 でも、ブ リューム労相

は総務会で行 ったの と同様の主張を繰 り返 し、ガイスラー等 も、困難な税制改革に加 えて何の政

治的代償 もな しに年金制度の構造改革 を行えると考えるのは夢想家だけであると主張 し、CDUは

あらゆる階層に支持者を有す る国民政党であ り続けることに注意 を払わねばならないことを強調

した。 こうして、議員団会議で も、総務会 と同 じく税制改革案を 「歓迎」するとする決議が採択

されたが、採決にあたってはブ リューム以下20名 の議員が これに反対す るとい う異例の事態 と

なったfl6)0

その後 もブ リューム労相は、年金への課税問題 と売上税増税分の社会保険への投入問題が明確

にされない限 り、年金改革案 を提示す ることはで きないとの発言を繰 り返 したが、実際には1月

27日に政府年金改革委貝会の改革案が提 出された。その骨子は以下の ようなものであった!1[10

①既存の賦課方式による公的年金保険制度の維持 を前提 とした上で、年金調整の算定方式 を「人

口学的構成要素」の導入により補正 し、年金財政の負担増分 を保険料支払者 と年金生活者が

等 しく負担 し合 う。

②新たな算定方式の導入によって平均的年金支給水準を2030年 までに実質所得の70%か ら64%

に低下させ、低下完了時点での保険料率 を22.9%と する(zs)0

③税財源による「家族金庫(Familienkasse)」 を設置し、そこか らの支出によって年金保険にお

け る保険外給付に相 当す る子供及び家族関連の給付、特に児童手当及び育児期間の年金保険

料 を負担する(1910

この案では、年金保険への連邦か らの補助金(=税 財源分)の 算定方式は現行通 り維持すると

されていたが、実際には 「家族金庫」の財源 として売上税歳入1ポ イン ト分に相 当す る約170億 マ

ルクが新たに必要であ り、実際には売上税増税分 の投入を要求する案であった騨

この年金改革案に対 して、FDPやCDU/CSUの 経済政策重視派の政治家たちは予想通 りいっせ

いに反発 を示 した。FDP側 は、ブ リューム労相が税財源の投入を要求 している社会保険の保険外

給付の内容が明確にされていないこと、財源 としての売上税引 き上げ要求によって税制改革を増

税改革にして しまう可能性があること、長期的な年金保険料率の引き下げ 目標がFDP側 の主張す

る20%以 下となっていないこと等を理由に、年金改革委員会の案 を 「若い世代に何の展望 も与え

るものではなく、政府案 とはなり得 ない。」(ヴェスターヴェレ幹事長)「税制改革かブ リュームか

ということになれば、答えは明らかであるに違いない。」(デ ー リング ・バーデン ・ヴュルテンベ

[
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ルク州支部長〉と強 く批判 した(210)また・グロスCSU院 内総務 も・ブリューム等連立与党内の社会

政策重視派が税制改革と年金改革 を連動 させ、後者についての決定が明確 にならなければ前者の

推進を許さないかのような態度 をとっている点 を批判 し、税制改革は年金改革に比べてはるかに

緊急かっ重要 な問題 であるとして、年金改革への考慮を税制改革 に持 ち込むことに強 く反対 し

た(zz)0さらに、CDU内 で も、既存の賦課方式に基づ く年金制度の維持に疑問を抱 くビーデンコプ

フ ・ザ クセン州首相、エ ッシャーCDU青 年部部長、ローベ ン、カウダー両連邦議会議貝等がブ

リューム案批判を展開 した。彼 らは、ブ リューム案では社会保険料率 を名目所得の40%未 満に低

下 させ るという目標が達成できず、従 って雇用創出にもつながちないとし、年金支給水準の引き

下げ完了時点を2030年 かち2010年 へ と早め、場合によっては年金支給開始年齢 もさらに引き上げ、

生涯労働期間の延長によってそれに対応すべ きであると主張 した。ブ リューム案では、失業者数

が現状の350万 人か ら2010年 には270万 人に低下 し、2030年 までにはさらに60万 人へ と低下 して事

実上完全雇用状態が回復されるという実現可能性の疑わしい数字が前提 とされていたことも、彼

らの反対の大きな理由であった(23)0コール首相 との衝突や連立与党内か らの この ような強 い反対

を受けて、一時はブ リューム労相更迭の可能性や、具体 的な後任候補 としてゼー ホーファー保健

相等の名前 までが取 りざたされ る事態 となった{24)0

しか し、CDU内 には社会委員会 をはじめ として、社会国家という名の高福祉国家の維持 を支持

す る大 きな勢力が存在 し、CSUも バイエルンでの絶対多数の維持 という至上命題か ら、「弱者に配

慮する庶民の政党」というイメージを捨てることは不可能 であった(25)0このため、ブ リュームが連

立与党内で激 しい批判にさらされたにも拘わらず、彼の提出した年金改革案はエッペルマン社会

委員会委員長、ケラーCDU労 働者連盟副代表、 ジュスムー ト連邦議会議長兼CDU女 性同盟会長、

ガイスラー院内副総務等か ら公然 と支持 され、ブ リュームの率いる政府年金委貝会案を審議 した

CDU/CSUの 年金委貝会では、ブ リューム案が大筋で了承 された。また、当初案に含 まれていた「家

族金庫」の創設という形は否定 されたものの、年金改革の財源の一部 として売上税1ポ イン ト分

の税財源を新たに投入すること自体は支持 されたtzs)0

こうして、連立与党内では、 ドイツの産業立地条件 を改善 し、欧州通貨統合にも対応す るため

に、財政緊縮 と大幅な減税を柱 とす る税制改革の必要性 を訴える一方で、年金改革のために増税

その他の形で財政 を膨張 させ る行動 をとることは矛盾 していると主張す る勢力 と、年金保険の構

造改革 自体 は否定 しないものの、税財源の投入拡大によって保険料率の上昇や年金支給開始年齢

の引き上げをできる限 り回避 し、既存の年金制度への信頼を維持することによって国民の不安を

取 り除 くことを優先すべ きであるとす る勢力が衝突 した。このため、2月6日 に行われたCDU総

務会では、ブ リューム案についての決定は期限を定めずにいったん先送 りされ、3月 に予定され

ていたCDU連 邦委貝会 も延期 された(2"10)

その後、連立与党内ではブ リューム案 をめ ぐって激 しい議論が続け られたが、その中で、社会

国家の基礎 としての賦課方式に基づ く公的年金制度の維持に対 してはCDU/CSU内 から広範な支
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持が見られ、CDU総 務会多数派がブ リューム案 を基本的に支持 しているとい う状況が次第に明ら

かとなった。これを受けて、CDU/CSU首 脳は2月 末にはブ リューム案を基礎 に妥協 を図る方針 を

事実上決定 した。その結果、いったん延期 された後3月 下旬に開催 されたCDU連 邦委員会では、

①賦課方式に基づ く現在の年金制度 を基本的に維持す る、②年金支給額の上昇率 を実質賃金のそ

れより低 く抑えると同時に、実質所得 に対する年金支給水準を64%を 下回らない水準で維持する、

③障害者年金及び遺族年金についての改革 を1998年 後半以降に開始す る、④年金保険料率を1ポ

イン ト分 引き下げるために連邦補助金 を増額する、⑤児童養育期間の見なし保険料支払の基準 と

なる見なし所得率 を2000年 までに現在の75%か ら100%に 引 き上げるといった骨子 を決定 した(28)0

この決定では、連邦補助金増額の財源 として消費に対する課税 を強化す るとされていたが、この

点をめ ぐるそれまでの激しい対立 を考慮 して、増税の対象 となる具体的な税金や増税額について

は明らかにされなかった。 また、年金支出の約4分 の1を 占める遺族年金改革については言及は

され.たものの、実際には先送 りされ、年金支給水準低下のテンポについても曖昧なままとされ

た(29)O

CDU側 の正式決定 を受けてこの後行われた連立与党間の最終調整 では、主として年金支給水準

の引き下げをいつまでに完了させ るかが再 び問題 となった。 この点に関 して、ブリューム案では、

将来の平均寿命 と労働市場の状況の変化 を変数 とした形で年金支給比率が変化 してい くという年

金計算式が導入されてお り、現時点での予測では2030年 までに引き下げが完了す るという想定に

なっていた。これに対 して、FDP側 は2015年 までに引き下げを完了させ るよう要求し、引き下げ

率の計算方法に関 しても、今後の状況の変化に連動 した計算式ではな く、予め毎年の引き下げ率

を確定 してお くよう要求 した(30°)しかし、年金支給水準の引き下げをいつ までに完了させるかにつ

いての意見の食い違いは最後 まで埋め られず、結局、ブ リューム案の計算方式を採用 した上で、

CDU/CSUとFDPが それぞれ異なった推計 を行い、支給水準低下の完了時点を自らに都合よく解

釈するという形で、交渉の決裂はとりあえず回避 された。また、FDPは 年金保険に対する連邦補

助金の増額に対 して反対 して きたが、最終的には譲歩 して増額を受け入れる代わりに、この増額

分をあくまでも年金保険料率の1ポ イン ト分引き下げに使用 し、児童養育期間の見な し保険料支

払に関す る改善など、新たな給付拡大のためには利用 しない という約束を取 り付けるという形で、

かろうじて妥協が成立した(31)0

(2)税 制 ・年金改革法案 に関する与野党交渉 とその決裂

税制改革及び年金改革をめ ぐる連立与党内の足並みの乱れに対 して、SPD側 は政府案 を厳 しく

批判す る一方で、国民的課題であるこれ らの改革についての与野党間の交渉 を呼びかけた。

税制改革に関 しては、SPDは 政府側の動 きに対応 して、1996年9月 には幹部会決議 を採択 し、

SPD側 の基本的な考え方 を明 らかに してお り、政府税制改革委員会案が公表された段階でもそれ

を繰 り返 し主張 していた。SPDは 、税制政策面でも供給面重視か ら需要面重視の方向へ と政策が
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転換されない限 り事態は改善されない との立場か ら、税負担の緩和を平均的勤労者に対 して集中

的に行 うことを要求 し、そのために、所得税の課税最低限度額 を現在の12365マ ル クか ら14000マ

ルク(独 身者の場合)へ と明確に引き上げ、最低課税率を19.5%へ と引き下げるべ きであると主

張 した・また、SPDは 、消費需要 と労働市場を活性化させ るために、政府の計画 より1年 早 く1998

年か ら税制改革 を実施すべ きであると主張 したが、その背景には、連立与党側が減税 という 「ア

メ」の部分だけを先に実施 し、租税特別措置の廃止や売上税の増税 といった 「ムチ」の部分 を連

邦議会選挙後に先送 りして国民か らの反発 を回避 しようとす るのを阻止する狙いがあった。他方

で＼SPDは 、個人所得に対する最高課税率の引き下げは財政上の必要1生と社会的公正 さという観

点か ら許容できる場合にのみ行 うべ きであるとして事実上これを拒否 し、高額所得者を優遇する

ための税制改革の財源 としての売上税引 き上げに も反対するとの立場 をとった。 さらに、SPD

は、税制制度 を簡素で公正なものとし、税制改革の財源を調達するための租税特別措置の廃止は

妥当であるが、休 日・夜間勤務手当への課税 といった労働者に対する租税特別措置の廃止には反

対す ると主張 した(32)0

一方
、年金改革に関 しては、SPD側 は、政府年金改革案の中心部分の一つである年金支給水準

の引き下げ計画を、老後においても標準的生活を維持するという現行制度の原則からの逸脱であ

り年金 と社会扶助の差異を消滅させて しまうおそれがあるとして拒否 した。 しか し他方で、SPD

側は、雇用創出のためには賃金付随コス トの引き下げが必要であ り、そのために、SPDが かねて

か ら主張 している環境税改革を実施 し、そこか ら得 られる財源 を利用 して、社会保険か ら保険外

給付 を切 り離 し、社会保険料率の引き下げを行 うべ きであると主張 し、この点では、聞接税から

の税財源の投入拡大によって年金財政を改善 しようとする政府年金改革委員会あるいは連立与党

内の社会政策重視派に近い立場をとった。 また、年金に対す る課税強化反対 という点で も、SPD

はブ リューム労相等 と同一の主張を行った(33)0

以上のような基本方針 をとるSPDは 、与党側の税制改革案及び年金改革案を厳 しく非難 しつつ

も、連立与党の足並みの乱れを突 くべ く与野党の交渉を呼びかけ、特にCDUに 強 く働 きかけた。

これに対 して、連立与党側 も、内部で意見が必ず しも一致 していないことに加え、特に連邦参議

院の賛成を必要 とする税制改革関連法案に関 しては、法案成立のためには連邦参議院において多

数を占めている野党側から一定の協力を取 り付け る必要があった13dlOまた、成立のために連邦参議

院の賛成を必要 としない年金改革案に関 して も、長期的に国民全体 に重大な影響 を及ぼす問題で

あることか ら、過去において も与野党の合意の下で進め られてきたという経緯があ り、ブ リユー

ム案 を策定 した政府年金委員会においても、改革案起草の中心 メンバーには、共にSPD党 員であ

るリュールプ ・ダルムシュタッ ト大学財政学教授 とルー ラン ト年金保険組合連盟事務局長が加

わっていた。ブ リューム労相が、今や野党 を含む全社会集団が年金改革に関する協議に参加 させ

られねばならない と主張 していた背景に も、実はこのような実務 レベルでの与野党の社会政策重

視派の広範な協力があった(35)0このような背景か ら、与野党間の表面上の激 しい対立に も拘わら
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ず、税制改革 と年金改革に関 しては、休 日 ・夜間勤務手当の免税、 自動車通勤者に対す る控除、

年金に対する事実上の免税等、労働者 ・高齢者に対する租税特別措置の維持、社会保険への租税

財源投入額の引き上げによる現行制度の維持等に関 して、CDU/CSUの 社会政策重視 派とSPDの

間では実際は意見が概ね一致 していた。

以上のような理由から、連立 与党側は連邦議会で多数を占めているものの、必ずしも野党側の

反対を強引に押 し切 って税制改革 と年金改革 を実現できるとい う状況にはな く、連立与党内部で

の意見調整をさらに図ると共に、野党側 と交渉を行って、法案成立の可能性 を高めるという方向

をとらざるを得なかった。

こうして、1997年2月 末から、立法化作業が先に進展 していた税制改革法案に関 して、与野党

による交渉が行われることになった。 この交渉には、連立与党側から各党党首及び院内総務が出

席し、SPD側 か らも党首、院内総務に加 え、フォシェラウ ・ハンブル ク市長兼SPD財 政政策調整

委貝、マテウス=マ イアー財政政策担当連邦議会議貝、シュロイサー ・ノル トライン ・ヴェス ト

ファーレン州蔵相が出席 して、与野党の首脳会談 となった。この交渉において議論の的 となった

のは、所得税の最高課税率 をどの程度引 き下げるか、賃金付随 コス トの引き下げをどのように し

て実現するか、課税最低限度所得額 をどの程度にするか、改革によって生 じる歳入欠損 をどの程

度と評価するか といった点であった(360)

特に、所得税課税率について、連立与党側は、投資促進への決定的要素 として、企業に対する

課税率 を国際的水準に引き下げる必要性か らも、所得税の最低課税率だけではなく最高課税率 を

も大幅に引 き下げる必要性 を強調 した(37a)これに対 して、SPD側 は事業所得の最高課税率の引き下

げには譲歩の用意 を示 したものの、個人所得の最高課税率 を引 き下げることは富裕層に対する優

遇であるとして、これに強 く反対 した。 また、SPD側 は税制改革の財源調達のために売上税を引

き上げることには反対 しっつ、他方で税財源の投入拡大による賃金付随 コス トの引 き下げの必要

性を強調 し、その財源 として、環境税改革 を実施 してエネル`一 消費への課税を強化 し、それに

よって200億 マル ク程度の財源 を調達す ることを提案 した。さらに、SPD側 は、ヴァイゲル蔵相が

税制改革によって発生する歳入減少 を440億 マルク(政 府税制改革委貝会案では、この うち140億

マルクを間接税の増税によって調達 し、300億 マルクを実質減税分 とすることになっていた)と し

ているのは過小評価 であ り、実際には740億 マル ク程度の歳入減少が生 じると主張 した。SPD側

は、このような巨額の歳入不足の指摘 と税制改革の財源調達のための売上税引 き上げ反対か ら、

税制改革を行 っても実質減税を実施する余地は少ないとの見方 を示 した13a)0

与野党交渉に至る経過の中では、CDU/CSUとSPDの 接近や、両党による大連立形成の可能性に

関する様々な憶測があったに も拘わらず、実際に行われた交渉では、賃金付随 コス ト引き下げの

必要性について認識の一致があった とされたものの、 このように結果的には与野党の主張の隔た

りが改めて鮮明にされた形 となった。 また、連立与党の中で最 も先鋭 な主張 を行って きたFDP

も、連立与党内の足並みの乱れが コール政権 自体の動揺につながって大連立への動 きが加速され



90 福 井 大 学教 育 地域 科 学 部 紀 要 【II(社会科 学),56,2000

るのを懸念 し、それまでの強硬な主張 を次第に弱めて、連立与党内の結束を強調するという態度

をとったため、連立与党は予想されたよりも強い結束力を示 した(39?0

連立与党 とSPDの 交渉はこの後 も引 き続 き行われることになったが、3月 上旬に政府が財政緊

縮の一環 として石炭補助金の削減計画 を公表 し、それに対 して石炭労働者の大規模な抗議行動が

起こったことをきっかけに、SPD側 は3月8日 に予定されていた第二回交渉への参力11を拒否しtlo)

その後SPDは ラフォンテー ヌ党首の方針にそって非妥協的な姿勢を次第に強めていった。特に、

SPD側 は、環境税改革の一環 としての鉱油税引き上げを財源 として、1997年7月 から社会保険料

率を2ポ イント分(約300億 マルク)引 き下げることを要求 し、1ポ イン ト以上の引き下げは不可

能であるとす る政府側 と対立 した。また、SPD側 は、社会保険料率引 き下げ を通 じた賃金付随コ

ス トの引 き下げが最 も重要であ り、そのための財源 として間接税増税が必要である以上、大幅減

税 を含む税制改革の財源 として間接税引き上げ分が利用 されてはならず、従 って、税制改革にお

いて事実上実質減税の余地はないとす る姿勢 を強化 した。こうして、4月15日 にはようや く連立

与党 とSPDの 交渉が再開されたものの、事前の予想通 り具体的な合意点は結局見出せ ないまま、

4月23日 に最終的に与野党の交渉は決裂 した(・1]}0

この間、政府側はSPDと の交渉 と並行 して立法化の作業 を進めた。税制改革法案の うち、連帯

付加税の2ポ イン ト引き下げ と法人税及び事業所得税の第一段階の引き下げを中心 とする1998年

実施分の法案に関 しては、すでに3月18日 に閣議決定された後連邦議会に提出され、3月21日 か

ら法案審議が始まっていた。また、300億マル クの実質減税 を含み1999年 から実施予定の税制改革

の本体部分については、SPDと の交渉が決裂 したの とほぼ同時の4月22日 に閣議決定 され、25日

には議会での審議が開始された(42)0

税制改革案に関す る与野党交渉はこのような経緯をたどったが、他方で年金改革案に関しても、

早 くか ら与野党交渉 を行 うべ きであるという発言が与野党双方の指導者によって行われていた。

CDU連 邦委員会が3月 にブ リューム案を支持する決議 を挙げた後、4月 半ばまでには連立与党側

は年金改革案に関 して最終的に一致 したが、これと前後 して連立与党 とSPDの 年金政策担当議貝

が交渉のために非公式に接触を始めていた(d3)0

前述 したように、 ドイツの社会的合意 としての社会国家の基盤の一つを構成する年金制度に関

する改革は、 これまでも与野党の協力によって実施 されて きたという経緯があり、今 回の改革で

も、ブ リューム労相 は政府年金改革委貝会にSPD関 係者 を参加させただけではな く、社会保険組

合や労組代表の助けも借 りて、社会全体 から支持 される妥協 を達成 しようとしてきた。野党側か

らの批判にも拘わらず、ブリューム案に含 まれている真の緊縮措置は、事実上年金支給水準の実

質所得比64%へ の引き下げ と就業 ・稼得不能者に対する給付削減だけであ り、 しかも前者は実際

の支給実額の引 き下げを意味するものではなく(d4)後者は財政的に小規模である上に、ブ リューム

はこの点に関して妥協の用意 を見せていた。また、SPD多 数派は、年金保険から保 険外給付 を切

り離 しつつ、長期的に年金財政に占め る連邦補助金の比率 を引 き上げることによって、現在の公

i

●
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的年金を維持するという方向において、CDU/CSU内 の社会政策担当政治家たちと一致 してお り、

その点でアレンツCDA副 委員長などか ら一定の評価 を得ていた14510

しか し、税制改革に関す る与野党交渉が行 き詰まり、ラフォンテー ヌ党首を中心 とす るSPD指

導部が与党に対する強硬姿勢を強めるにつれて、SPD側 は年金改革案に関 しても次第に対決姿勢

を強めていった。 ドレスラー連邦議会議員を委員長とするSPD年 金委貝会は連立与党案 に対する

対案を5月4日 に採択 したが、この案は、①年金保険料率の上昇 を回避するために、連邦補助金

を2015年 までに段階的に300億 マルク増額 し、それによって保 険外給付を年金保険か ら切 り離す、

②年金の満額支給開始年齢を60才 に戻 し(60才 からの満額支給制度は1996年 に「財政緊縮パ ッケー

ジ」の一環 として廃止された)、年金支給開始年齢の引き上げに関 しては、失業率が5%を 下回る

ようになった段階で再検討する、③年金支給水準の引き下げは年金 と社会扶助の差 を事実上な く

すものであ り、受け入れられない、等の点 を骨子 とす るものであった16)0このSPD案 は連立与党の

主張する給付水準引 き下げを真 っ向か ら拒否 し、逆に給付の拡大を主張す るものであり、ブ リュー

ム とドレスラーを中心に5月6日 に行われた与野党の事前交渉で も、この対立は埋 まらなかった。

その結果、5月12日 にはラフォンテー ヌが年金改革に関す る与野党交渉を断念することを表明 し、

年金問題 を争点とした選挙 も辞 さないことを示唆 した0こ れに対 して、コール首相も 「年金改革

に関 しては連邦参議院の賛成は必要ないがゆえに、SPDが 交渉を拒否す るならば、連立与党は躊

躇することなく法案化作業を進める。」と発言 し、年金改革案に関 しては、税制改革案のような法

案提出前の与野党交渉 も行われない状況となった(a7)0

これを受けて政府は6月18日 に年金改革法案を閣議決定 し、27日 には議会での審議が開始 され

た(4S)0しか し、後述するように、年金改革法案に関 しては、その財源 としての連邦補助金の増額あ

るいは保険外給付の切 り離 しをめ ぐって、税制改革法案 と密接に連動 した形で与野党間の駆け引

きが行われることになった。

(3)SPDに よる税制改革案の提示 と税制改革法案の議会審議

税制改革法案の起草過程での与野党交渉が失敗に終わった後、SPD側 は5月 末に独 自の税制改

革案を発表 したが、それは与野党の対決的姿勢の鮮明化を背景 として、ラフォンテーヌ党首の理

念を強 く反映したものであった。前述 したように、彼は供給面を重視する連立与党側 とは対照的

に、需要面の活性化 を重視 し、従来、中 ・低所得層の消費集約的な家計に大 きな税負担が課され

てて きたことが景気の停滞を招いているとの観点か ら、 この階層を中心にした負担緩和 を行 うべ

きであるとの考え方に立っていた。他方、彼は、すでに現時点でも予算に関しては過剰な緊縮が

なされてお り、すべての人々、特 に高所得者層に対 して大規模 な減税 を行 う余地はな く、税制改

革ほ負担の再配分 を基本 とすべ きであ り、実質減税の余地はあまりないとの前提に立 っていたと19i

以上のような観点から、SPDが 発表 した案の骨子は、以下のようなものであったt,i°10

①名 目での増税 と減税を約780億 マルクずつ行い、全体 として実質減税は行 わない。
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②最大の減税は所得税の最低課税率 を1998年 から22%に 引き下げる点であ り、さらにその後、

15%へ の引 き下げも考慮する。

③所得税の最高課税率はさしあたって現行のままとす る。(租税特別措置が大幅に廃止された場

合にのみ引 き下げの可能性あ りとされるが、それについての具体的提案はなされず)

④ その他、課税最低 限度額の引 き上げや児童手当の引き上げ等の形で、平均的所得者に対する

負担緩和を実施する。

⑤企業に対す る負担緩和の中心 として、法人税(対 留保利益)を35%に 引き下げる。

⑥ これらの減税及び負担緩和のための財源 として、課税べ一スの拡大、各種補助金の廃止、徴

税の厳格化の他、売上税税率の1ポ イン ト引 き上げ、鉱油税の引 き上げ(1リ ットルあたり

6ペ ニ ヒ、増収160億 マルク)を 実施するとする。

SPDの このような税制改革案は、最低課税率や法人税率の引き下げ といった点で政府 ・連立与

党案 と共通点 を持 っていたため、発表直後にショイブレCDU/CSU院 内総務、ラフォンテーヌ党首

等、双方の党幹部か ら交渉再開の可能性が示唆された(5110後述す るように、それはむ しろ、この時

点で同時に問題 となっていた財政赤字への対処に関して、FDPが 増税や連帯付加税引 き下げ延期

に強 く反対 していたこ とに対す る牽制あるいは反発 という意味合いを多分 に持 っており、税制改

革に対する与野党の基本的な考 え方に接近が見 られたわけではなかった。 しか し、当初から財源

の確保に関 して不安要因を抱えていた政府案は、予算面での困難さと、野党が多数を占める連邦

参議院で法案通過の可能性 を高める必要か ら、次第に修正 を余儀な くされる状態へ と追い込まれ

ていった。その結果、法案審議の過程で、連立与党側は、企業に対する負担緩和計画 を縮小 し、

他方で休 日・夜間勤務手当に対す る課税計画を緩和す る等、SPDに 一定の譲歩を行 う方向で、法

案の修正 を行 った(5210

しか し、連立与党側に とっての情勢の悪化を背景 としたこのような法案修正に対 して、SPDは

強硬姿勢 を崩さなかった。そのため、与野党間の歩み寄 りはほとんど行われないまま、連立与党

側は野党の反対 を押 し切 る形で6月26日 に1998年 及び1999年 税制改革法案 を連邦議会において可

決した。 しか し、可決 された税制改革法案は、この間に生 じた財政赤字補填問題や野党に対する

譲歩によって当初計画 より後退 しただけではなく、減税のための財源に関する規定も曖昧なもの

になった。特 に、FDPが 強 く反対 した売上税あるいは鉱油税の引き上げにっいては、直接税 と間

接税の比率の見直 しについて今後検討す るとされただけで、 どの税金 をどの程度引き上げるかに

ついては明記 されていなかった(53)0

これに対 して、野党側は改革のための財源が明らかでないことに批判の矛先 を集中し、税制改

革法案 を補填不可能な歳入不足を発生させ る 「欺隔的意図」を持ったもの と厳 しく批判 した。ま

た、経済界の利益団体である ドイツ産業連盟(BDI)も 、議会 での審議過程で企業に対す る租税特別

措置の廃止が強化 されたことから、企業に対 しては減税ではなく増税が行われることになり、こ

のままの形での税制改革では、投資に悪影響 を与え、労働市場の状況も改善 されないだろうとす

3
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る否定的な評価を行 った騨FAZ紙 も・「利益団体や閣僚に多くの譲歩をしつつ・予算の危機 に見舞

われながら・ヴァイゲル蔵相はショイブレ及びゾルムスと共に税制改革に対する与党か らの支持

を取 り付けるのに成功 した・(し か し)税制上の優遇措置や特別規定の廃止はもっと一貫して行 う

ことができたであろう。税制の複雑 さは本質的に改善されていない。…SPDは 連邦参議院にお

いて税制改革に対す る拒否権 を行使す るだろう。連立与党はSPDに 対 してそのための否定 し得な

い論拠を提供 した。それは、予算の行 き詰ま りからして改革は財源確保 が不可能であるというこ

とである。連立与党は歳入不足が どのようにして補ee.,できるか を明らかにしていない。」と批判 し

た(5510

このような批判を受けなが らも、連立与党が多数 を占める連邦議会 では税制改革法案は可決 さ

れたが、野党側が多数 を有す る連邦参議院での審議 では、SPD系 の州が、税制改革法案 を財政政

策的に確固としたものではな く、社会的に不公正 で、経済政策的にも欠陥を持ったものと批判 し1

7月4日 に法案に対 して賛成 を拒否す る決議 を採択 した(ss)0

これに対 して、政府は両院協議会の開催を要求 し、7月7日 以降、交渉の場は両院協議会 に移っ

た。しか し、両院協議会で も、SPD側 は財源が明らかでないことを理由に300億 マルクの実質減税

に反対し、連立与党側が実質減税規模 を150億 マルクに圧縮す る姿勢を見せ たのに対 して も、実質

減税の余地はほどんどないとの強硬な態度 を変 えなかった。また、SPDは 所得税の課税率 につい

ても、最低課税率の引き下げには応 じる用意があるものの、最高課税率の引き下げの余地はほと

んどない とする立場 を崩 さなかった(57)a

他方、両院協議会では、税制改革法案 とは形式上関係がないものの、与野党双方によってその

必要性が主張されていた賃金付随 コス ト抑制のための社会保険料率引 き下げ問題 も中心的な交渉

対象となった。この点に関して、連立与党側は売上税の税率 を1ポ イン ト引き上げることにより、

年金保険への連邦補助金 を約150億 マルク増額 し、それによって年金保険料率を1ポ イン ト分引き

下げるとい う提案 を繰 り返 し主張 した。これに対 して、SPD側 もこれまでと同じく、保険外給付

を杜会保険財政から連邦予算支出に移転 し、 それによって失業保険 と年金保険の保険料 をそれぞ

れ1ポ イン トずつ引き下げるべ きであるとし、そのための財源 として、売上税率1ポ イン トの引

き上げの他、鉱油税 を引 き上げるよう主張 した。 しかし、連立与党側は、何が保険外給付 である

かの定義が困難であること、SPDの 挙げている保 険外給付 は今後縮小 していく可能性があるにも

拘わらず!58澗接税の引き上げはその ままであり、実質的な増税 となって しまうこと、鉱油税引き

上げに対 しては州側の賛成が得 に くいこと等を理由に、SPD案 を拒否 した。それに対 して、SPD

側は、保険外給付の連邦予算への移転を行わない限り、売上税の引き上げ分は税制改革の財源と

して流用されてしまうおそれが強 く、年金改革の財源は、結局いっそうの給付水準の切 り下げと

生涯労働期間の延長によって調達される危険性が高いと反論 した(59)0

こうして、与野党双方 とも賃金付随コス トの引き下げ とそのための間接税引 き上げを支持 して

いるにも拘わらず、妥協が不可能であるという行 き詰まり状態は最後 まで解消されないまま、両

1
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院協議会 は7月31日 に野党案を採択 し、与野党交渉は決裂 した。 これに対して、政府側はただち

に第二回目の両院協議会手続 を夏休み明けに行 うことを明らかにしたが(6°)SPD側はこの ような

手続 を繰 り返 して も事態打開の余地は少ない との態度を崩さず、税制改革法案は廃案 となる可能

性が極めて高 くなった鯉

(1)た だ し、第13立 法期(1994年 ユ0月 一一1998年9月)の 前半 ま では 大規 模 な税 制 改 革 は 計画 され て い な か った。

確 か に、1993年 に は大 蔵 省 に よっ てバ ライ ス教 授 を委 貝長 とす る審議 会 が 設 置 され 、税制 体 系 の 見 直 しを行 っ

た。 ドイ ツの 税制 は 、所 得 税 ・法人 税 等 の税 率 の 高 さ と共 に、 再 統一 後 、 そ の複 雑 さが い っ そ う増 大 し、 公正

さが 失 わ れつ つ あ る と批 判 され て い たが 、それ に 対 して、バ ラ イ ス委 貝会 は1994年 末 に、すべ ての納 税 者 の 負

担 を緩和 す るの と引 き換 えに 、各 種 租 税特 別 措 置 を大幅 廃 止 し、税 の公 正 さ と簡素 化 を回 復す る とい う方 向 性

を打 ち出 した。

しか し、ヴ ァ イゲ ル蔵 相 はバ ラ イ ス委 貝会 の提 案 を政 治的 に 実行 不 可 能 で あ る として取 り上 げ な か っ た。そ

の 後 、CDU/CSU連 邦 議 会 議 貝 団 経 済政 策 ス ポー ク スマ ン で あ る ウル ダ ル議 貝 が 所 得 税 の課 税率 を8%、

18%、28%と い う3段 階 に整 理 す る代 わ りに、 ほ とん どの控 除 ・特別 措 置 を廃 止す る とい う大 胆 な提案 を行 っ

た が 、 こ れ も 当初 は ほ とん ど議 論の 対 象 と な ら なか った。1996年1月 の 「投 資 と雇 用 の ため の行 動 計 画 」 で

も、税 制 改革 の 第3段 階 は事 実 上1998年 連 邦 議 会 選挙 後 とされ て い た。 しか し、 「行 動 計 画」発 表後 、FDPが

税制 改革 の早 期 実施 を強 調 し、減 税 路 線 を強 化 して3月 の州 議 会 選挙 で勝 利 を収 め る と、抜 本 的 な 税制 改 革 は

に わか に 中心 的 な争 点 に 浮上 し、緊 急 の課 題 と考 え られ る よ うに な っ た 。AktionsprogrammfurInvesti・

tionenundArbeitsplatze,S.28;JochenBuchsteiner,MitdenKumpelkamdasEnde.33MonateSteuerre-

form:Werspieltewie?ChronikeinesvorerstgescheiterteVersuchs,in:DieZeitvam8.August1997;FAZ

vom18.Oktober1997;ReimutZohlnhりfer,DiegroBeSteuerreforml998/99:EinLehrstilckfirPolitik-

entwicklungbeiParteienwettbewerbimBundesstaat,in:ZeitschriftfurParlamentsfragen,Heft2,1999,5.

328.

また、連 立 与 党側 が 税 制 改革 の 中心 と して法 人 税 と並 ん で所得 税 課 税率 、特 に最 高 課税 率 の 大 幅 引 き下 げ を

主 張 したの は 、ドイ ツ では 企業 の9割 が法 人 税 で は な く所 得 税 の課 税 対 象 とな る人 的会 社 と言 われ る法 形 態 を

とっ て い たた め で あ り、所得 税 減 税 も企業 、特 に 中小企 業 の税 負 担緩 和 とい う側 面 か ら不 可 欠 で あ る と考 え た

ため で あ った 。FAZvom24.Apriland27.Juni1997.

(2)ProgrammfUrmehrWachstumundBesch註ftigung,S.3。 本 稿 第1章(3)参 照0

(3)ド イ ツで は す で に1992年 に本 格 的 な年 金 改 革 が行 われ て お り、当初 は こ れ に よ って年 金 財 政 の 長期 的 安 定 は

確 保 され 、再 度 の根 本 的 な改 革 は 当分 必要 ない と考 え られ て い た。 従 って、1996年1月 の 「行 動 計画 」に お い

て は、 年 金 をは じめ と した社 会 保 険料 率 の上 昇 が指 摘 され 、 国 民 の高 齢化 に対 応 した 「長 期 的 に有 効 な解 決策

を見 出す こ とが緊 急 に 必要 」と指 摘 され て い た もの の、 制 度 の根 幹 に 関 わ る改 革 は要 求 され てい な か っ た。 ま

た、 同 年4月 の 「よ り高 い成 長 と雇用 の ため の 計 画」 に 基づ い て設 置 され たプ リュー ム委 員 会 の任 務 も、「人

口学 的 な変 化 を も念 頭 に お いて 、未 来 の ため の 確 固 た る世 代 間 契約 をい か に して さ らに発 展 させ るこ とが で き

るか 」に つ い て報 告 す る とい う一 般的 な もの で あ った。 さ らに 、改 革案 の 立案 が 立法 期 半 ばに な っ てか ら指 示

され た た め、時 間 の 短 さや 選 挙 に 向け て有 権 者 に 与 え る不安 感 か ら して、根 本 的 な 改革 を行 うこ とは 当初 か ら

困難 で あ る と予 想 され た。 しか し、「ドイツ の 産業 立 地 条 件 の 改善 」 とい う議 論 の 中 で年 金 保 険料 率 を長期 的

に20%前 後 に抑 制 す る とい う 目標 が設 定 され る と、次 第 に そ れが 自明 かつ 絶 対 的 な 目標 と考 え られ る よ うにな

り、これ 以上 の保 険 料率 の上 昇 は 許容 で きな い とす る論 調 が 急速 に 高 まっ た。1995年 に は18,6%で あ った年 金 1
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保 険 料率 が翌 年 に は19.2%へ と上 昇 し、1997年 には20%を 越 え る気配 を見 せ る とい う急 速 な上 昇 を示 した こ と

も、 その よ うな論調 に 拍 車 をかけ た。AktionsprogrammfurInvestitionenandArbeitsplatze,S.38ff.;Pro-

grammfurmehrWachstumandBeschaftigung,S.IO;FAZvom8.November1997.

(4)CDU-Bundesgeschaftsstelle(Hg.),ProgrammfurmelirWachstumandBeschaftigung.Beschlul3der

CDU/CSU-Bundestagsfral<tion.TextmitaktualisiertenErlauterungen,BonnI996,S.12ff.

(5)VgLSteuerreform-Kommission,ReformderEillkommensbesteuermg・VorschlagederSteuerreform-

Kommissionvom22.Januar1997,"PetersbergerSteuervorschlage",Bonn1997,SchriftreihedesSMF,H.61.

(6)Finanzbericht1998,S.115.

(7)売 上 税 の 引 き上 げ が適 切 であ る とす る根 拠 と して は、 ドイ ツの 売 上 税税 率 がEU内 で は最 も低 い水 準 に あ っ

た こ と、所 得 税 に 比べ て 緩 や か な課 税 で 済 む こ と、国 民全 体 へ の 課税 で あ るこ と、増税 に伴 う事 務 負 担 が わ ず

か で あ るこ と、経 済 成長 に大 きな影 響 を与 え ず、輸 出 に悪 影 響 を及 ぼ さ ない こ と、税収 が 連 邦 と州 に分 割 配分

され るた め、州 か らの 反 対 が少 な い こ と等 が挙 げ られ た。 しか し、 当然 の こ となが ら、実 際 の理 由 は、そ の他

に 有望 な財源 が ない とい うこ とで あ っ た。DieWeltvoml5.April1997,

(8)FAZvom3.und9.Dezember1996.

(9)DieWeltvom21.Januar1997;FAZvom22.Januar1997.

{IO)FAZvom2.und13.Januar1997.

(11)保 険外 支 出 につ い て は、 本 稿 第2章 註(12)参 照。 さ らに 、例 えばSPDの 路 線 に肯 定 的 な立 場 を と ったSZ紙

は 、社 説 にお いて 、こ れ と異 な った論 拠 を挙 げ て、社 会 保 険 へ の税 財 源 投 入拡 大 を支 持 した。同紙 は 、名 目GDP

に 占め る社会 保 険支 出 の 比率 が1975年 当 時の33.9%に 比べ て上 昇 して お らず、む しろわ ずか に 低 下 さえ してい

る こ とを指摘 し、社 会 国 家 の コ ス トが 限度 を超 えて い る とい う議 論 は誤 りで あ り、む しろ大 量 失 業 の 時代 に 社

会 国 家 の縮小 を要 求 す るこ とは理 解 不能 で あ る との 立場 を と った。 その 上 で、 同紙 は、 「被 保 険 者 が社 会 国 家

を略奪 したが ゆ え では な く、資 本 と労働 の分 配 闘争 の 敗 者 とな って し まっ た が ゆ え に」 社 会 国 家 は財 政 難 に

陥 った と主 張 した。そ れ に よれ ば 、本 質 的 に 労働 所 得 か らの収 入 に依 存 してい る社 会 保 険 制 度 は、国 民所 得 の

分 配 が労 働 側 に不 利 な形 で 変更 され た場 合 に は、財 政 難 に 陥 らざ る を得 ず、事 実 、1980～1993年 に 企 業の 収 益

は251%も 増加 したに も拘 わ らず 、 実 質労 働 所 得 は63%し か 増加 しなか った。 さ らに 、 よ り大 きな 問題 は被 保

険 者 の数 を大 幅 に減 少 させ るよ うな就 業 構 造 の 変化 で あ り、1975年 当時 、価値 創 造 全休 の75.2%を 占め て いた

労 働 は 、1995年 時点 では68.2%に 低下 したaこ れ らの こ とか ら、同紙 は、労働 所 得 を社 会保 険制 度 の 主要 財 源

とす る既 存 の制 度 を維持 しつつ 、労働 と資本 の 問 の所 得 分 配 に お け る不 均 衡 を是 正 す るため 、税 財 源 の投 入 を

拡 大 すべ きで あ る と主 張 した。MarkHUjer,DieMarvomzuteuerenSozialstaat,in:SZvomlfi.Juli1997.

(12)FAZvom13.und21.Januar1997.

(13)FAZvom23.Januar1997;DieWeltvom24.Januar1997.

(14)従 来 、公 的 年 金 に対 して は仮 想 的 な収 益 部 分 と呼 ば れ る わず か な部 分 の み が課 税 対 象 とな って お り、実 際 に

は免 税 扱 い とな って いた。 しか し、これ に よ って公 務 貝 恩 給受 給 者 との税 法 上 の 不 平等 が 生 じた ため 、連 邦 憲

法 裁 判所 も1980年 と1990年 の二 度 に わ た って、 是 正 措 置 を と るよ う命 じて い た。 税 制 改 革 法 案 は この 方 向 に

そ った もの で あ ったが 、 年 金受 給 者 か ら 「年 金 へ の課 税 強化 」 と受 け 取 られ るこ と を懸 念 した ブ リュー ム 等

は 、 これに 強 く反対 した 。FAZvom6.Mai1996,

(15}FAZvom24.Januar1997,

(16)FAZvom25.Januar1997.

(17)こ の 答 申の 内容 にっ い て は、田 中耕 太 郎 「ドイ ツの経 済構 造 改革 の 中 での 年金 改 革 を巡 る動 向 とそ の将 来 像 」

山 口県 立大 学 社会 福 祉 学 部 紀要 第3号 、1997年 、1ペ ー ジ以 下 に 詳細 な紹 介 が あ る。

(18)公 的 年金 の 支 給額 は毎 年 の実 質 賃 金 の伸 び に連 動 して調 整 され る こ とに な っ て い たが 、年 金 改 革委 員 会 の 提

a

4



9fi 制井大学教育地域科学痔臨紀嬰111(社 会科学),56.2000

案 した方 法 は 、人 口構 成 の 変 化 を計 算 式 に 反 映 させ 、年 金 支 給額 の 伸 び率 を実 質 賃金 の それ よ り も低 く抑 え る

こ とに よ っ て・実質 賃金 に対 す る標 準 的 な年金 支 給 額 の 比率 を長 期 的 に64%に まで 低下 させ よ う とす る もの で

あ った・従 って ・実 際 の 名 目支 給 額 が 削 減 され てい くわ け では な く・平均 寿 命 の 伸 び と共 に 年 金受 給 期 間 も長

期 化 して い くこ とか ら、この よ うな 引 き下 げ は 妥 当 で あ る と説 明 され た。 しか し、野党 側 は これ を、老 後 にお

い も標 準 的生 活 を維 持 で きる給付 水 準 を確 保 す る とい う現行 制 度 の 原 則か らの 逸 脱 を意 味 す る 「給 付 削 減」と

非 難 し、年 金 改 革 案 の 中 の最 大 の争 点 となっ た。FAZvom28.Juni1997,

(19)ド イ ツ で は、1986年 に家 族 政策 的 な観 点 か ら、子供 を養 育 す る親 は 子供 の誕 生 後1年 間 は 年 金保 険 料 を支 払

う こ とな く平 均 賃 金 の75%に 対 応 す る保 険料 を支 払 っ た もの と見 な され る とい う制度 が 導 入 され、1992年 の年

金 改 革 で そ の期 間 が3年 に延 長 さ れ た。 しか し、 これ は 年 金保 険 の 保 険外 給 付 に 相 当す る もの で あ った ため 、

ブ リュ ー ム委 貝 会 は税 財源 を基礎 とす る 「家族 金 庫 」を創 設 し、 児童 養育 期 間 の 保 険料 負担 や 児童 手 当の よ う

な家 族 負 担調 整 の た め の給 付 を この 「家 族 金庫 」 か ら の支 出 に切 り替 え る こ と を提 案 した 。 こ の 点 につ い て

は 、 松本 勝 明、 前掲 書 、250、260ペ ー ジ、 下和 田功 「ドイ ツ年 金保 険 論 」、 千 倉 書 房 、1995年 、152、172ペ ー ジ。

(20)FAZvom28.Januar1997.

(21)Ebd.;FAZvom29.Januar1997.

(22)Ebd.

(23)FAZvom31Januarl997;FAZvom5.und18.Februarl997.こ れ に対 して、 ブ リュ ー ム労 相 は、2010年

～2030年 の 失業 者 数 減 少 の予 測 は 、少子 化 に よ る将来 の人 口構造 の変 化 か ら して 現 実的 な もの で あ る と反論 し

た。FAZvom25.Apri11997.

(24)FAZvom29.Januar1997.

(25)周 知 の よ うに、CSUは バ イエ ル ンで 支 配 的 な地 位 を維持 す る こ とに よ って 、連 邦 政 治上 の 発 言権 を獲 得 して

きて お り、シ ュ トラ ウ ス党 首 時代 ま で、CSUは ミュ ンヘ ンか らボ ンに 対 して圧 力 をか け る とい う方 向 で行動 し

て き た。 しか し、1990年 代 に 入 って ヴ ァイ ゲ ル党 首 が州 首 相 職 を兼職 す るの に失 敗 し、州 首 相 に就 任 した シュ

トイバ ー との 間で の 二 頭体 制 が 形 成 され て か らは、連 邦 政 治 上 の立 場 を優 先 す るヴ ァ イゲ ル 党 首兼 連 邦 蔵相 及

びCSU連 邦議 会 議 貝 団 と、州 政 治 上 の立 場 を代 表す る シュ トイ バー 州 首相 や 州 議会 議 貝 団 との 間 の 緊 張 関係

が 高 ま った。蔵 相 と して連 邦 政 府 の財 政 緊 縮 路 線 を実 行 す る中心 人物 とな っ た ヴ ァイ ゲ ル蔵 相 に対 して 、シュ

トイバ ー 等州 政 治 に 携 わ る人 々 はCSUの 「S」、 す な わ ち社 会 的側 面 を強調 し、 党 は庶 民 の ため に努 力 しなけ

れば な らな い との 立 場 を と り、政 府 の税 制 改 革 案 に盛 り込 まれ た労 働 者 に対 す る優 遇措 置の 廃 止 や年 金 改 革案

の給 付 削 減 に も批 判 を繰 り返 した。FAZvoml4.Apri11997.ド イツ 再統 一 後 のCSUの 状 況 に 関 しては 、Jurgen

Dittberner,NeuerStaatmitaltenParteien?DiedeutschenParteiennachderWiedervereinigung,

Opladen/Wiesbaden1997,S.181ff.

(26)FAZvom30.Januar1997;FAZvom1.-4.Februar1997.

(27)FAZvom6.Februar1997.

(28)BeschluBdesBundesausschussesderCDUDeutschlands,Rentenreform'99.StabileBeitrage・

VerlaBlicheRenten,Bonn1997,S.2ff,

(29)Ebd.

(30)FAZvom26Marz1997,

(31}FAZvom15.Apri11997.

(32)FAZvom3.September1997;PresseservicederSPD,AuLierordentlicherBundesparteitagder5PD,25.

November1996,Koln,RededesSPD-ParteivorsitzendenOskarLafontaineaufdemJugend-politischen

Parteitag"VertragmitderZukunft:NeueChancenfurdieJugend",Koln199fi,S.4ff.;FAZvom15.und28.

Januar1997.
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(33)FAZvom28.und29.Januar1997;WeltamSonntagvom9.Februar1997;Lafontaine,op.cit.,S.4.

(34)連 邦 参 議 院 の状 況 に つ い て は本稿 第3章 註(17)参 照 。

{35)FAZvomLundI8.Februar1997;DieWeftvom8.Februar1997.

(36)FAZvom25.Februarl997;Zohlnhofer,oP.cit,,S.331f,

(37>こ の 点 につ いて は 本稿 第6章 註(1)参 照 。

(38)FAZvom25.Januar1997;DieWeltvom25.Februarl997政 府 の税 制 改 革 案 を実 行 した場 合 に生 じる税 収

減 少 額 の評 価 に関 して は、 そ の後 与 野 党 の 主 張 の差 は 縮小 した もの の、 政 府案 の440億 マ ル ク(た だ し、98年

に連 帯付 加 税 を2ポ イ ン ト引 き下 げ れ ば 、さ らに75億 マ ル クの減 少 が起 こ るが、政府 側 は、税 制 改 革 自体 の 景

気 刺 激効 果 に よっ て、1999--2001年 に 、 そ れ ぞれ45、75,110億 マ ル クの 増 収 が見 込 め る と主 張)と い う評価

に対 して、SPD側 は(連 帯 付 加税 引 き下 げ分 も含 め て)少 な く見積 もって も560億 マ ル クの歳 入 減 少が 発 生 す

る と主 張 し、 改 革 の ため の財 源 不 足 を批判 した。DieWeltvom27.Februar1997;GeneralAnzeigervom15.

Marz1997;DieWeltvomIO.Apri11997;FAZvom23.April1997.

{39)FAZvom26.Februar1997.

(40)ド イ ツ では 講 造 的衰 退産 業 であ るルー ル及 び ザ ー ル の石 炭産 業 に対 して 巨額 の 補 助金 支 出 が行 われて きた

が 、コー ル 政権 は財 政 緊 縮 の一 環 と して この 補 助金 を削 減 す る方 針 を打 ち 出 し、1997年3月 に石 炭 産 業 労使 に

対 して、 年 間約100億 マ ル ク(そ の うち連 邦 負 担分90億 マ ル ク)と な って い る石 炭補 助 金 を2005年 まで に約55

億 マ ル ク(そ の うち連邦 負担 分38億 マ ル ク)に 削 減 す る こ と を通 告 した。 これ と連 動 して、 経営 者 側 は炭 鉱 労

働 者数 を半 減 させ る意 向 で あ るこ とを表 明 して お り、 また、こ の案 では 、同 時 にSPDが 与 党 で あ る ノル トラ イ

ン ・ヴェ ス トフ ァー レン州 政 府 負 担分 を12億 マ ル クか ら15億 マ ル クへ と増 加 させ る こ と も予 定 され て い た た

め 、SPD側 は 「受 け容 れ 難 い挑 発 」 と強 く反発 した。FAZvom8.-12 .Marz1997,

(41)FAZvom16.Apri11997;FAZvom24.Apri11.997.

(42)Zohlnhofer,op.cit.,S.334;Vg1.EntwurfeinesSteuerreformgesetzes(StRG)1998,DeutscherBundestag,

Drucksache13/7242;EntwurfeinesSteuerreformgesetzes(StRG)1999,DeutscherBundestag ,Drucksache

13/7480.

(43)FAZvonl17.Apri11997.

(44)こ の 点 につ い て は本 稿 第6章 註(18)参 照。

(45}FAZvom6.und7.Mai1997.

(46)FAZvom4.-7.Mai1997.

(47)FA7vom13.Mai1997.

(48)Vg1.EntwurfeinesGesetzeszurReformdergesetzlichenRentenversicherung(Rentenreformgesetz

1999-RRG1999),DeutscherBundestag,Drucksache13/8011 .

(49)DerSpiegel,Nr.17,1997,S.20ff.

(50)JorgKraeusel,DiegroBeSteuerreform.StandderDiskussion ,Bonn1997,S.143ff.;FAZvom27.Mai1997.

た だ し、SPD側 は こ れ.を政 府 に対 抗 す る法案 と して議 会 に提 出 した わけ で は なか った0

(51)FAZvom27.-29.Mai1997.

(52)こ の修 正 で は、税 制 改革 の 追力fl的な財 源 調 達 の ため 、企 業 に対 して1999年 か らの減 税 と引 き換 えに行 うこ と

に な って い た負 担 増部 分 を1年 前倒 しして1998年 か ら実 施 し、さ らに 企業 の 損益 相 殺 規 定 を 強化 す るこ と等 に

よ り、53億 マ ル ク程 度 の 増収 を図 る こ と とされ た。これ に よ って、連 帯 付 加 税 の 引 き下 げ 等 に よ って1998年 に

企 業 に対 して 実 施 され る こ とに な って い た65億 マ ル クの実 質 減 税 は12億 マ ル クに縮 小 した。ま た、売上 税 収 の

連 邦 へ の配 分 率 を高め 、連 邦 の税 収 を35億 マ ル ク程度 引 き上 げ る こ とも計 画 され た。他 方 、1999年 か ら完 全 実

施 され る予 定 で あ っ た休 日 ・夜 間勤務 手 当 に対 す る課税 は 、野 党側 に譲 歩 して、2003年 を最 終 年 度 とす る段 階
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的 な実 施 へ と緩 和 され た。 さ らに、生 命 保 険 に対 す る課 税計 画 も縮 小 され 、失 業 手 当等 の 賃 金代 替 給 付 に対 す

る課 税 計 画 も放 棄 され た。 これ らの修 正 を行 った 結 果 、新 た に25億 マ ル ク程 度 の 税 収 減 少 が 発 生 す るこ と と

な っ た。Zoh】nhofer,op、ClC.,S.335;Dieweltvom14.Julli1997;DasParlamentvom20.Juni1997・

(53)FAZvom21.und27.Junil997,

(54)WeltamSonntagvom22.Junil997;SZvom23.Juni1997;FAZvom27.Juni1997.特 に、 ヘ ンケ ルBDI会

長 は 、6月 の修 正 後 の 税 制 改革 法 案 を 「ス キ ャ ン ダル で あ る」と激 し く非 難 した。 これ と対 照 的 に 、社 会 委 員

会 等CDU/CSU内 の社 会 政 策 重視 派 は 、休 日 ・夜 間 勤務 手 当 に対 す る課 税 の 緩和 等 を歓 迎 した。

{55)Ebd.

(56)FAZvom5.and6,Julil997.連 邦 参 議 院 に お い て も、 与 野党 双 方 は従 来 の 主 張 を繰 り返 し、 フ ォ シェ ラウ ・

ハ ンブ ル ク市 長 は 税 制改 革 法案 を 「致 命 的 な下 へ の 負 担転 嫁 」と批 判 し、企 業 に とっ ての コス ト上 昇 の本 来 の

原因 は 賃金 付 随 コス トの上 昇 に あ るが ゆ えに 、SPDは 売 上税 及 び鉱 汕税 の 引 き一ヒげ に よ って300億 マ ル クの財

源 を確保 し、それ に よっ て社会 保 険 料 率 を2ポ イ ン ト引 き下 げ る こ と を明確 に 提 案 して い る と強調 した。それ

に対 して 、ヴ ァ イゲ ル蔵 相 は 、賃 金 付 随 コス ト引 き下 げ の必 要性 を認 め る一方 、近年 の歳 入 不 足 の深 刻 化 は景

気 に左 右 され た もの と言 うよ りは、む しろ現 在 の税 制 の 構 造 的 な欠 陥 に よ る もの であ り、これ を是 正 す るため

に は、租 税 特 別 措 置 の大 幅 廃 止 等 に よ る税 制 制 度の 簡 素 化 、公正 化 と、大規 模 な実 質 減税 に よ る投 資 と雇 用環

境 の改 善 が 必要 であ る との主 張 を繰 り返 した。

(57}FAZvom10.Juli1997;FAZvom29.Juli1997;Zoh]nhofer,op.cit.,S.336ff.

(58)SPDが 連 邦 予 算 か らの 支 出 に切 り替 え る こ とを要 求 して い た保 険外 給付 に は、 旧東 独 地 域 の 年 金 制 度 整備

の ため の 支 出 、社 会 主義 統一 党(SED)に よ る不 法 行 為 補 償 の ため の 支 出等 が 含 まれ て お り、これ らの 支 出は 長

期 的 に は縮 小 して い くと予 想 され て い た。

(59)FAZvom1.,2.und5.August1997;FAZvom27.August1997.

(60)FAZvoml.und2.August1997,連 邦 参議 院 の 同 意 を必要 と しな い 法案 の 場合 、両 院 協議 会 の招 集 を要 求 で

き るの は連 邦 参 議院 だけ であ るが 、連 邦 参 議院 の賛 成 を必要 とす る法案 の 場 合 、連 邦 議 会 と連 邦 政 府 も両 院 協

議 会 の招 集 を要 求 で きる ため 、こ の よ う な法案 に関 して は、制 度 上 は 両院 協 議会 手続 き を最 大3回 繰 り返 して

行 う こ とが 可 能 で あ る。税 制 改革 法 案 の 場合 、1回 目の 而 院 協議 会 手 続 きは連 邦 政 府 に よ って 、2回 目の それ

は連 邦議 会 に よ って要 求 され た。

JoachimJensHesse/ThomasEllwein,DasRegierungssystemderBundesrepublikDeutschland,8.,vollig

neubearbeiteteanderweiterteAuflage,Bd.1,0pladen/Wiesbaden1997,S、318f.Schuster,op.cit.,S.256;高 田前

掲 書 、245ペ ー ジ。

(61)こ の 結 果 に対 して 、保 守寄 りのFAZ紙 は 「連 邦 参議 院 とい う制 度 は 、今 や 党 派 的 イデ オ ロ ギー に奉 仕 す る存

在 に な って しま った 」と して、SPDの 非 妥協 的 態 度 を 非難 した が 、南 ドイツ新 聞 は 、政 府 が 再 び両 院 協 議会 を

召集 しよ う と して い るの は税 制 改 革 を救 うため な どで は な く、税 制 改 革 な しに連 帯伺加 税 を引 き下 げ る とい フ

FDPの 要 求 を実 現 す るため の方 法 を見つ け るた め の時 間 稼 ぎに過 ぎ ない と し、SPDが 政 府 法 案 の不 公 正 さ を

批 判 した こ とは正 しい と評価 した。FAZvom31.Juli1997;SZvom6.August1997.
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第7章 財政 ・通貨統合問題への波及

(1)財 政状ら 悪化 と欧州通貨統△ をめ く 議訟 の波及
,
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改革のあ り方 とその財源調達方法をめ ぐって連立与党内に紛糾 が起 こるという状況の中で・政

府・連立与党、特 にCDU/CSUが 大連立的方向への傾斜 という批判を受けつつ も野党側 との交渉を

再三にわたって試みた背景には、財政状況のいっそうの悪化の中で欧州経済通貨同盟参加のため

の基準を達成 しなければならず、その観点からも 「投資 と雇用のための行動計画」及び 「より高

い成長 と雇用のための計画」に掲げ られた諸改革 をできる限 り実現 しなければならないという要

請が大きく影響 していた。

前述 したように、景気の停滞、労働市場の状況悪化、税制の複雑化により、1990年 代半ばには

税収が事前の予測を下回るという状況が深刻化 してお り、1996年 の税収は戦後西 ドイツ及び統一

ドィッの歴史上初めて、前年のそれを150億 マルクあま り下回るという結果になったU)0また、すで

に1996年 春のEU委 貝会の評価において、 ドイツの同年度の国家全体の財政赤字比率は3.9%と

なって、マース トリヒト条約の収敷基準 を明 らかにオーバーす る見通 しとなっていた(2)0経済成長

率の予測は、1996年5月 時点では96年 に関してZ.1%、97年 に関 して3.9%、11月 時点では96年 に

関 して2.5%、97年 に関 して3,8%と されていたが、11月 に発表された全経済発展評価専門家評議

会(五 賢人会議)の 評価 では、96年 に関して1.5%、97年 に関 して2.5%と 、これより大幅に低 く

なると予測された。96年 の実際の成長率は1.4%と 、 これ らの予測をさちに下回った1310この結果、

連邦の新規債務総額は当初予定の599億 マルクを184億 マルクも上回る783億 マル クに達 し、政府は

ルフ トハンザ株式を売却することによって、国債発行が800億 マル ク台になることをようや く回避

した。この結果、96年 度の財政赤字比率はEU委 貝会の予測通 り3.9%と なり、通貨統合の収敷基

準を達成できなかった(dlO

このような財政悪化の状況から、前述 したように、連立与党内ではその補填方法に関して96年

秋に激 しい対立が発生 したが、97年 春以降、再び同様の事態が繰 り返 された。同年5月 の税収見

積改定では、前年秋の見積 と比較 した場合、1997年 に関して180億 マルク(その内連邦分91億 マル

ク)、1998年 に関 して316億 マルク(同146億 マルク)、1999年 に関 して320億 マルク(同145億 マル

ク)の 税収減少が新たに発生することが明 らかとなったCS)0これに加 えて、失業者数の増加に伴 う

コス ト増 も100～200億 マルク程度 と予想された。 さらに、前章で述べ たように、政府年金改革案

がそのまま実施されれば1999年 以降150億 マ ルク前後の新 たな租税財源が必要になる他、税制改革

が実行 されれば、1999年 以降に巨額の税収減少が発生す る見込みであったlslOこれ らのことから、

1997年 度に関 しては補正予算 を編成す る必要が生 じると共に、1998年 度予算の編成にも困難をき

たす状態 とな り、政府 ・連立与党内部では、このような財政難に対 してどのように対応するか と

いう問題が再燃 した。

この危機に対 して、 ヴァイゲル蔵相は政府の「行動計画」、特に抜本的な税制改革の必要性を繰

り返し強調 したが、 これ らの立法計画が難航す る中で、さしあたって財政難に対処 しつつ、欧州

通貨統合の収敷基準 を満たすために彼が とった措置の一つは、大 きな波紋をもた らすこととなっ

た。1997年5月 、ヴァイゲル蔵相は、通貨統合に伴 う欧州中央銀行の設立に備 えるという名 目の

1

」

」



100 福井大学敬 育地城科学部紀」墨IIIl祉 会科学),56,2000

下、 ドイツ連邦銀行の保有する金塊及び外貨準備 を1997年 度中に中間決算によって市場価値に即

した形で評価 し直 し、その評価替によって増加す る連銀資産の一部を特別収益 として国庫に納付

させ、それを旧東独継承債務消却基金の償還にあてることを通 じて、財政赤字の削減を図る意向

であることを明らかにした(710

このような計画は、通貨統合の中心 となるべ きドイツ自身が、収敷基準を達成するためにいか

に苦 しい立場に追い込 まれているかを象徴的に示す ものであったが、これに対 して、野党側は、

連銀の保有す る金 ・外貨準備の評価替によって財政状況を見かけ上好転 させようとするこのよう

な政策を 「不真面 目でいい加減な政策の典型」 と強 く非難 し、ヴァイゲル蔵相 自身が従来このよ

うな方法に反対 してきたことを指摘 して、巨額の税収不足は政府の財政計画が完全に非現実的な

ものであることを証明するものであると批判 した。 また、野党側は、ヴァイゲル蔵相がマース ト

リヒト条約の収敏基準に関 して 「新 自由主義的な歪曲」に陥り、収敏基準に対す るあまりにも厳

格過 ぎる解釈によって国民の間に通貨統合に対す る不安を引き起こしたとして、 ヴァイゲル蔵相

を非難 した(s)0

しか し、政府に とって、野党側からの非難よりも混乱 をもたらしたのは、この評価替措置が連

銀側 との十分な調整なしに公表 されたことであった。連銀はもともと欧州中央銀行が設立 された

後に共通のルールに従って資産の評価替 を行 うことについては反対 していなかったが、大蔵省側

が現時点で突然評価替 を強行す るという、連銀の独立性への介入ともとれ るような措置 を一方的

に発表 したことに強い反発を示 し、欧州通貨統合のルールに反し、ユー ロの安定性 に対する信頼

喪失が起 こる可能性がある上、中央銀行の独立性に対す る干渉となる可能性があるとの声明を5

月末に発表 して、政府の提案を拒否した。また、政府 と連銀 との間のこのような紛糾 を見たSPD

と緑の党は、蔵相の財政政策をまったく信頼できない として、議会にヴァイゲル解任要求動uを

提出するに至った。これに対 して、連立与党はあ くまでも連銀の資産評価替計画 を実行す るとい

う党首 ・院内総務会議の声明を発表 し、また、ショイブレCDU/CSU院 内総務がこの問題に関する

議会の権限を強調す る書簡をCDU/CSU議 員団に送付 して事実上の党議拘束をかけ、政府側の計

画を実現するために連銀法改正法案を提出するという強い態度を示 した(s)0しか し、大蔵省が連銀

との調整不足からこのような紛糾 を引 き起 こしたことに対 しては、連立与党議員団の内部からも

批判が噴出し、政府側が法案提出を強行 した場合、連邦議会で多数の賛成が得 られたとして も、

連邦参議院による異議が申し立てられれば、それを退けるためには連邦議会での絶対多数が必要

となることか ら、計画が実現できるか どうかは微妙 な情勢にあった。 このため、ヴァイゲル蔵相

はティー トマイアー連銀総裁 と妥協のための交渉 を急遽行い、ようや く6月3日 、97年 度から評

価替 を実施す るが、そこかち生 じる利益の国庫への納付は98年 度から行 うことで妥協が成立 し

たcan)0

これによって、連銀資産の評価替えをめ ぐる紛糾はようや く終息に向かったが、この対立の過

程では、ティー トマイアー連銀総裁が政府の計画に反発 して通貨統合延期の可能性を示唆した と
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報道される等、 ドイツ国内の財政問題を越えて、 目前に迫ったユー ロ導入に悪影響を及ぼ しかね

ない事態が発生 したillO〕全経済発展評価専門家評議会はコール首相に対 してこの点を指摘す る異

例の書簡を送 り、このような措置は貨幣創造による財源調達 を意味するとい う点で財政問題 を解

決するための適切な措置でないばか りか、 ドイツが通貨統合参加のために 「創作的な帳簿操作」

を行っているとい う印象 を国内外に与え、連銀の独立性 と信頼性 をも損なうものであると厳 しく

批判 したεL2)

連銀資産の評価替問題が通貨統合に対する信頼喪失 を引き起こす危険性があることを指摘 した

このような批判は、財政状況 を見かけ上好転させ るこうした トリックによって通貨統合基準か ら

の事実上の逸脱が起 こるのではないか という不安や、フランスの新政権が通貨統合基準の緩和を

主張し始めたこととも相 まって、通貨統合 をめ ぐる連立与党内部の潜在的対立にも火をつける結

果となった。特に、党内に通貨統合に反対するナショナルな勢力を抱えつつ、98年 秋のバ イエル

ン州議会選挙で絶対多数 を維持す ることを目標にしていたCSU、 なかでもシュ1・イバー同州首相

は、この問題に敏感に反応 した。シュ トイバーは、フランス政府が通貨統合基準の達成を軽視 し

ていると公然 と批判する一方、 ドイツ国民は歴史的に形成されたインフレに対す る強い不安感 を

持ってお り、また、ほ とんどマル クの価値 のみに基づ く国民的な自意識を有 していると指摘 し、

財政難の中で予定通 り1999年 に通貨統合の第三段階を実施するために通貨統合基準が緩和され、

その結果インフレが起 こるならば、バイエルンの有権者は決 してCSUを 許さないであろうと主張

して、収敏基準を厳格に遵守せ よという要求を強めた。さらに、彼は、どうして も収敏基準を緩

和しなければならないのであれば、む しろ通貨統合の第三段階開始が延期 され るべきであ り、こ

のことは、基準が日程 を決定すべ きであるとい うCSUの かねてか らの主張か ら引き出される論理

的結論であると主張 した(13)0

財政難から収敏基準を達成することがで きないならば、通貨統合 を延期すべ きであるというこ

の主張は、 コール首相の欧州統合政策の核心部分 を批判するものであったため、 コールはこれに

激怒 した(ld)0しか し、シュ トイバー州首相 は、コール首相から命令 される立場にはないとの立場を

取 り、収敏基準の中で最 も重視 されている3.0%と い う財政赤字基準値はユー ロの安定 と同義語で

あり、3.0とい う値は簡単に放棄 されるべ きではない と主張 し、コール首相が収敷基準の厳格 な達

成を放棄 し、 ドイツが基準を満たせ ないことが明 らかになった場合には、バイエルン州は 「当然

のことなが ら」連邦参議院においてユー ロの導入に反対す るとまで言い切 った!150)

シュ トイバーのこのような主張に対 しては、コールを初め としたCDU主 流派だけではな く、人

権政策等でCSUと 以前から対立関係にあり、経済界の利益 を代表するFDPも 強 く反対 した。FDP

は、通貨統合が延期 されればマル ク投機が起こ り、 ドイツの輸出と雇用状況が劇的に悪化すると

して・1999年 とい う通貨統合の第三段階開始 日程 を遵守すべ きことを強調 した。他方、FDP幹 部

は・収敷基準達成の重要1生を強調 しつつも、財政赤字基準 を厳密に3.0%と することはCSUの 一方

的な解釈 であるとし、「ドイツの国民経済の巨大 さか らすれば、3.0%が よい結果で3.1%が 悪い結
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果であると本気で言 うことはで きない。」(ラ ムス ドルフ元党首)「3.0%が 達成されれば喜ば しい

ことであるが、わずかにそれを超過 して も通貨統合 は実施 され るであろうし、決定的なのは(発

足時点での細かい数字よ りも)持 続的な傾 向である。」(ブ リュデーレ副党首)と 主張 して、収敏

基準に掲げ られた数字を厳密に達成できな くとも、大 きな問題はないとの立場をとった。 このよ

うに主張するFDPは 、 シュ トイバーの態度 を 「反ユー ロ ・ポピュ リズム」であ り 「現連立に対す

る攻撃」であると激 しく非難 した(16)0

コールが6月 末に3 .0%基 準 と通貨統合開始 日時の双方 を共に遵守す るとする発言を行 い、ま

た、後述するように、1997年 度補正予算編成と関連 して、1997年 に関 して財政赤字基準 を達成で

きる目処が一応ついたことかち、7月 に入 ると事態は次第に沈静化の方向に向かった。 さらに、

9月 にEU蔵 相理事会が予定通 り1999年1月 か ら通貨統合の第三段階を開始することを決定 した

ことから、通貨統合の延期は もはやあ り得ない とする雰囲気が急速に広まった。 しか し、通貨統

合の開始 日時 と基準達成のどちらを優先す るかについての意見の食い違いが根本的に解決された

わけではなく、欧州統合政策に関す るCDU多 数派及びFDPとCSUの 間の潜在的な緊張は、その後

も続 くことになった97)

1

(2)増 税 と連帯付加税引き下げをめ ぐる対立の再燃

以上のように、連銀資産の評価替計画は政府の財政政策に対する信頼に大 きな影 を落としたが、

この計画は どちらか と言えば通貨統合の収敏基準達成 との関連性の強い例外的措置であ り、現下

の財政難を根本的に解決するものではなかった。ヴァイゲル とティー トマイアーの間での妥'協に

対 して、マイスター連銀理事が 「このような体裁を繕 うような措置は一見状況を改善するか もし

れないが、財政の健全化 とい う課題の解決に何の役にも立たない。」と批判 したことは、 それを的

確に指摘したものであった(18)0

従って、財政難に対す るより根本的な措置としては、む しろ、増税、財政緊縮、国債増発等の

方策が議論の対象となった。これに対 して、これまで述べて きたように、FDPは 「減税政党」と

しての立場を強 く打ち出してきてお り、労働市場の状況 をさらに悪化させ ることになるという点

からも、増税によって財政難に対処することには強 く反対 し、税収減に対 しては原則 として財政

緊縮 と民営化 の推進によって対処すべ きであるとの立場 をとった。これに対 して、ショイブレ

CDU/CSU院 内総務等連立与党多数派はやむを得 ない場合には国債増発によって対処するという

可能性 を示唆 したが、1997年度の国債発行予定額はすでに533億 マル クとなってお り、マース トリ

ヒト条約の財政赤字基準 を遵守す るためには、増発の余地はあまりなかった。また、か りに財政

赤字基準 を達成できた として も、税制改革計画等でいっそうの税収減が予想される状態で国債増

発を行えば、国債発行額が投資的支出を上回ってはならないとする基本法第115条 の規定に違反す

るおそれがあった(19)0しか も、FDPは 目前に控 えた党大会 において、10年 以内に財政均衡 を達成

し、国債発行 を解消するとする項 目を含んだ新たな原理綱領の採択 を予定 してお り、その点から
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も、国債増発 を認めることは困難であった。 しか し、財政緊縮はすでに限界近 くまで行 われてお

り、連邦議会選挙 を翌年に控えて公共投資、失業対策等の面でテコ入れ策が必要であるという点

からも、これ以上の財政緊縮措置は困難な状況であった。このため、CDU/CSU側 は税制 ・年金改

革の財源 という意味だけではな く、財政難への対処 という面か らも、次第に売上税 あるいは鉱油

税といった間接税増税の方向に傾 き、FDPが 党の独 自性をアピールす るために早 くか ら増税反対

を打ち出 したことに対 して反発 を強めた。

財政難に対する対処法をめ ぐる連立与党内のこうした対立は、税制改革計画の一部である連帯

付力h税引き下げをめ ぐる対立をも再燃させた。前述 したように、FDPの かねてからの要求である

連帯付加税引き下げについては、延期を重ねた上でようや く1998年 から2ポ イントの引き下げが

実施される見込み となっていたが、FDP首 脳はこの問題で繰 り返 しCDU/CSU側 に譲歩 したこと

に対する党内からの反発に応えるため、 この引き下げに続 いて2000年 までに同税 を全廃せ よとい

う主張を強化する姿勢 をとった。 これに対 して、CDU/CSU側 は、現在の経済 ・財政状況からし

て、税制改革の一環 として300億 マルクの実質減税を行 う一方で、連帯付加税 を2000年 に廃止する

ことは不可能であり、 旧東独地域諸州に対す る支援継続の必要性 とい う点か らも、連帯付加税廃

止の 日時 を現時点で確定すること自体が不可能であると反論 した(z°)実際、FDP側 の強い要求を受

けて税制改革計画には連帯付加税の引き下げ も含 まれてお り、その財源は税制改革の景気活1生化

効果による事後的な税収増によって調達 され る建前にはなっていたものの、その見通しは必ず し

も明 らかではなか った。CDU/CSU内 には、「われわれは採石場で辛い仕事 をしているのに、他の

者は大理石 を売っている」として、FDPが 減税 を主張す るだけでその財源について何 ら現実的な

提案を行っていないことに対する不満が蓄積 してお り、特に、シュ トイバー等CSU首 脳は、FDP

を、社会保障給付や東部に対す る支援のための支出といった、「社会的弱者」に対す る助成を減税

のために削減 しようとする 「社会的に冷酷な」政党であると非難 した(21)0

このように、連帯付加税引き下げに関 して連立与党内の対立が くすぶ り続けている状況の中で、

税制改革や年金改革のための財源確保 とい う面に加えて財政難に対処するという必要性か らも間

接税増税問題が焦点となったこ とか ら、CDU/CSU議 員団の一部からは、FDPが 増税に反対 し続

けるのであれば、98年 か らの連帯付加税引 き下げを延期すべきであるとの声が上が り始めた。こ

れに対 して、1996年 末 と同様の連立与党内の紛糾 を招 くことを懸念 したゲルハル ト党首等FDP指

導部は、雇用情勢 をさらに悪化 させるとして増税に反対する発言を繰 り返 しなが らも、必要以上

にCDU/CSUと の対立を激化 させ ないよう配慮 を示 した(22)0しか し、折から1997年5月 末に開かれ

たFDP党 大会 では、党指導部が党大会後に結局はCDU/CSUに 譲歩するのではないかとい う代議

員の不信感 を背景に、財政赤字の補填 を目的 とした増税 を拒否 し、連帯付加税 を予定通 り1998年

1月 か ら2ポ イン ト分引 き下げることを要求す る緊急動議が採択され、FDP側 は増税反対の姿勢

をさらに強イヒした(23)0

このようなFDP側 の態度に対 して、追加的な財政緊縮の余地をせいぜい10～20億 マルクと見る
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CDU/CSU側 は、 コール首相が 「税収不足や高失業率の問題は 『宣誓式』を行 えば解決するような

ものではない。」と述べてFDPを 暗に批判 し、ショイブレ院内総務が税制改革に関してFDPの 頭越

しにSPD側 との再交渉を行 って妥協点 を探 る可能性を示唆する等、苛立 ちを強めた12410当初、財政

緊縮 を優先するとしていたヴァイゲル蔵相 も増税を行 うという方向に傾 き、6月1日 の連立与党

党首 ・院内総務会議において、鉱油税あるいは売上税の引 き上げか、連帯付加税の引き下げ延期

を行 うことを要求するに至 った。これに対 して、ゲルハル トFDP党 首はこの会議に先だって、あ

らゆる増税に反対すると表明 し、連帯付加税引き下げに関 しては、すでに連立与党間の協定があ

ることを指摘 した。また、フリー トホーフFDP経 済政策担当議貝 も 「増税 を行 うことは現連立の

終わりを意味す る」 とす る威嚇的な発言 を行 った。 この 日、結局連立与党首脳は4時 間以上にわ

たって協議 を行ったに も拘わらず、何 らの具体的決定 を下すことがで きなかった!25にうして、

CDU/CSU側 が増税あるいは連帯付加税引き下げ延期 を要求 し、FDP側 がそれ を頑 なに拒否して

連立与党が行 き詰まり状態 とな り、連立の崩壊が取 りざたされるという深刻な事態が再 び発生し

た。この間、ヴァイゲル蔵相は100万 マル クを超 える予算支出の執行停止 を命 じ、20億マルクの支

出削減を試み る等、財政状況はますます逼迫の度を加 えていった12610

こうして、連立与党内の対立は深刻化の度合いを強め、FDP側 では、ゲルハル ト党首等の抑制

的態度に も拘わらず、ブ リュデー レ副党首、ラムス ドルフ元党首等の党幹部が、CDU/CSUが 増税

に固執するならば連立 を離脱 しなければならないと発言す るまでに至った1?7)0しか し、FDP側 がこ

のように表面上強硬な態度をとった背景には、連邦議会選挙が近づけば近づ くほど、支持率の上

昇 しつつあるSPDが 選挙で第一党になれ.るという期待 を捨ててCDU/CSUと の大連立に走る可能

性は低下 し、CDU/CSU側 もSPD首 班の大連立政権に参加することを嫌うゆえに、大連立 という選

択肢は連邦議会選挙が近づ くにつれて事実上塞がれていき、CDU/CSUは 譲歩するであろうとい

う計算があった。また、CDU/CSU側 も、州議会選挙での議席維持 さえ困難 となってい るFDPが

現実にはコール政権の継続を望むCDU/CSU支 持者によって支えられていることか ら、野党化と

いう 「ハラキ リ路線」 をとるほど理性 を失ってはおらず、最終的には譲歩す るであろうと見てい

た(28)0

このように、連立与党間の対立は激化 したものの、実際には連立を安易に解体できる情勢には

なかったため、財政問題が連立の危機に発展 しかねないとい うこの不安定な行 き詰まり状況を打

開すべ く、やがて、FDPは いっそ うの財政緊縮措置 と民営化措置推進による歳入増を図 ることを

強調 しつつ も、次第に、議会で 「全経済的均衡の阻害状態」を確認し、基本法第115条 の制限を上

回る国債発行によって事態を打開すべ きであるとの譲歩姿勢を見せ始めた。これに対 して、CDU/

CSU側 は、急激な財政緊縮は投資的支 出を縮小 させ、基本法第115条 を遵守す る形での国債増発の

余地をます ます狭めて しまう点を指摘 し、全経済的均衡の阻害状態を確認す ることは政府の失策

を認めることに等 しい との反論 を行ったが、CDU/CSU内 でも、州の政治家たちは間接税の増税に

消極的であ り、特に、州の中心的産業 として自動車産業 を抱えるバイエルン州は、鉱油税引き上

1
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げに対 して強い反対 を示 していた(2910

このような事情から、やがて、連立与党内部では、FDPの 提案にそって基本法第115条 の例外条

項を適用 して一定の国債増発を行 う代わ りに、1998年 に実施される税制改革の前半段階における

実質減税規模 を圧縮するという方向で調整が試みられるに至った。それによって事態はようや く

打開の方向に進み、7月 はじめには1997年 度補正予算案及び1998年 度予算案が提示された。 これ

にょり、1997年 度に関 しては、税収不足に対 しては約100億 マルクに上 るテレコム株売却 と20億マ

ルク規模の支出緊縮が行われる一方、失業対策関係の支出増か ら結果的に187億 マルク規模の補正

予算が編成 されることになり、その大部分は国債増発によってまかなわれることになった。これ

にょって、1997年 度の連邦の国債発行総額は712億 マルクとなり、投資的支出を121億 マルク上回

ることになr?、基本法第115条 の例外規定を適用する必要が生 じた。他方、社会扶助支出削減によ

る市町村の赤字減少、保険料引き上げによる年金財政の改善、自己負担分引 き上げによる医療保

険財政の改善等の効果 もあって、連邦 ・州 ・市町村を合わせ た公債発行総額は1100億 マルクとな

り、財政赤字比率は3.0%と マース トリヒ ト条約基準 をか ろうじて達成できる見通 しとなった。ま

た、1998年 度に関 しては、テレコム株 とポス ト・バンクの売却を中心 とした民営化の推進、国防

省、経済省関係予算等の緊縮、連邦鉄道資産の債務消却繰 り延べ等による抑制が図 られ、国債発

行額は578億 マルクとなって、投資的支出(582億 マルク)をかろうじて下回る規模に抑えられた(3UlO

しか し、9月 に入って1997年 度補正予算及び1998年 度予算の議会審議が本格化すると、11月 に

行われる税収見積の改定で、再び97年 度に関 して100億 マルク程度の税収減少(う ち連邦分は約50

億マルク)が 発生す る可能性があるとの予測がされるようになり、11月 以降、97年 度に関して第

二次補正予算を組 まねばならな くなる事態が予想されるようになった。このため、連立与党側 は

1997年度補正予算の議会での議決を税収見積 の改定以降 まで遅らせ、そのような事態を避ける方

針をとらざるを得な くなった。 また、98年 度予算に関 しても、税収不足から国債発行額が投資的

支出を再び超過す るという懸念が発生 した(3110この ような財政状況のいっそうの悪化 を受けて、10

月末には、大蔵省は再び97年 度予算の執行停止措置を行い、6月 段階では100万 マルクを超える支

出に適用 していた執行停止を全支出へ と拡大 し、新 たに10億 マル クの支出削減 を行 う方針 をとっ

た鯉

この懸念 を裏付ける形で、ll月に発表された税収見積の改定では、1997年 に関 して173億 マルク

(うち連邦分67億 マルク)、1998年 に関 して224億 マルク(同95億 マルク)の 新たな税収不足が発

生することが明 らか となった(33)0この結果に関 しては、ある程度予測 されていた ものの、これに

よって1997年 度補正予算及び1998年 度予算は再び見直 しを迫られることになった。政府は1998年

度予算に関 して も基本法第115条 の例外 としての 「全経済的均衡の阻害状態」を確認 しなければな

らないという事態 を回避するため、当初1997年 度の税収不足を補愼するための財源 と考えられて

いたテレコム株売却の大部分を1998年 に行 うこととし、1997年分の売却を当初予定の100億 マル ク

から20億マルクへ と大幅に圧縮 した。このため、1997年 に関 しては、67億 マルクの新たな税収不



10s 福 井 大 学教 育 地 域科 学 部 紀 要 【II(杜 会 科 一罰,56,2000

足分 と合わせてユ50億マルク近い赤字を新たに補填 しなければならないこととなり、旧東独継承債

務基金への繰入削減額の60億 マル クへの拡大、労働市場対策費の40億 マル ク削減等を中心 とした

新たな予算緊縮が行われることになった。 また、1998年 度に関 しては、95億 マルクの新たな税収

不足、労働市場対策支出の膨張等か ら、合計140億 マル クの赤字を新たに補tし なければならなく

な り、テレコム株売却の繰 り延べ分80億 マル クの他、テレコム以外の連邦資産の売却、連邦鉄道

資産への補助金圧縮、人件費の削減等が行われることになった。このようなぎりぎりの対策にょっ

て、ようや く11月28日 には、1997年 度補正予算及び1998年 度予算は連邦議会で可決された(3J)0

i

(3)税 制改革法案の廃案化 と連帯付加税の引き下げ

以上のように、連立与党は予算運営 をめ ぐる危機をか ろうじて乗 り切ったものの、この間に、

前述 したように連邦参議院の賛成を必要 とする税制改革法案 は暗唱に乗 り上 げ、廃案は必至 と

なってお り、この側面か らも連立与党は危機的な状況に陥った。特に、連立与党内では、税制改

革法案が不成立に終わった場合、その一部 として組み込 まれている連帯付加税引き下げのための

財源をどのようにして確保するかをめ ぐって対立が再燃 した。この問題に関して、連帯付加税を

減税路線の象徴 と見 なすFDP側 は、税制改革法案が廃案 となった場合 でも、連邦参議院の賛成を

必要 としない連帯付加税の引き下げ部分のみを単独法案 として再提出 し、成立させ るべ きである

と主張 した。 しかし、連帯付加税の引き下げに対 しては、前述 したように財政難を理由に野党だ

けではな くCDU/CSU側 からも繰 り返 し反対が表明されてきただけではな く、この税金が元々旧

東独地域支援のために導入されたものであることか ら、ビーデンコプフ・ザ クセン州首相、フォー

ゲル ・チュー リンゲン州首相、ザイテ ・メックレンブルク ・フォアポンメルン州首相等CDU所 属

の州首相 もその引き下げに強 く反対 していた。従 って、同税の引き下げを単独法案化 した場合、

連邦参議院で過半数はおろか3分 の2以 上の反対に会い、結果的に連邦議会 でも可決できないと

いう懸念があったため、税制改革法案の一部 として取 り込 まれたとい う経緯があった(3a)0また、そ

の財源は、前述 したように、税制改革による増収等によって調達 される建前になっていた。 これ

らのことから、両院協議会の連立与党側代表であるブレンス連邦議会議員 をはじめ、CDU/CSU内

か らはFDPの 主張に対す る反対が強ま1)、FDPに 対 して、税制改革法案が廃案 となった場合の連

帯付加税引き下げのための財源 を明示すべ きであるという批判が出された。コール首相及びヴァ

イゲル蔵相も、まず税制改革法案についての両院協議会での審議の結果 を見守るべ きであり、仮

定の上に立った議論は無意味であるとして沈静化に努めつつ、税制改革法案が廃案になった場合

に連帯付加税の引き下げのためだけの財源を1998年 度予算案の中で調達することは不可能である

ことを示唆 した。 しか し、FDP側 は、連帯付加税は税制改革法案が廃案 となった場合に残 された

唯一の減税手段であるとして、強硬な態度 を崩 さなか った(36)0

9月 以降も同様の状態は解消されず、シュ トイバー一・バ イエルン州首相や 旧東独地域のCDU所

属の州首相は、税制改革法案が廃案 となった場合、FDPに よって財源が明らかにされない限 り・
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連帯付加税の引き下げには賛成 しない と繰 り返 し強調した。これに対 して・連立与党首脳は9月

16日に開催 した党首 ・院内総務会議において、連立与党間の協定にそって1998年 から連帯付加税

の税率 を ゜2tイン ト引 き下げるという方針 を確認 し、州首相による発言を連立与党の結束 を乱す

ものと批判 したが、他方で、ショイブレ等は財源についての明確化が必要であるとの留保 を繰 り

返した(37)0

税制改革法案 に関する第1回 目の両院協議会手続が夏に失敗に終わった後、このような状況の中

でg月18日 か らは第2回 目の両院協議会手続が開始 されたが(38)連立与党内では、ショイブレ院内

総務はSPDと の妥協路線をとり、①税制改革 を1998年 実施分 と1999年 以降実施分 との二段階に分

ける、②1998年 については、実質減税額 を最高でも10億マルク程度 とし、租税特別措置等の廃止

を財源として、法人税 と所得税の課税率引 き下げを実施する、③300億 マル クの大規模実質減税 を

含む第二段階については、連邦議会選挙後に決定 を下す、④連帯付加税については1998年 から税

率を2ポ イン ト引き下げる、 とす る妥協案 を提示 し、さしあたって実質減税をほとん ど放棄する

ことを示唆 して、SPDに かな り歩み寄 った姿勢を示 した(39)0

しかし、この妥協案に対 しては、連立与党 内か らも異論が出された。ヴァイゲル蔵相は、この

案で妥協した場合、1999年 以後に実質減税について合意できなかった場合には、租税特別措置廃

止の効果等か ら実際には80～100億 マルク程度の増税になって しまうとして、第二段階についても

現時点で確定 してお くよう強 く要求 し、FDPも ヴァイゲルの立場を支持 した。他方、ショイブレ

は同時に交渉対象 となっていた賃金付随 コス ト引き下げ問題に関 しても妥協路線 をとり、年金保

険料率引き下げのために売上税率1ポ イン トの引き上げに加 え、鉱油税 をSPDの 提案を大幅に上

回る1リ ッ トルあた り15ペニヒまで引き上げることを許容する発言を行った。 しか し、この提案

は連立与党内で合意を得たものではなかったため、CSUとFDPは 一斉に反発 し、特に鉱油税 を引

き上げることに強い反対 を表明 した1070

ショイブレがなぜ このような行動 をとって連立与党内に混乱 を招 いたかについては、様々な憶

測がなされたが(41)いずれにせ よ、ショイブレが実質的に連立与党の計画の放棄 とな りかねない提

案を行ってまでSPDと の妥協 を図ったことは、彼が大連立的方向を目指 しているのではないかと

いう疑いを連立与党内に生 じさせ るものであった。

これに対 して、SPD側 でもフォシェラウ ・ハ ンブルク市長や シャルピング院内総務 は連立与党

内の亀裂 を利用すべ く、賃金付随 コス ト削減問題等に関 して歩み寄 りの姿勢を見せたが、ラフォ

ンテーヌ党首等党主流派は、連立与党側が税制改革案の修正に関 して綿密に計算 された案 を提示

しておらず、賃金付随 コス ト引き下げのための間接税増税 も連立与党全体の合意ではないとし、

連立与党は行動能力を喪失 しており協議相手 とな り得ない との態度 をとった。こうして、結局第

2回 目の両院協議会手続において も、与野党の妥協は成立せず、9月25日 には最終的に交渉は決

裂した。 これによって、税制改革法案は野党側が多数 を占め る連邦参議院での賛成が得 られない

ことが確定し、事実上の廃案が決定 した鯉

1
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この結果に対 して、連立与党側 はSPDが 連邦参議院における多数 を背景に改革の試みをブロッ

クす る党派的で権力政治的な行動 をとったと非難 し、連立与党の税制改革案は今や有権者に対す

る提案 となり、1998年 連邦議会選挙戦において重要な役割 を果たすことになるであろうと主張 し

た・ また、連立与党首脳は、連邦参議院の賛成を必要 としない年金改革法案及び連帯付加税の引

き下げに全力 をあげるとの姿勢 を見せた(43)0それに対 して、SPDは 、連立与党の分裂的行動のため

に賃金付随 コス ト引き下げは失敗に終わったとし、連立与党側が両院協議会において何 ら新たな

構想 を提示 しなかったことを非難した。ラフォンテーヌは、賃金の抑制や公課負担の軽減にょっ

て国際的競争力 を高めねばならない輸出産業は国民経済の20%し か 占めてお らず、む しろ消費者

の購買力拡大のみが企業収益の改善 をもたらす とし、大規模 な実質減税 よりも、賃金付随 コス ト

の引き下げや賃上げによる大衆の購買力強化 を図るべ きである とす る立場 を繰 り返 し主張 し

た(4d)0

税制改革法案の事実上の廃案が決定 した後、連立与党はFDPの 要求 を受け入れて連帯付加税の

引き下げを税制改革法案から切 り離して単独法案化す ることを決定 したが、その財源措置が再び

問題 となった。これまで、FDPは 減税政党 としての自己アピールの象徴 として、連立与党間め協

定の存在を根拠に連帯付加税の引 き下げを強硬に主張 し続け、それに対 して、旧東独地域諸州の

州首相等がFDPに 対 して引き下げのための明確な財源 を示す よう要求するという対立図式が繰

り返 されてきたが、CDU/CSU内 では、FDPが このように頑なな態度 をとり続けることによって

連立与党全体に損失 を与えていることに対す る不満は、今や抑 えきれな くなりつつあった。 コー

ルが9月30日 のCDU/CSU連 邦議会議員団会議において、連立与党は困難な状況にあ り、「他の

人々」がCDU/CSU議 員団に対 して圧力 をかけようとしていると発言 し、「私は諸君が連立 という

問題について考える時、 どのように感 じているかを正確に知 っている。」と述べたのに対 して、議

員団が異例の長い拍手で答 えたことは、それを象徴的に示すものであった(95}0しかし、「左翼政党 と

の対決」という 「陣営選挙」路線をとるコール首相 にとっては、FDPと の連立維持は不可避の選

択であ り、連邦議会選挙においてFDPに5%以 上の得票率 を確保 させ るためには、連帯付加税引

き下げを拒否することはできなかった。上記の演説で、コール首相が 「しか し、諸君が 『このよ

うな状態はもはや我慢 できない』 と述べるならば、その後に何がやって来るか を考えてみなけれ

ばならない。」と述べて、議貝団に平静 さを保つ よう呼びかけたことは、そうした観点か ら、FDP

への譲歩を求めたものであった(d6)0

このようなコールの要請 を受けて、連立与党首脳は連帯付加税引 き下げのための財源について

協議 を繰 り返 し、10月2日 にヴァイゲル蔵相が示 した財源案によって、財源確保の方法について

ようや く合意す ることに成功した。それによれば、必要な約70億 マル クの財源の うち、DDR継 承

債務消却基金への支払繰 り延べによって約50億 マルクを調達 し、連邦が州及び市町村に対 してす

でに行った土地売却によって発生 した債権 を銀行 に譲渡し、その収益約13億 マルクを先行取得す

ることになった。そして、残る財源は1998年 度予算の範囲内で処理 されることになった(a'rfO財政上
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のテクニックをぎりぎりまで駆使 したこの処理方法に対 して、シャルピングSPD院 内総務は、こ

れを連銀資産の評価替 に続 く 「ゴール ドフィンガー作戦第二弾」 と批判 し、債務消却の繰 り延べ

は未来に負担を押 しつけるものであ り、連帯付加税の引き下げは高所得者 の税負担 を再び軽減す

るであろうが、大衆の購買力強化にはつながらない と非難 したlas)0他方、この妥協案に対 して、CDU

所属の州首相は、FDPが 連帯付加税の引き下げに固執 したことは同党が旧東独地域においてほ と

んど無意味な存在であることを示す ものであるとの批判 をなお行ったが、財源が確保 されたこと

にょって、 もはや連邦参議院において反対するとの発言は行 わなかった。

こうして、ようや く連帯付加税引 き下げの財源に 目途がつき、10月9日 に連邦議会において連

帯付加税引き下げが決議されたことにより、連立与党内の緊張はとりあえず緩和された。

(4)年 金改革法案の成立と売上税の引 き上げ

以上のように、FDPが 強 く主張 していた連帯付加税の引き下げは実現できる見通 しとなったも

のの、それは構造的な改革が成功 したことによるものではなく、税制改革法案の核心部分は野党

側が多数を占める連邦参議院の反対によって挫折を余儀な くされた。これに対 して、並行 して議

会審議が行われていた年金改革法案に関 しては、連邦参議院の賛成は必要 とされなか ったため、

法案の成立 自体が税制改革法案のように阻止 されるという状況にはなかった。 しか し、この間に

も年金をめ ぐる状況はさらに厳しい ものになっていった。1997年7月 末にはブ リューム労相が97

年年金保険報告を提 出したが、その中では、労働市場の状況の悪化等か ら、前年度報告における

よりもさらに財政状況が悪化するものと予測され、98年 の保険料率は20.6%(96年 時点での予測

では19.7%)に 上昇する可能性があ り、政府の年金改革案を実施 したとしても、99年 一一2001年の

保険料率は、最悪の場合、それぞれ19.5%、19.8%、19.9%(年 金改革法案の想定では19.3%、

19.7%、19.7%)に なると予測された(d9)0

97年 の保険料率 もすでに20.3%と なっていたことか ら、労働社会省のこのような報告 と賃金付

随コス ト上昇回避に対する経済界か らの強い要請を受けて、連立与党"n団 は8月 は じめに、年

金保険料率 を抑制す るために売上税 を1ポ イン ト引 き上げると共に、年金改革を1年 前倒 しして

1998年か ら実施す ることを要求する決議案を連邦議会に提 出した(50°)しか し、改革を1年 早めて実

施 した場合、保険料率の抑制にはなるものの、1998年 に予想されていた旧西独地域での年金支給

額引き上げが行われないことになるため、年金改革が連邦A会 選挙の年に年金支給額の据え置き

という形で始まることによって国民か ら不評 を買 うことを恐れたCSUや ブ リューム等の社会政

策重視派は、連邦補助金の増額部分のみを1998年 か ら実施 し、新たな年金計算式の導入等、緊縮

部分は連邦議会選挙後の1999年 か ら実施すべ きであると主張 し始めた。しか し、FDPやCDU内 の

経済改革推進派は、緊縮部分 を先送 りにす るこの方法 を疑問視 し、さらに、連邦補助金の前倒 し

増額を実施 して も保険料率は20%弱 にしか低下 しないことか ち、保険料率 を1ポ イン ト引き下げ

るための売上税増税 という提案に対す る国民の理解が得 られな くなるとして、少な くとも補助金
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増額 と年金財政緊縮措置を同時に実施すべきであるとの立場 をとった(50】}これに対 して、SPDは 年

金支給額の引き上げを不可能にするような年金改革を1998年 か ら実施するのであれば、その財源

としての売上税税率の1ポ イン ト引き上げには賛成 しない との態度をとり、 さらに、98年 の保険

料率は与党の主張するよりも上昇 し、21%に なるおそれがあると警告 した(s21a

こうして、売上税増税についての 目途が立たず、年金改革に伴 う被保険者の負担緩和部分 と緊

縮部分 を段階的に実施す るか、同時に実施するかについての連立与党内の意見 もまとまらなかっ

たため、年金改革に関する連立与党の態度は動揺 した。9月4日 には、いったんCDU/CSU合 同戦

略会議において、年金改革を当初予定通 り1999年 からの実施 とす ることで合意が成立 し、ブリュー

ム労相 もそれを認め る発言をしたが、9月8日 には、経済界からの強い要請を受けたCDU/CSU連

邦議会議貝団は、ショイブレ院内総務のイニシアティヴの下に、年金改革をできる限 り1998年 か

ら実施すべ きであるとする決議を再度採択した(53)0これに対 して、シュ トイバー ・バ イエルン州首

相はこれに強い反発 を示 し、連立与党側 は年金改革に伴 う年金支給水準の低下が年金支給額の削

減を意味するものではないことを訴 えているが、年金改革の最初の年に支給額引き上げが凍結さ

れれば、まさに与党が避けようとしているような印象が生み出されて しまうと指摘 し、連邦議会

選挙の年にSPDに 対 して攻撃の糸口を与えるようなことをすべ きではないと主張した(5d)0

このように年金財政をめ ぐる状況が悪化す る中で、税制改革法案をめ ぐる与野党の交渉が失敗

に終わったことによって、賃金付随コス ト引き下げについての協議 も決裂 した結果、年金改革法

案の実施に事実上必要な財源の確保についても、ます ます見通 しの立たない状態 となったが、連

立与党は障害者年金 に関す る緊縮措置を緩和する等若干の手直しをしたものの、結局年金改革法

案 を予定通 り議会で採決す る方針 をとり、10月10日 には連邦議会における第三読会 と採決が行わ

れた。しか し、年金改革法案 自体には含 まれていなかったものの、連邦補助金増額のための財源

としての間接税の増税なしでは、改革が開始され る1999年 時点での保険料率引き下げ効果はゼロ

となってしまうため、連立与党側は売上税税率1ポ イン ト引き上 げのための法案 を別 に提 出し

た(550〕これに対 して、SPD側 は、人口学的変化が年金保険に大 きな影響 を及ぼ し始めるのは2015年

以降であり、現時点での連立与党側の年金改革案は事実上の給付切 り下げ案であって、特に障害

者年金に関 しては社会扶助を下回るレベルに削減 しようとしているとして、政府法案に強 く反対

し、1998年 連邦議会選挙でSPD側 が勝利 した場合には、現政府の年金改革法案 を白紙撤回すると

宣言した。また、SPD側 は、政府法案 を実施す るための売上税引き上げにも反対することを改め

て表明 した(56)0

年金改革法案 自体は連立与党の賛成多数により連邦議会で可決 され、この法案は連邦参議院の

賛成を必要 としない法案であったため、成立す る運びとなった。他方、売上税引き上げ法案 も10

月31日 には連邦議会で可決 されたが、この法案 を成立させ るためには野党側が多数を占める連邦

参議院の賛成が必要であったため、このままでは年金改革のための財源が不足する事態となった・

下
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げの必要性を主張 しながら、他方で政府年金改革法案において提案された被保険者の負担緩和の

ための連邦補助金増額 を拒否したと非難 した。それに対 して、SPD側 は、政府法案による年金支

給水準の引 き下げや障害者年金の削減 といった不公正 な措置を受け入れることはできず、従 って、

その財源措置に賛成す ることもできないと反論 した(57)0

この財源問題 をめ ぐる紛糾に加えて、年金財政の悪化 もいっそう進み、10月 末には専門家の間

から、SPDの 警告通 り、1998年 の年金保険料率が21%近 くに上昇す るという予測が出 され始め

た。これに対しては、経営者連盟(BDA)や 労働同盟(DGB)等 の労使団体 も、賃金付随 コス トをさ

らに押 し上げて雇用に打撃を与えるものであり、絶対に容認できないとして、与野党に対 して、

党派的行動 を止めて対策をとるよう強 く要求 した(ss)0

このような状況の悪化 を受けて、連立与党は売上税引き上げに賛成 しないSPDを 非難する一方

で、内部で も意見の食い違いを再び見せ始めた。FDPは 、労働社会省の年金保険料率に関する予

測がわずか半年前 と大 きくずれてしまったことを指摘 し、徹底的な分析を要求するという形でブ

リューム労相 を事実上批判す ると同時に、年金改革の実施時期を早めて1998年 か ら実施するよう

再び主張 し始めた。さらに、FDP内 か らは、現状の賦課方式か ら資本積立方式への移行等、年金

制度のより根本的な改革の必要性 を強調す る声が大 きくなった(59)0ゴール首相 も、年金保険料は合

理的ルールに従 って改定されねばならず、98年 の保険料率が21%に なることは容認できないと発

言して、ブ リュームを間接的に批判 した。フリー ドリッヒ ・メルツ議貝等の財政政策担当議員や、

エッシャーCDU青 年部部長等も、ブリュームが年金財政悪化に対 して何 ら効果的な対応をしてい

ない と強 く批判するに至った(60°)

これに対 して、ブ リューム等CDU/CSU内 の社会政策重視派は、経営者が保険料率上昇を非難す

るだけで雇用創出に関する約束を守っていないと反論 し、年金保険料推移の予測の際にはFDP代

表 もこれに加わっていたことを指摘 した。さらに、ブ リューム等は、保険料収入が失業者数の増

加以上の比率 で減少 しつっあることを指摘 し、その原因が保険加入義務のない低賃金労働契約の

増加にあるとして、いわゆる 「610マル ク労働」に も保険加入義務 を課すべ きであると主張 した望1)

「610マルク労働」に年金保険加入義務 を課す ことに対 しては、ショイブレ、CDA幹 部 フォー クト

議貝、シュタム・バ イエルン州社会相等、CDU/CSUの 多 くの政治家がこれを支持 したが、「610マ

ルク労働」は接客業 をは じめ としたサー ビス産業に とって安価な労働力を確保するための重要な

手段であったため、FDPは これに強硬に反対した。他方、年金改革の前倒 し実施 というFDPの 提

案に対 しては、ブ リュームや シュ トイバー等は、改革に伴 う緊縮措置の影響から、連邦議会選挙

を前に して年金支給額 の引き上 げがゼ ロになって しまうとい う点 を繰 り返 し指摘 して反対 し

た(62)O

SPD側 は、このような連立与党内での意見の食い違いを突いて、1998年 か ら保険外支出を連邦

予算に移転 し、その財源 として売上税 と鉱油税 を引き上げることによって社会保険料率 を引 き下

げるとい う提案 を繰 り返 し、鉱油税の増税に関 しては、ショイブレも賛成 していることを改めて
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指摘 した。さらに、SPD側 は、「610マル ク労働」に対する保険加入義務の導入によって保険料収

入の増加 を図 ることも支持 し、これらの問題に関 して直ちに交渉を行 う用意のあることを表明 し

て、与党側に揺 さぶ りをかけた863」前述 したように、SPDは 政府の年金改革法案実施の一環 として

の売上税引き上げには反対 していたが、賃金付随 コス ト引き下げのための間接税増税自体には反

対 しておらず、この点を突破口として、連立与党の内部分裂 を拡大 させ、さらに、連邦議会選挙

前に政府を間接税増税 とい う国民の反発 を買う措置 を行わざるを得ないような状況に追い込 もう

とした。 こうして、例えば、シュレーダー ・ニーダーザクセン州首相は98年4月 からの売上税引

き上げを支持す ることを示唆 し、その際、必ず しも連立与党内で反発の強い鉱油税引 き上げには

固執 しない態度 を見せ た16UO

このように、結果的に売上税引き上げに対する与野党の立場は実際上はかなりの接近を見せた

ものの、連立与党内では、前述 したように、異なる理 由からであるにせ よ、CSUとFDPが 年金改

革の緊縮部分 と連邦補助金増額の同時実施 を強 く主張 してお り、CDU総 務会でも、同様の意見が

多数 を占め、結果的には同時実施の方針がいったんは確認された。それに対 して、SPD側 は1998

年か らの間接税引き上げには賛成する用意があるものの、政府年金改革案の緊縮部分 は受け入れ

られない との態度 を変えず、連立与党側が同時実施に固執 していることを理由に、売上税の引き

上げには賛成できないとする態度に回帰 した(65)0

しか し、この間に連邦参議院が11月7日 に年金改革法案の否決 と両院協議会の召集を決議 し、

両院協議会に向けて与野党間の駆け引 きが始まり、年金保険料率の予想以上の上昇という事実を

前に社会政策重視派議貝か らの圧力が強 まると、CDUとSPDは 、互いに相手が賃金付随 コス ト引

き下げをブロックしていると非難 し合いつつ も、年金改革の実施 を連邦議会選挙後の1999年 とし

たまま、売上税引 き上げのみ を98年4月 か ら前倒 し実施す るとい う方向で妥協 を図 り始めた。

CSUも 州議会選挙及び連邦議会選挙への配慮か ら、年金改革の緊縮部分のみが前倒 し実施される

ことには反対 していたが、年金保険料率抑制のための売上税引き上げの前倒 し実施には必ず しも

反対 していなか ったため、態度 を曖昧にしつつ も、緊縮部分 を先送 りするというこの妥協に次第

に同調 し始めた(661a

これによってFDPは 次第に孤立化 し、売上税引き上げの前倒 し実施に反対すれば 「賃金付随コ

ス ト引き下げ をブロックしている」 という非難を受け、その前倒 し実施に賛成すれば減税政党 と

いう立場か ら 「変節」したと非難 されるという危険な板挟み状態に陥った。この結果、FDPは 最

終的には大政党に譲歩 して売上税引き上げの前倒 し実施を甘受するとい う大 きな譲歩を行って、

孤立化 を回避す るという道を選択 した。CDUとSPDが 同時に税制改革案や「610マルク労働」への

保険力n入義務導入について もFDP抜 きで妥協する可能性 を示唆 したことか らも、FDPは 最悪の結

果を回避するため、年金改革で譲歩する方針をとった167)0

このような売上税引 き上げの前倒 し実施に対しては、FDPだ けではな く、メルツ連邦議会財政

委貝長(CDU)や ラウエンCDU/CSU中 小企業連盟会長 もCDU/CSUとSPD内 の社会政策重視派

声
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の結託によるものとの批判 を行 って強い不満 を表明 したが、12月10日 に開催 された両院協議会で

はlg98年4月 からの売上税引き上げが決議され、翌 日開催 された連邦議会でもこの案が了承 され

た。この妥協結果に対 して、FDPは 、年金の構造改革は売上税引き上げから数か月後(の1999年

1月)に は実施 されるとして、妥協を容認 したことを正当化 し、また 「610マル ク労働」への保険

加入義務の導入 を阻止 したことを強調 した。他方、SPDは 年金の構造改革に反対 しつつ、政府に

対して連邦補助金の増額 を受け入れさせ、この増額分を移住外国人に対す る年金等、特定の保険

外給付の財源 として確定させ ることにも成功 したuseO)

こうして、売上税引 き上げは実現 したが、それは当初予定されていたような政府年金改革案の

一環 としての保険料率1ポ イン ト引き下げのための財源 というよりは、む しろ実際には、予想を

越えた保険料率の上昇を抑制 し、現状以上の悪化を防 ぐための緊急措置的なものであった。この

ため、DGBは この売上税引き上げとその保険外給付への投入 を、年金財政に対する租税財源投入

の拡大 というDGB側 の長年の要求にそうものであると評価 したが、経済界の大部分 はこの引き上

げに反対 を表明した。シュティール ・ドイツ商工会議所会頭はこの結果を 「ブ リューム的年金政

策の破産宣告」 と断言 し、売上税引き上げは景気 と雇用に悪影響を及ぼすであろうと批判 した。

また、ヘ ンケルBDI会 長は、与野党の妥協は負担 を一方か ら他方へ と転嫁 しただけの ものであると

非難 した(6910

1

4

(1)1996年 の税 収 見積 改定 の結 果 に つ い ては 、本 稿 第5章 註(1)及 び(7)参 照 。税 収 の 推移 につ いて は、Finanzbe-

rich亡1998,S-103,115.

(2)FAZvom1$.Mai199G.

(3)Ebd.;Jahresgutachten1996/97,S.21f.;Jahresgutachten1997/98,S.1;Jahreswirtschaftsbericht1997der

Bundesregierung,Bundesrat,Drucl<sache70/79,5.101.

(4)FAZvomI6-Januar1997.

(5}Vg1.BundesministeriumderFinanzen,ReferatPresse,F.59(D.18},Ergebnisseder107.SitzungdesArbeits-

kreises"Steuerschatzungen"vom13.-15.Mai1997.

1997年5月 の税 収 見積 改定 の 結 果 は 以下 の 通 り とな っ た0

税 収 減 少総 額 連 邦分 州分 市町 村 ・EU分

1997年180916920(億 マ ル ク)

1998年31614612940

ドイ ツ連 銀 は、税 収 の伸 びが 経 済成 長 率 に連 動 して いな い こ とか ら、この よ うな税 収 の 伸 び悩 み の 原 因 は必

ず し も景 気後 退 に よ る もの では な く、旧東 独 地 域 に対 す る投 資優 遇 策 の よ うな税 制上 の 優 遇 策 の増 加 とそ の濫

用に よ って 引 き起 こ され て い る もの で あ る と指摘 した。事 実 、税 収 全 体 に 占め る所得 税 、法 人 税等 直 接税 の比

率 は1992年 に は48.5%で あ った が 、1996年 に は46%へ と低 下 し、この期 間の 直 接 税 の伸 びは 税 収全 体 の伸 び率

の約 半 分 に 留 ま っ てい た、こ こか ら、連 銀 は 政 府 が計 画 して い る よ うな 方 向 での 抜本 的 な税 制 改革 の 必 要性 を

強調 した。FAZvom14.August工997;FAZvom12.September1997.

(6)FAZvoml4.und16.Mai1997.

(7)政 府 が ドイ ツ連 銀 の保 有 す る金 ・外 貨準 備 の 評 価替 を主 張 した背 景 に は、1999年 に 欧州 中央 銀行 が 創 設 され

II
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るま でに は連 銀 法 をマ ー ス トリヒ ト条 約 に適 合 させ ね ば な らず 、欧州 中央 銀行 の損 益 勘定 に沿 って 連銀 の 金 ・

外 貨 準 備 を評 価 し直 す こ とが 必要 であ り、 この こ と自体 は決 して不 当 では ない とい う事 情 が あ った。 政 府 は 、

こ の よ うな評価 替 が行 わ れ れば 、 現 時 点 で非 常 に 低 く評 価 され て い る ドイ ツの金 ・外 貨 準備 が よ り高 く評 価 さ

れ る と予 想 され る こ とに つ い て政 府 と連銀 の間 に 見解 の相 違 は な い こ と を指 摘 した上 で 、問題 は その 評価 替 を

いつ 行 うか で あ る と し、欧州 中央$7が 発 足す る1999年 か ら では な く、1997年 か らそれ を実 施 す べ きで あ る と

主張 した。政 府 に よれ ば、こ の よ うな措 置 を行 って も、ドイ ツは 他 のEU諸 国 に お いて す で に通 常 の こ と とな っ

て い る状 態 に追 いつ くだ け で あ り、む しろ連 銀 が 評 価替 に よ って 生 じる流 動 性 の効 果 を時 間 をか け て再 び均 衡

させ る こ とが可 能 に な り、 イン フ レが 発生 す る とい う危険 は なか っ た。

この時 点 で ドイ ツ連 銀 の保 有 す る金 は約9500万 オ ン ス で あ り、1オ ン ス144マ ル ク と評価 され てい た が、 市

場 価格 は580マ ル クで あ った。 ま た、連 銀 は約720億 マ ル クの ドル を保 有 してお り、1ド ルは1.36マ ル ク と評 価

され て い たが 、実 勢 レー トは1.70マ ル クで あ った 。その 結 果、連 銀 の帳 簿 上 の 評価 額 と市 場価 格 での 評価 額 の

間 に は約600億 マ ル クの差 が あ っ た。 評価 替 が行 われ れ ば、 そ こか ら生 じる国 庫へ の納 付 金 に よ って 政 府が 使

用 可能 とな る財 源 は約200億 マ ル ク と予 想 さ れ た。 大蔵 省 は、 この財 源 を 旧東 独継 承 債務 償 却 基 金 の償 還 に あ

て、それ に よっ て毎 年 の償 還 額 を計 算上 低 下 させ 、新 規 債 務 の余 地 を生 み 出す こ とに よって 、収 敏 基 準 を達 成

しよ う と した 。DerSpiege1,,Nr.23,1997,S.29ff,;FAZvom16.und30.Mai1997;Presse-undInformationsamt

derBundesregierung,DerVertrag,op.cit.,S.17fiff.,besondersS.184,Art.108.な お、通 貨 統 合 をめ ぐる この前 後

EUの 状 況 につ い て は 、藤 原 豊 司 「動 き出 す 欧州 通 貨 ユ ー ロ」 東 洋 経 済新 報 社 、1998年 参 照 。

(8)FAZvom16.Mai1997.

{g)FAZvom30.Mai-2.Juni1997.

(10)ErklarungderBundesregierungzuFragenderFinanzpolitik.AbgegebenvomBundesministerder

FinanzenvordemDeutschenBundestag,in:Presse-undInformationsamtderSundesregierung,Bulletin,

Nr.45,Sonnden5.Juni1997,S.469ff.;FAZvom20Juni1997.実 際 に は 、 この 時 点 で 法改 正 な しに対 応 で きる

外 貨 準備 の評 価 替 だ け が合 意 され 、1995年 春 の 底値 を取 った1ド ル=1.36マ ル クか ら、平 均 取得 レー トの1ド

ル=1.5-1,6マ ル クに評 価 し直 す こ とに な った。 しか し、金 の 評価 替 は行 われ なか っ たた め、実 質上 は大蔵 省

側 の 敗 北 で あ った 。外 貨準 備 の 評 価 替 に よ って生 じる特 別 利益 は約100～150億 マ ル ク と予 想 され、連 銀 の1997

年 の 決 算 で利 益 を出 し、1998年 の 政府 の 行 政収 入 とされ る こ とに な った 。

(11}FAZvom2.Juni1997.

(12)FAZvom5.Juni1997.

{13)FAZvom7.und9.Juni1997.

(14)例 えば、1997年6月19日 に アム ステ ル ダム でEU理 事 会 が 開催 され た際 に 、コー ル 首相 は7ア ル トハ ウザ ー'

バ イエ ル ン州 首 相 府長 官 に対 して 、バ イエ ル ン州政 府 が ドイツ の収 敏 基 準達 成 を測 定 す る立 場 に は な い と詰め

嵜 り、 激 しい罵 倒 の 言葉 を浴 びせ た と報 道 され た。SZvom21Juni1997;DieWeltvom28.Juni1997.

{15)FAZvom25.und30.1uni1997.

(1fi)FAZvom26.Juni1997;FAZvom2.Juli1997.

(17)SZvom1.Juli1997;FAZvom2.Juli1997.

(18)FAZvom3.Juni1997.

(19)SZvom27.November1996.し か し、1997年 春 に は、 早 くも同年 の国 債 発行 額 が 予 定額 を明 確 に上 回 る もの

に な るで あ ろ う とい う こ とを政 府 自身が 認 め ざ る を得 な い状 況 とな って い た。FAZvom21.Apri11997.な お・

基 本 法115条 の制 限 に つ い て は、 本 稿 第5章 註(18)参 照 。

(20)FAZvam3.Januar1997.

(21)FAZvom2.Januar1997;FAZvom13.Februar1997.
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(22)MarinS.Lambeck,DasDrohpotentialbeiderSeitenistansgereitzt.StreituberdasHaushaltslochwird

scharfer,dochdieKoalitionsparteiensindaufeinanderangewiesen,izl:DieWeltvom21.Mai1997.

(23)Vg1.Beschlussdes48.ord.BundesparteitagsderF.D.P.,Wiesbaden,23-25.Mai1997,VVenigerSteuern,

wenigerStaat,mehrArbeitsplatze.

(24)FAZvom27.and28.Mai1997.

(25)FAZvom2Junj1997、

(26)FAZvom5.Juni1997.

(27)FAZvomgJunil997.FDP内 の若 手 政 治 家 の 間か ち も、増 税 問 題 をめ ぐっ て連 立 が崩 壊 し、FDPが 野党 と

な って も、そ れ は大 政 党 に 対す るFDPの 独 自性 を強 め るこ とに な り、次 回 連邦 議 会 選挙 で大 幅 な得 票 増加 を期

待 で き る との主 張 が な さ れ た。これ に 対 して、CDU/CSU側 は 、FDPが そ の頑 な さに よ っ て連 立与 党 全体 を袋

小 路 に 追 い込 んで い る と非 難 し、FDPが 野党 に 回 って 勢力 を拡 大 しよ うと した結 果 が ど うな っ たか 、近年 の州

議 会 選挙 を思 い出 して み るべ きで あ る と批 判 した。特 に 、ブ リュー ム 労相 は折 か ら開 か れ たCDA総 会 で の演 説

で、 杜会 政策 を担 当 して い る政 治 家が 苦 痛 に 満 ち た財 政 緊縮 を行 って きた の に対 してFDPは 自 らの 「顧 客 」で

あ る経 済 界 に奉 仕 して い るだ け だ と非 難 し、 「わ れ われ は 利益 団 体 活 動 家 の政 党 の 生 き残 りの 手伝 い を して い

るの で は な い。」 と述 べ て、 大 きな 喝采 を得 た。DieWeltvam26.Mai1997.

この よ うな状 況 に対 して、南 ドイ ツ新 聞 は 、現 在 の連 立 与党 の 危 機状 況 が増 税 問 題 をめ ぐって1966年 に崩 壊

したエ ア ハ ル ト政権 末 期 の状 況 に 酷似 して い る とす る論 説 を掲 載 し、 「エ アハ ル ト政権 は連 立 与党 の 一 つ が破

綻 を積 極 的 に 引 き起 こ した こ とか ら崩壊 した の で は な く、連 立与 党 が 実質 問題 にお い て和 解 で きず、連 立 が 内

部 的 に 消耗 した ため に 崩壊 した の で あ る。当時 問題 とな った の も、財政 赤 字 の 補愼 で あ っ た。当 時FDP議 員 団

は、最 近FDPが 党 大会 で行 った よ うな増 税 反 対決 議 を挙 げ た。1966年 当 時、妥 協 を行 お う と したFDP所 属 の 閣

僚 は 、決議 に よ って議 員 団 の 方針 に従 うこ とを強 制 され た。同 じ よ うな こ とは 、ゲ ルハ ル ト党 首及 び ゾル ム ス

院 内総務 が1998年 度予 算案 の 決定 を前 に して 突 然譲 歩 し、最 後 の 手 段 と して鉱 油 税 引 き上 げに 賛成 す れ は 、彼

等 に関 して も起 こ り得 るで あ ろ う。」 と指 摘 した。GunterBannas,EsIStfiinfvorzwolffiirdieBundes-

regierung.DieKriseaerBonnerKoalitionvon1997gieichtderKrisevon1966:DasBiindnisistverbrau-

cht,in:SZvom3.Juni1997.

(28)FAZvom7.Juni1997.周 知 の よ うに、 ドイツ で は小 選 挙 区比 例 代 表併 用 制 と呼 ば れ る選 挙 制度 が 採 用 され

てお り、 有権 者 は 小選 挙 区候 補者 に投 票 す る第 一 票 と、 政 党 に投 票 す る第 二票 とい う二 種 類 の 票 を行使 す る。

ただ し、日本 で'T7わ れ て い る小選 挙 区比 例 代 表 並 立制 とは 異 な っ て、各党 の議 席 数 は 第二 票 の 得票 率 を基 準 と

して 決 定 さ れ、そ の際 に は 、第二 票 で5%以 上 の 得 票率 を獲得 した政 党 に の み 議 席が 配分 され る。コー ル政 権

時 代 にFDPに 第 二 票 を投 じて きた有 権 者 の 中 に は、本 来 はCDU/CSU支 持 者 で あ るが 、FDPに 議席 獲 得 に 必要

な5%以 上 の得 票率 を確 保 させ 、 そ れ に よ って連 立与 党 全体 で の 過 半 数 議 席 を維 持 す る とい う 目的 で投 票 を

行 って い る、 いわ ゆ る 「貸 与 票」投 票 者 が 相 当数 い る と言 わ れ て き た。 こ の よ うな状 況 は選 挙 統 計か ら間接 的

に読 み と るこ とが で き、例 えば 、1998年 連 邦 議会 選 挙 では 、FDPに 第二 票 を投 じた有 権 者 の うち、第一 票 もFDP

の候 補 者 に投 票 した 人 は26%だ け で あ り、そ れ に対 して 連 立相 手 で あ るCDU/CSU候 補 者 に投 票 した人 は61%

で あ った 。 第一 票 をCDU/CSU候 補 者 に、 第 二 票 をFDP候 補 者 に 投 票 す る有 権 者 が すべ て 「貸 与票 」投 票 者 と

い うわ け で は な く、FDP支 持 者 で あ って も、第 一 票 を死 票 に しな い ため 、当選 確率 の 高 いCDU/CSU候 補 者 に

投 票 す る有 権 者 もい る と考 え られ る。 しか し、1960年 代初 頭 まで は 、今 日 と同 じ くFDP候 補 者 の小 選・挙 区 で の

当選 確率 が非 常 に低 か っ たに も拘 わ らず 、FDPの 第一 票 と第二 票 の得 票率 の間 に は ほ とん ど乖 離 が な く、FDP

を強 く支持 す る有権 者 が10%程 度 い た と推 定 され る の対 して 、1980年 代 以 降、この 乖離 は3～4ポ イ ン トに拡

大 して お り、 得 票率 も全 体 と して低 下 し、 第一 票 で は概 ね5%を 下 回 る得 票 率 とな っ て い る。 こ の こ とか ら、

FDPの 固定 的 支持 者 が 長 期 的 にか な り縮 小 して きた こ とは疑 い な く、 「貸 与 票 」はFDPの 議 席 維持 に 大 きな役
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割 を果 た して きた と言 え る。

KarlheinzNiclaul3,DasParteiensystemderBundesrepublikDeutschland,Paderborn/Munchen/Wien/

Zurich1995,S.40ff.;HansVorlander,DieFreieDemokratischePartei,in:AlfMintzel/HeinrichOberreuter

(Hg.),ParteieninderBundesrepublikDeutschland,Opladen1992,S.317ff.;KlausvonBeyine,Daspolitische

SystemderBundesrepublikDeutschland,9.,neubearbeiteteandalctualisierteAuflage,Opladen/Wies-

baden1999,5.工03.な お 、横 井 正 信 「自由民 主 党(FDP)の ヴ ィー7.バ ー デ ン綱 領 路 線 とそ の 限界 」姫 路法 学 、第

29・30合 併 号 、2000年 、222ペ ー ジ も参 照 。

(29)FAZvom7.Juni1997.

(30)Finanzbericht1998,5.84ff.;FAZvom10.-12.Juli1997;SZvom12Juli1997.通 貨統 合 の収 敷 基準 が なん とか

達 成 で き る見 通 し とな っ た背 景 に は、政 府 が連 銀 資産 の 評価 替 計 画 の他 に も様 々 な財 政 統 計 上 の 「テ クニ ッ ク」

を駆使 して財 政 赤字 基 準 を達 成 しよ うと した こ と も影響 して い た。例 えば、 政 府 はEU委 貝 会 の 了承 の 下 に、

公 立病 院 の 赤 字 を財 政 赤 字 か ら除外 す る こ とに よ って 見 か け上GDP比0.2%程 度 の赤 字 削 減 を実 現 した。この

措 置 自体 は 他 の諸 国の 慣 例 に倣 う もの で あ り、その 限 りに お いて は 不正 な操 作 とは 言 え なか った。1997年8月

時点 でのOECDに よ る同 年 の ドイ ツの 財 政赤 字 比 率 見 込 み はGDP比3.25%で あ った ため 、 こ の措 置 は収 敷 基

準達 成 に 大 きな役 割 を果 た した。 この よ うな 「テ クニ ッ ク」の行 使 は す で に他 の 諸 国 に よ って様 々 に行 わ れ て

お リ、 例 えば フ ラ ン スは1998年 に民 営 化 が 予定 され て い た フ ラ ン ス ・テ レコム の 年 金基 金 を繰 り上 げて 国 家財

政 に組 み 込 み、 それ に よ って1997年 度 の財 政 赤 字 比率 を見 か け上0.5%分 低 下 させ る措 置 を とっ た。 ま た、 イ

タ リアは1997年 度 の財 政 赤 字 を改善 す るた め に1回 限1)の 「欧州 税 」を徴 収 し、1999年 度 以 降 に所 得・控 除 等 の

形 で それ を国 民 に還 付 す る とい う措 置 を とっ た。 ドイツ 政 府 は、これ らの措 置 を収 敏 基 準 を見 か け上 達 成 す る

た め だけ の 「創 造 的 会 計 」と して厳 し く批判 して い たが 、 ドイ ツ 自身 が上 記 の よ うな措 置 を と ら ざる を得 な く

な っ た こ とは 、深 刻 な財 政状 況 を 国際 的 に暴 露 す る もの で あ る と共 に 、通 貨統 合 に対 す る信 頼 性 を損 な う こ と

に な った 。SZvom21.und23.August1997;藤 原前 掲 書 、85、181ペ ー ジ。

{31}FAZvon9.September199?.

(32)FAZvom31.Oktober1997.

(33)FAZvoml2.November1997,1997年ll月 の税 収 見積 改定 の結 果 は 以下 の通 り とな っ た。

税 収 減 少 総 額 連 邦 分 州 分 市 町 村 ・EU分

1997年173679115(億 マ ル ク)

1998年2249510326

(34)Ebd.;FAZvom29.November1997.継 承 債務 償 却 基 金 及 び 連 邦鉄 道 財 産 の償 却 率 引 き下 げに つ い て は、本章

註(47)参 照 。

(35)連 帯 付 加 税 は連 邦 の み の 歳 入 とな る税 金 で あ る ため 、連 帯 付加 税 の 引 き下 げ の み を単 独 法案 と して提 出 した

場 合 、 その 法 案 は 「連 邦 参 議 院 の 同意 を必 要 と しな い法 案 」 とな る。 しか し、 「連 邦 参 議院 の 同 意 を必 要 と し

な い法 案 」とは 、 厳密 には 、連 邦 参 議 院 が 異 議 を 申 し立 て た 場合 に、 連 邦 議会 が そ れ を 多数 決 で却 下 で き る法

案 とい う意 味 で あ る。 この 場合 、 基 本 法77条4項 に よれ ば 、 連 邦 参 議 院 の 異議 が過 半 数 で議 決 さ れ た 場合 に

は 、連 邦 議 会 全議 員 の過 半 数 の賛 成 に よ って そ の異 議 を却下 す る こ とが で きるが 、連 邦 参 議 院 の 異議 が3分 の

2以 上 の 多数 で議 決 され た場合 に は、連邦 議 会 が それ を却 下 す るた め に は、連邦 議 会 全 議 員 の過 半数 、投 票 し

た議 員 の3分 の2以 上 の 賛 成 が 必要 とな る。連 立与 党 が 連 邦 議会 で3分 の2の 多数 を確 保 す るこ とは不 可 能 で

あ っ た ため 、 連 邦参 議 院 で3分 の2以 上 の 反対 を受 け る よ うな法 案 は 、 「連 邦 参 議 院 の 同意 を必要 と しない 法

案 」で あ っ て も、実 際 に は連 邦 参 議 院 の反 対 を押 し切 っ て成 立 させ るこ とは 不 可能 で あ った。Schuster,op.cit.,

S.257;高 田前 掲 書 、245ぺ ～ ジ。

{36)FAZvomS.,lD.und16.Juli1997;
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{37)FAZvom12.,15and17.September1997.

(38)本 稿 第6章 註 く60)参 照 ・

(39)FAZvomll.und18.September1997.

(4p)FAZvom18.,19and22.September1997.

(41)ヴ ェル ト紙 は、シ ョイブ レ は連 立 与 党側 の構 想 の限 界 まで を放棄 す るよ うな ぎ りぎ りの譲 歩姿 勢 を見せ る こ

とに よって 、 世論 に対 して 連 立与 党 が 本 気 で改 革 を行 お う と して い る こ とを示 そ う と したの で あ る と分 析 し

た。ま た、FAZ紙 は 、連 立与 党 内 で は連 邦 議会 選 挙 戦 の 方針 をめ ぐって 二 っ の考 え方 が対 立 して い る と し、シ ョ

ィブ レが連 立 与党 自 ら阻 止 的行 動 を行 って い る とい う批 判 を世 論 か ら受 け る こ と を 回避 す るた め にSPDと 何

らか の形 で妥 協 を行 った 方 が よい と考 え て い るの に対 して、コー ル 首相 や ヴ ァイ ゲ ル蔵 相 等 は、当初 の 目的 を

堅 持 し、SPDと の合 意 が不 可 能 な場 合 には 、SPDと の相 違 を強 調 した対 決 的 な 「陣 営選 挙 」路線 を と るべ きで

あ る との立 場 を とっ てい る との見 方 を示 した。DieWeltvom19.September1997;FAZvom24.September

1997.

(42)FAZvom27.September1997.

{43)Ebd.

{44}FAZvoin29.September1997.

(45)FAZvoml.Oktober1997.

(46)EUd.

(47)継 承 債 務 償却 基金(Erblastentilgungsfonds}は 、連 邦 の 直 接 的管 轄 下 に あ る 「特 別 財 産 」の うち、最 大 の も

の で あ り、 ドイツ統 一 と関 連 した信 託 公社 、 公債 清 算 基金 、 旧東独 の住 宅 ・社 会 的施 設 建 設 に伴 う偵 務 約3250

億 マ ル クを償 却す る ため に 設 置 され た 基 金 で あ る。当初 計 画 で は、連 邦 は1995年 以 降 、毎 年名 日債務 総 額 のz

5%を 基 金 に繰 り入 れ る こ とに な って お り、 そ れ に よ って毎 年35億 マ ル クず つ の 債 務 償 却 が 行 わ れ る こ と に

な って い た。 しか し、実 際 に は利 子 率 の 低下 か ら、計 画 以上 の 償 却 が 可能 な状 態 とな り、1997年 の 償却 可 能 額

は当初 見込 み の50憶 マ ル クか ら120億 マ ル クへ と拡 大 し、1998年 に 関 して も90億 マ ル クの 償 却が 可 能 な状 況 と

な って い た。そ こか ら、ヴ ァイ ゲ ル蔵 相 は1997年 の 償 却 額 を60億 マ ル クに圧 縮 して財 政 赤 字 の補 填 に 当 て、1998

年 の償 却 額 を40億 マ ル クに圧 縮 して連 帯 伺加 税 引 き下 げ の財 源 とす る方 針 を と った。この 償却 額 削 減 は連 邦議

会 の議 決 が あ れ ば実 行 可 能 で あ り、ヴ ァイ ゲ ル は、この よ うに 償却 額 を圧 縮 して も当初 計 画 に は違 反 して お ら

ず 、2026年 とい う 当初 の償 却 終 了 日程 を守 る こ とは 可能 で あ る と主 張 した0な お、連 邦 は ドイ ツ連 銀 か ら受 け

取 る収 益 の うち70億 マ ル ク を越 え る分 に つ い て も継 承債 務 基 金 に 繰 り入 れ る こ と とな って い る。

連 邦 の この 他 の 「特 別 財産 」に は、 連 邦鉄 道 財 産 、 ドイ ツ統 一 基 金、 欧州 復 興 計画 特 別 財産 、 補償 基金 等が

あ るが 、ヴ ァ イゲ ル蔵 相 は1997年 夏 に 、1998年 ～2000年 の連 邦 鉄 道 財産 の債 務 消 却 に関 して も償 却 繰 り延 べ を

行 い 、それ に よっ て連 邦 の支 出 を総 額78億 マ ル ク削 減 す る とい う方 針 を と った。 これ に対 して 、 ドイツ統 一 基

金 等 、その 他 の特 別 財 産 に 関 して は、償 却 を繰 り延 べ て も連 邦 に とっ て は大 した 支 出削 減 に は な らな か っ た た

め 、変 更 され なか っ た。FAZvom4.Oktoberl997;Finanzbericht1998,5.288ff.

(48)Ebd.

X49)BerichtderBundesregierunguberdiegesetzlicheReiltenversicherung,insbesondereuberdieEntwick-

lungderEinnahmenandAusgaben,derSchwankungsreserveBowiedesjeweilserforderlichetzBeitrags-

satzesindenkunftigen15Kalenderjahrengemal3§154SGBVI(Rentenversicheruugsbericht1997),

DeutscherBundestag,Drucksache13/8300,5.11,63f.

(50)Presse-undInfarmationsamtderBundesregierung,Nachrichtenabtei]ung,NachrichtenspiegelInland,

Nr.149,Mittwoch,06.08.1997,S.1.

(51)FAZvom3and4.September1997.
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(52}FAZvom27.August1997.

(53)SZvom11.September1997.

(54)Ebd.

(55)Vg1,En亡wurfeinesGesetzeszurFinallzierungeineszusatzhchenBし1ndeszuschussseszurgesetzlichen

Rentenversicherung,DeutscherBundestag,Drucksache13/8704.

{56)FAZvomlO.und12.Oktober1997.

(57)FAZvom1.November1997.

(58)FAZvom30.und31.Olctober1997.

(59)FDPは1997年5月 に採 択 され た 「ヴ ィー スバ ー デ ン原理 綱 領 」 の 中 で 、公 的 年 金 制 度 の維 持 を容 認 しっ っ,

も、賦 課方 式 に 基づ くこの 制度 が 高 い保 険料 を もた ら して い るに も拘 わ らず 、もはや 老 後 の生 活 水 準 の維 持 を

保 障 す る もので は な くな りっ つ あ る と し、年 金 制 度 を公 的 年 金、企業 年 金 、資 本積 立 方 式 に よる個 人年 金 の「三

本 柱 」に よ る ものへ と再 編 し、 この 「三 本 柱 」の間 で どの よ うに バ ラ ン ス を とる か は個 人 の判 断 に委 ね るべ き

であ る と主 張 してい た。FDP内 か らは 、 さ らに強 硬 な意 見 も出 され てお り、 例 え ば、 テ ー リン グ ・バ ー デ ン ・

ヴ ュル テ ンベ ル ク州 支 部 長 は 、 「公 的 年 金 か らの即 時 かつ 完 全 な撤 退」 と資 本積 立 方 式 へ の 完全 な移行 を要 求

して い た。 この よ うな主 張 はCDU/CSUの 一 部 か ら もな さ れ てお り、 ビー デ ン コプ フ ・ザ クセ ン州 首相 は公 的

年 金 保 険 を最 低 限 度 の保 障 だ け を行 う基 礎 保 険 に縮 小 し、資本 積 立 方 式 に よ る個 人年 金 を年 金制 度 の 中 心 にす

る こ とを提 案 して い た。

しか し、 プ リュ ー ム労 相 等CDU/CSU多 数 派 は、賦課 方 式 か ら資本 積 立 方 式 に移 行 した場 合 、現 在 の保 険 料

支 払 者 の 負担 が過 重 に な る こ と、資本 積 立 方 式 を 中心 と した場 合 、積 立 に必 要 な 原資 が 巨額 の もの とな るこ と

を理 由 に、年 金制 度 の 中 心 を資 本 積 立 方式 の 個 人年 金 とす る こ とに反 対 して い た。"WiesbadenerGrulld曲tze・

FairdieliberaleBurgergesellschaft".Beschlul3desF.D.P.-Bundesparteitages,Wiesbaden24.Mai1997,

Bonn1997,S.32ff.Vgl.GuidoWesterwelle(Hrsg.),VonderGefalliglceitspolitikzurVerantwortungsgesell-

schaft,Diisseldorf/Munchen1997,S.90ff.;FAZvom3.November1997.

(6Q)FAZvom3.-5.November1997.

(61)ド イ ツ にお い て は低 賃 金 労働 者 には社 会 保 険 の加 入義 務 が な く、 こ の時 点 で は 月収610マ ル ク以 下 の労 働 者

が これ に該 当 した。経 営 者 側 か ち見 れ ば 、これ は賃 金付 随 コ ス トを節約 で き る効 率 的 で安 価 な労 働 力 で あ った

た め 、飲 食 業 等 のサ ー ビ ス業 を 中心 に610マ ル ク労働 者 の 数 は 近年 急速 に拡大 傾 向に あ る とされ て きた。 しか

し、 そ の実 数 は 必 ず しも正確 に は把 握 され て お らず 、連 邦 統 計 庁 に よれ ば 約160万 人 、 労働 社 会 省 に よれ ば約

560万 人 と、 大 きな開 きが あ っ た。

い ずれ に よせ 、610マ ル ク労 働 は 「社 会 保 険 逃 れ 」 の ため に 利 用 され てい る と批 判 され て お り、 そ の制 限 が

繰 り返 し問 題 とな っ て きた。FAZvoml8.Oktober1997.

(G2)FAZvom3.und5.November1997.

(63)FAZvom30.Oktober1997;FAZvom4.und5.November1997.

(fi4)FAZvom6.und8.November1997.

(65)FAZvom12.November1997.

(66)FAZvom8.,13.,17.,27.,und28.November1997.

(67)FAZvom9.undIO.Dezember1997.

(68}FAZvomll.und12.Dezember1997.

(69>SZvom12、Dezember1997.こ の結 果 に 対 して、FAZ紙 は 、 「改 革 をめ ぐる議 論 、威 勢 の よい 演 説、1悔 の

説 教 、改善 の 誓 いが1年 に わた って さ ん ざん行 わ れ た あげ く、唯一 の 目に 見 え る結 果 と して達 成 され た のは 売

上税 引 き ヒ デ 被保 険者 ら消 費 者全 体 負 主 転 嫁 あ 構 止改 革 実 施 些 ≠ 義A選 挙 が
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行われることになってお り、それ までの聞、構造改革は紙の上で存在 してい るに過 ぎない。」 として、年金の

構造改革 をめ ぐる議論が実 際には売上税 引き上げ とい う結果 しか生 まなか った ことを厳 しく批判 した。 さら

に、同紙 は、「ブ リューム労相 は、 ごまか しとその場 しのぎの政 策が再 びうま くいったがゆえに喜んでいる。

SPDは 妥協の用意があることを示 したが、それは選挙戦 で役 立つ もの である。… ・FDPは ここ数 日の間にボン

で再び多数派形成力 としての役割 を果た したが、理念の面 での影響 力は消滅 しつつ ある。」 と指摘 して、与野

党が戦術的考慮のみに基づ いて背動 している と批判 した。

これに対 して、 南 ドイツ新 聞は、「今 回の妥協は、CDU/CSUがFDPと 連立 を続け る限 り、社会政策におけ

る転換 を もたらす こ とは不 可能 であることを示 してい る。… ・連立与党 は社会国家 の財政的基礎の漸次的解体

を阻止することができないがゆえに、給付の削減 を強い られてい る。」として、特にFDP的 な緊縮路線に反対

した。他方、同紙は、終身的な完全雇用が もはや通常の状態 ではない ような方向へ と労働市場 が変化 してい く

ならば、社会国家はそれに対応 しなければな らず、租税財源の投入に よる年金財政の負担緩和は合理的な方法

であるだけではな く、正当な方法 で もあ り、差 し迫 った問題 でもあ るとして、「既存の制度 を維持 しつつ、社

会国家の歳入面 を安定 させ る」 というSPDの 路線を支持す る立場 を表明 した。FAZvoml2.Dezember1997;

MarcHujer,DasRentendrama-letzterAkt,in:SZvom12.Dezember1997.

1

第8章 コール首相の指導力に対す る批判の高まり

(1)税 制 ・年金改革問題 と関連 したコール批判の噴出

以上の ように、「投資 と雇用のための行動計画」の うち、1997年 の中心的な立法計画であった税

制改革法案は廃案に終わ り、年金改革法案 は成立 した ものの、年金保険料率 を引 き下げることが

できなかったばか りか、売上税引き上げを前倒 ししてようや くその上昇 を回避することができた

に過 ぎなか った。また、年金改革法案の施行は1999年1月 となってお り、実際に改革、特にその

緊縮部分を実施できるか否かは1998年 連邦A会 選挙の結果次第であった。 こうして、「行動計画」

に掲げ られた計画の多 くは挫折 し、あるいは骨抜きとなったが、 この過程では連立与党内に激 し

い対立が発生したばかりではな く、そのような対立は コー ル首相の政権運営 自体に対する批判に

もつながっていった。

第5章 で述べたように、コールに対す る批判は96年 秋か ら年末にかけて予算の財源 と連帯付加

税の引き下げをめ ぐって連立与党内の対立が激化 した際にすでに見られたが、1996年 末以降、税

制改革法案及び年金改革法案の起草作業が本格化するにつれて、 コール首相がこれ らの問題 に関

してイニシアティヴを発揮 していないとする批判の声が再び上が り始め、その指導力に対する疑

問の声す ら聞かれるようになった。前述 したように、政府の税制改革法案に対 しては、ヴルフCDU

ニーダーザ クセン州支部長等CDU内 の州政治に携わる若手政治家を中心 として、その不十分 さに

対する批判が広がった0彼 らの多くはSPD勢 力が強力な州において州議会あるいは市町村議会選

挙を控えてお り、SPDに 対抗 して有権者に自らの存在 をアピールす るために も、党首脳に対 し

て、大胆な改革案を提示するよう以前から要求 していた。

しか し、彼 らの批判はより根本的な問題 を背景 としたもので もあった。コールは1973年 にCDU
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党首 となり、1982年 に首相の座に就 いて以来、長期にわたって党 と政府 を掌握 してきたが、アデ

ナウアー とは異なって、彼の力の源泉はカ リスマ的な指導力や強力なリーダー シップ ・イメージ

といったものではな く、組織の管理 ・コン トロールの技術や、CDU及 び連立与党に反映 されてい

る様々な諸利益の間のバランスを維持す る能力にあると言われてきた♂)

それまでの首相 となった3人 のCDU党 首 とは異なって、学生時代に入党 し、党組織内での段階

的な地位の上昇を通 じて首相の座にまでたどりついたコールは、党 を掌握す ることが政治的権力

の獲得 と維持に不可欠であるとの強い認識を早 くから持っていた(210この認識に基づいて、彼は党

内で彼に忠誠 を示す若い中級エ リー トの昇進を積極的に支援すること等 を通 じて人的なネット

ワークの構築 を積極的に進め、ラインラン ト・プファルツ州首相、CDU党 首、連邦首相 と地位及

び権限が大 きくなるにつれ、それに伴 う人事権 と影響 力の高まりを利用 して、それを拡大 し続け

た。CDUの 地方支部 レベルにまで及ぶこの友人、支援者、情報提供者のネ ットワークは、党内の

雰囲気やライバルの動 き、特に独 自の権力基盤を持つCDU所 属の州首相のそれをいち早 く察知す

る 「早期警戒システム」 として機能す ると共に、コールが党を支配するための人的基盤 となり、

「コール ・システム」 とまで呼ばれるようになった占3[このような人的ネ ットワー クを拡大する一

方で、 コールは党内の特定の派閥、下位 グループ、利益集団等 との過度の結びつ きを慎重に避け、

む しろそれらの集団の間で均衡 をとる 「支点」の役割を果たすことによって、公然たる対立を回

避すると共に、 自らを党内調整に不可欠の存在 とした。元々、第二次大戦後に宗派的、地域的、

階層的、イデオロギー的に多様な保守主義者の緩やかな連合体 として形成 されたCDUに おいて

は、厳格に階統化 された リーダーシップの確立は困難であ り、党内に反映されている諸利益のど

れ もが過度に有利あるいは不利にならないような均衡の とれた決定、拒否権の許容、大 きな変化

の回避 といったコール的な党指導は、そのような党構造に も適 したものであった。このような手

法での党内における権力の確立は、首相 としての彼の強力さの最 も重要な基礎 となった。この点

に関 して、デ トリングは次のように指摘 している。

「何よりも党内生活に関 して言 うならば、彼(コ ール)は 高いレベルの権力の技術者であった。

コンラー ト・アデナウアーは偉大な首相であったがゆえに党を支配 した。ヘルムー ト・コールは

党を支配しているがゆえに、これほど長 く首相の座に留まっている。』4)

このように、公式の機関とは必ず しも一致 しない高度に人格化 されたネッ トワー クによって組

織の運営や決定の実質的準備 を行い、自らは特定の問題や利益に密接に関与せず、高いレベルで

の調整 を行 う 「ジェネラ リス ト」 として行動するという彼の指導スタイルは、党だけではなく政

府の運営において も一貫 した特徴 となった。彼は、欧州統合や ドイツ統一等の例外 を除いては、

特定の問題についてイニシアティヴを発揮するというより、広い意味での 目標のみを設定 し、個々

の立法作業や実務的な政策立案 については信頼 し得る閣僚やCDU内 の忠実な部下等、彼の代理 と

なり得 る者に委ね、 自らは外部に対 してオープンな立場 をとった。他方で、彼は意図的な人事政

策によって首相府に信頼できる人員を配置して強化すると共に、行政上の地位や権限とは必ずし

c
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も一致 しない彼の人的ネッ トワークに属する人々との少人数での直接的な対話や協議を重視 した

情報収集を行い、それを通 じて・自らが強力に決定 を下す というよりも、対立 し合 う利益の均衡

を根本的に崩さない形で政治的に維持可能なコンセンサスが形成されるタイミングを測 り、また

そのようなコンセンサス形成への方向づけを行った。この ような彼の行動様式は、一方で小政党

であるFDPに 配慮 しつつ、他方でバ イエルンの利益を主張 しFDPと 政策的に対立 しやすいCSUと

の調整を図 りなが ら連立全体 としての 多数 を維持するという彼の連立戦略に も見 られた(50)

こうして、非公式のルー トで実質的な決定が下 された後で初めて、それは閣議、連立与党議貝

団、党幹部会等に報告 されて形式上の承認を受け、政府の政策として公表された。 このため、例

えば、閣議はコール政権の初期から必ずしも毎週開催 され るというこ とがなくなり、後に毎週定

期的に開催 されるようになってからでさえ、短時間で終 了す ることがしばしば となったisO)

CDU連 邦議会議員団内か らは、このようなや り方に対 して しば しば不満が表明されたが、コー

ルの後継院内総務である ドレッガー とショイブレはコールの意を受けて、本来の院内総務の役割

とはむしろ逆に、議員団に対 して政府の立場を代表することによって、これを抑制 した。また、

党大会、総務会、幹部会 といった党機関に対 しても、「コール・システム」は効果 を発揮 し、政府

に対する党の影響を強化 しようとい う試みは効果的に阻止 されたC7)0特に、1989年 党大会 において、

当時幹事長であったガイスラー を中心 とした反 コール派はこのような形でのコールの党支配に反

発 し、首相職 とCDU党 首職 を切 り離す ことによってコールに対抗 して党の独 自性 を確保 しようと

したが、彼 らの企ては失敗に終わ り、ガイスラーは幹事長の地位を追われた押これ以後、政府に

対す る党の独立性は大幅に失われ、党幹部会 ではほとんど重要 な決定は行われな くなった。 また、

ガイスラー失脚後、 コールは強力な人物が党幹事長の地位に就 くことを阻止 し、幹事長を党首に

対 して完全に従属的な立場 に置いてライバルの台頭 を防ぎ、党本部の機能を選挙キャンペーン等

に縮小 した09cDu所 属の州首相は しば しば独 自の権力基盤 を持ち、連邦参議院を通 じて法案に影

響を及ぼす ことができ、その意味でコールが必ずしもコン トロールできない存在であったが、コー

ル政権時代にCDUが 州議会 レベルで次第に勢力を衰退させていったことか ら、その数 と力は低下

していった(]0°1その結果、「コールがCDUで あ り、彼の意思だけが重要 となった」と言われるほど党

内でのコールの地位は盤石 なものになったが、彼の強力な影響力の下で党内での公然たる政策論

争は 「結束を乱す もの」 とされて次第に行われな くなった5m

「労働のための同盟」にも見られたKanzlerrundeと 呼ばれ る協議の場は、以上のようなコール

による非公式の利益調整 と決定作成方式の一例 であったが、政治的に最 も重要なKanzlerrundeと

なったのは連邦議会が開かれ る週に定期的に開催 される連立与党党首 ・院内総務会議であった。

この会議は連立与党間及び政府 と与党議員団の間の調整 ・合意形成の場 として最 も重要 な協議機

関となり、事実上政権運営のための最高意志決定機関 となった。 コール首相、ショイブレCDU/

CSU院 内総務、ヴァイゲルCSU党 首兼蔵相はこの中で政府 ・連立与党の権力の頂点を形成 した

が、特にショイブ レは 「コールという大統領の下で首相の役割 を果たしている」 と言われ、外交
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面での中心 となっているコールに代わって内政面 を統括 し、彼の指導の下 で＼議員団内で専門性

を有す る議員が各省や利益代表 との実務面での調整にあたるようになった92他 方、ショイブレは

グロスCSU院 内総務、ゾルムスFDP院 内総務 と共に一種の連立与党最高幹部会 を形成 し、連立与

党同士 が対立関係に陥った場合でも、恒常的 な関係を有す ることに よって連立の安定 の基盤 と

なった・これに対 して、連立与党の他の党幹部や党組織及び議員団、特にCDUの それは党首 ・院

内総務会議における実質的決定が行われ るまで意見表明を抑制 された(1310

このようにして形成 された決定システムはコールを中心 とし、彼を権力の中心に据えるもので

あったが、前述 したように、コールはその中で独裁者的に決定 を下 したわけではな く、むしろ実

務面での利益調整自体は直接的な当事者に行 わせ、彼が党 ・議会 ・政府に張 り巡らした人的ネッ

トワー クを通 じて情報収集 と監視 を行 い、機が熟 した段階で調整の最終的なコントロール権 を持

つ人物 として行動 した。従 って、外見上は彼は必ずしも強力なイニシアティヴを発揮 しているよ

うにはみえなかった。彼は、事態が流動的である間は妥協形成の過程 を外部に対 して遮断 し、決

定過程がメディア等によって公然化 され、内部の諸利益の対立状況についての情報が漏れ、それ

によって自らが望 まないような事態が発生するのを防いだ。他方、 コールは自らが重要 と見なし

ていないテーマに関 しては発言せず、CDUの 他の政治家に発言させることで、公然たる議論が行

われているかのような雰囲気を作 り出す とい うや り方をとった鯉

このような利益調整 と合意形成のシステムは、税制改革や年金改革 といった第5次 コール政権

の重要課題の処理において も明確にその機能を発揮 した。これらの問題 を解決するために政府レ

ベルでヴァイゲル蔵相 とブ リューム労相 を委員長 とした委員会 を設置す ることが連立与党党首 ・

院内総務会議で合意 された後に初めて、CDU幹 部会はそれに対応 した党 レベルでの委貝会 を設置

す ることを決定した。 また、党 レベルでの委員会はショイブレやブ リュームといった政府 レベル

の委員会 でも指導的立場にある人物によって運営 され、彼 らは党レベルの委員会 と政府 レベルの

委員会が異なった結論 を出 して困難に陥 ることがないように細心の注意 を払った。例えば、党税

制改革委貝会は審議の初期段階から基本的な事柄だけを審議対象 とし、細目の決定については政

府税制改革委貝会に委ね、1996年10月 の党大会では、ショイブレは政府税制改革委員会の障害と

ならない範囲での報告 を行 った。年金改革に関 してもこれ と同様の手法が とられ、ブ リューム労

相は上記の党大会において、年金改革についてショイブレの報告よ りもいっそ う具体性 を欠 く「中

間報告」のみを行 った(15)0

このように、政権 の後半期に入ってCDUに おけるコール首相の地位が盤石になるにつれ、実質

的な決定作成の場は公式の機関か らコールを支点 とした非公式で外部から見えに くいネ ットワ　

クへ とますます移動 して行 った。他方、CDU内 では、コール批判につながる党内論争が起 こりそ

うな兆候 を早期に発見 し、その芽 を摘み取 る 「コール ・システム」が確立され、公然たる党内議

論 を封殺するとい う風潮が支配的にな り、「投資と雇用のための行動計画」、特に税制 ・年金改革

に関 しても、そうした傾向が顕著に見 られた(16)0



横井 三第5次 コール政権における財政・経避 杜会{饗垂構造改蓮とその挫折(ID 123

しか し、このようなコールの指導スタイルは外部から見た場合に不透明であり、高度に人格化

された非公式のルー トを通 じて慎重なコンセンサス形成を目指すや り方は、明確な基本方針 を欠

き、問題を店晒しにしたまま先送 りしているかのような印象 をしば しば与えた。他方、実質的な

決定は多 くの場合事後的に正式の決定機関に諮 られたため、 コールが政府の決定 を表明す ると、

それは突然で恣意的な ものであるように思われた(17)0このため、 コールの指導 スタイルに対 して

は、従来か らも批判が相次いでいたが、彼はCDUに 対す る掌握 力によって、野党は無論のこと、

与党内からの批判をも斥けてきた。

しか し、「行動計画」の実現をめ ぐる対立は、このようなコールの指導スタイルでは もはや対処

し切れないようなレベルに達 しつつあった。前述 したように、 コールの党 ・政権運営に対 しては、

ビーデンコプフやガイスラー といったコールに批判的な長老だけではなく、党内若手政治家も以

前から不満 を募 らせていたが、 ドイツ再統一後の旧東独地域の停滞や欧州統合 とグC7バ ル化の

進展の中で、 もはや一刻 も放置できない財政難 と労働市場の状況悪化に対処するために立案 され

た 「行動計画」の実現が連立与党に妥協不能 と思われるような対立 を繰 り返 しもた らすにつれ、

彼らの不満 を封殺す ることは次第に困難 となっていった。予算や税制改革をめ ぐる連立与党内の

意見対立をきっかけ として、彼らがヴァイゲル蔵相 を 「改革の意志に欠ける」 と公然 と批判 し始

めたことは、彼 らがそれを通 じて「コール批判」とい うタブーを破 り始めたことを意味 していた(]8)0

各州のCDU若 手政治家は政策内容に関 して必ずしも同 じ方向性 を持っていたわけではなく、コー

ルの退陣を求めたわけでもなかったが、財政政策、税制改革、年金改革等に関 して公然たる議論

が行われないまま計画が立案 され、それが結果的に連立与党内に大 きな混乱 をもたらしている点

を批判 した。彼 らは決定の透明性 を求め ると共に、コールに対 して、「機が熟すのを待 って背後か

ら糸を引 く」といったや り方ではな く、自ら強いイニシアティヴを発揮するよう要求 したのであっ

た。

こうした州の若手政治家か らの批判に対 して、 コール首相は党幹部会、総務会等で彼 ら、特に

ヴルフを厳 しく批判することによって彼 らを押 さえ込 もうとした11910しか し、それに続いて、年金

改革案 をめ ぐってコール首相 とブ リューム労相の問に激 しい口論が行 われたことは、ブ リューム

労相がコール政権の最 も古 くからの閣僚 であり、 コール首相に対等に助言できるほ とんど唯一の

人物 と見られていたことか らも、政府首脳の間での意見の不一致 を露呈す るとい う衝撃的な事件

となった。1997年 はじめの税制 ・年金改革案をめ ぐる連立与党内の混乱以降、コール首相が籍口

令 を出しているにも拘 わらず、これ らの問題 をめ ぐる連立与党内の公然たる議論は収 まらな くな

る傾向を見せ始めた。その中ではコール首相が96年 夏のインタビュー で売上税引き上げについて

の発言を早々 と行ったことまでもが批判の対象 となり、明確に組織化 され、首相によって指導さ

れ.た公然たる議論を要求す る声がCDU/CSU議 貝団内か らも挙がった警・)このような傾向は他の問

題にも波及し、 リュッ トゲン、グリューエ といった若手 リーダー格の連邦議会議貝が国籍法改正

問題に関して党の公式路線 とは異なる主張を公然と行 うようになった。さらに、かつて党内でコー

1
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ルのライバルであったビーデンコプフ ・ザ クセン州首相は、年金改革に関 してブ リュームに強 く

反対する態度 をとり続けただけではな く、シュ トイバー ・バイエルン州首相 と共にコールの最大

の目標 である通貨統合の見通 しについて も疑問を投げかけ、通貨統合 を延期すべ きであると示唆

す る発言 を繰 り返 した(21)0このような状況に対 して、例 えば南 ドイツ新聞は、1990年 代前半に当時

のシャル ピングSPD党 首の権力が低下 し、党内が混乱状態に陥った例 と比較 して、今やCDUに お

いてもコール首相の権力が低下し、かつてのSPDの ような危機状況が発生する危険性があると指

摘 した(zz)0

この分析 を裏付けるかのように、、政府が ドイツ連銀の資産評価替 を強行 しようとして混乱に

陥ったことは、通貨統合の中心 となり、他の諸国に対 して厳正な収敏基準達成を要求して きた ド

イツ自身が実は財政的に追いつめられた状況に陥っていることを改めて示す と共に、コールと極

めて近いティー トマイアーが連銀総裁であったに も拘わらず、この問題に関して政府と連銀の間

にまった く調整がなされていなかったことを露呈す るものであった。 しかも、この混乱に続いて、

ヴァイゲル蔵相が翌年の連邦議会選挙後にはもはや蔵相 を続けるつもりはない と受け取れる発言

をしたため、蔵相、ひいては政府に対する野党や経済界か らの激 しい批判を引き起 こした('130>彼が

この ような発言を行った理由に関しては、連銀の資産評価替問題や財政運営のいっそうの困難化

からの 「職務疲れ」が限界に達 した とす る説、ヴァイゲルだけではな くCSU全 体が以前か ら望ん

でい る外相 ポス トへの異動 をめ ぐってコールとの問に対立が発生 したことによるものであるとす

る説、年末に行 われることになっていた省庁再編に備 えて、内閣改造 に際 してのCSUへ の公正な

ポス ト配分 を要求 したもの とす る説等、様々な憶測がなされたltd)0しかし、いずれによせ、ショイ

ブレと並んで政権の中枢にあるヴァイゲルがこの時点で辞任すれば、政府に対す る内外か らの信

頼が大 きく損なわれるだけではな く、CSUと の協力関係の要が失われることになり、外相ポス ト

をめ ぐってCSUとFDPと の間に対立が発生 し、政府 と連立の維持に関す る重大な危機にまで発展

することも予想 された。 そして、この ような重大な危機に発展するおそれのある発言が突然行わ

れるようになったこと自体、 コールが統合力 を著 しく低下 させていることを示す ものであった。

'

(2)コ ールの首相候補再立候補への圧力の高まり

しかし、CDU内 でコールに対する間接的批判が行われるようになり、今 までタブー視されてき

た議論が行 われるようになったとしても、それはただちに コールの失脚につながるような性格の

ものではなか った。なぜ なら、コールがこれまで次々とライバルを排除 して党内での支配体制を

強化 して きた結果、CDU内 にはコール首相に対抗できるような人物は事実上いな くなっていたか

らである。コールの後継者 と目されていたショイブレCDU/CSU院 内総務 に関 しても、党内での期

待は大 きかった ものの、身体的なハ ンディキャップ㈱に加えて、コール政権の支柱 としてヴァイ

ゲルと協力しつつ党内で政府案にそった税制改革案 をまとめ る役割を果た してきた人物であ り・

ヴァイゲルや コールに対す る批判は彼 自身に対す る批判 ともな り得るような立場にあった。 また・
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ヴァイゲルCSU党 首 もシュ トラウス時代 とは異なって、蔵相 としてコールと緊密に協力すること

にょって政権 を安定させ、それを通 じてCSUの 利益 を実現することを最優先に してお り、コール

に対抗す るという立場か らはほど遠かった。 さらに、かつて政権交代に大 きな役割 を果た した

FDPは 、より強硬 な財政 ・経済政策を主張することによってCDU/CSUに 対す る自立性を確立す

るという方針を掲げているものの、その財政 ・経済政策はSPDと ほとんど対極にあ り、実際には

コール政権の基本方針 と一体化 し、コールを支持す るCDU/CSU支 持者からの票に依存するこ と

にょって連邦議会選挙において議席 を確保す るという状態に陥 っており、コールを失脚させ ると

いう方向をとることはほ とんどあり得 なかった(2G)0

以上のような状況か ら、 コールの指導力低下に関す る憶測はコール失脚への動 きにはつながら

ず、むしろ、コール首相に対 して、「行動計画」の具体化をめ ぐって起こった連立与党 内の混乱を

収拾 し、結束を回復するような強い指導力 を発揮することに よって野党に対する対抗姿勢を立て

直すべ きであるとい う要求へ とつながっていった。

税制政策及び年金政策に関する与野党間協議の動 きが強まるにつれて、CDUとSPDの 現状維持

派を中心に大連立が形成されることを警戒す る声がFDPとCSUの 側から挙がったことも、このよ

うな事情が背景 となっていた。前述 したように、1997年1月 に政府税制改革委員会 と年金改革委

貝会の改革案がそれぞれ公表された後、翌月には与野党間協議に向けての動 きが活発化 したが、

それに対して、大連立の形成 を最 も恐れるゲルハル トFDP党 首は、CDU/CSU内 の経済政策重視

派と社会政策重視派の間の対立があっ という問にコール批判に結 びついたことに繰 り返 し懸念を

表明 した。彼は、現連立の堅持 という路線 をとるコール首相 の求心力低下 と共に、この動 きが

CDU/CSUとSPD内 部で「大 きな国家」という現状 を維持 しようとする勢力の突出をもたらし、彼

等を中心 として大連立が形成 される危険があると警告 した。彼によれば、そのような大連立は野

党が多数 を占める連邦参議院からの支持 も得 られることか ら、短期的には議会での法案成立 を容

易にするがゆえに、経済界の 「非政治的」な人々もこれを支持す る可能性があるが、結局はあら

ゆる改革の挫折 と無規律な財政膨張 をもたらし、将来国民に重荷 を背負わせ ることになるもので

あった('170また、連立与党内で最 も右に位置 し、大連立が形成されれば政権内で最小政党となって

影響力低下を被ることが必至のCSUも 、1966年 の大連立が結果的には数年後にCDU/CSUの 政権

喪失をもたらした前例 を指摘 し、「この ような過ちは一世紀に一度で十分である」として、大連立

への動 きに対する強い警戒感 を示 したε28)

こうして、内政問題 に対 しても強い指導力 を発揮 し、旗幟を鮮明にすべ きであるとい う方向で

のこうしたコール批判は、彼の政治的権威 を低下させ、「首相の黄昏時代の始まり('L9)とい う椰楡 を

生み出したに も拘わらず、皮肉なことに、他方では、 コールが次期連邦議会選挙の首相候補への

立候補表明を早期かつ明確 に行 うことによって強い指導力を発揮する姿勢 を示 し、それを通 じて

政府 ・連立与党の態勢を立て直すべ きであるとい う要求へ と急速につながっていった(3010コールの

側近やFDPだ けではなく、年金改革問題でコール首相 と激 しく対立したブ リューム労相、党内左
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派のCDAを 代表するエッペ ルマン議員、内政に関す るコール首相の指導力を批判 したヴルフ等

が、その直後から急速に浮上 したCDUの 首相候補問題に関してはコール首相 を全面的に支持した

ことは、彼らが コールに対す る批判に も拘 わらず、彼に代わ り得る指導者を見出すことができず、
「コールと共に選挙 を戦えば勝利で きる可能性はあるが、コールなしでは勝利の可能性はない」

と考 えていたことを示す ものであった(allO

このような形での連立与党内か らのコールに対する首相候補立候補への圧力は、税制 ・年金改

革案が連立与党首脳 レベルで合意された1997年1月 以降、連立与党内の紛糾や野党 との交渉 と連

動して急速に高まった。当初、CDUの 次期連邦議会選挙首相候補の決定は1997年 秋の党大会まで

に行われれば十分 と見られてお り、 コール首相 も首相候補問題については 「自分が正 しいと考え

る時期がや って来たら立候補するか否かを明 らかにす るつ もりであ り・… それについて他人に面

倒を見てもらう必要はない。(32)との態度をとっていた。 しか し、コールにとっても党内で急速に

高まった圧力を無視することは次第に困難 とな り、この圧力に応える形で、税制 ・年金改革案に

ついての連立与党内部での合意が一応形成された直後の4月3日 、彼はテレビ ・インタビューで

1998年 連邦議会選挙の首相候補 として立候補すると表明した(330)コールが首相候補への立候補 を

表明したことに よって、連立与党側の結束は一応回復 されると期待 されたものの、ヴルフ等コー

ル批判 を噴出させた若手政治家の本来の要求は政府に対する党の立場の強化、党内での議論の公

然化 と決定過程の透明化であった。 しかし、それは コール首相 には実行不可能であり、 また彼が

実行 しようともしない指導スタイル を要求することであった。 コール首相は党内での公然たる議

論 を、 自らの権力基盤を弱体化 させ、政府 ・連立与党 を混乱に陥れるもの と考 えて好 まず、む し

ろ首相府に権力 を集中させた上で、 自らが 「舞台裏」で糸を引 きながら諸利益の問での調整を行

わせ ることを好んでお り、このような指導スタイルは彼が首相候補 となったからといって変更さ

れるものではなか った。コールの強さの秘密は、そのような指導スタイルによって党内に決 して

大きな分裂 を発生 させ ないところにあると言われて きたが、 ドイツ再統一以後の財政 ・経済 ・雇

用状況の悪化への対処 をめ ぐる対立は、そ うした手法では解決不可能 と思われるような状況を生

み出しつつあ り、従来FDPとCDU/CSUの 問に見られてきたような対立は、CDU/CSU自 体の内部

対立へ と波及 した。ディ ・ツァイ ト紙の次のような指摘は、 この点 を的確に突いたものであった。

「今や様々な集団 を和解 させるには非常な努 力が必要 となっている。改革が企て られ ると、

CDU/CSUの 一部は、 ドイツの生産性の高さと社会的平和 を同時に確保 してきたシステム全体の

転覆が企てられていると懸念す る。最近 まで、社会的 ということと欧州的 ということは同一であ

り、 この内面的コンセンサスか ら離れ ることはほとん ど良心に もとることであった。国民政党に

とって、このような基本的コンセンサスについて議論することは、分裂覚悟でなければ困難であ

る。 これまでは、コールが党をまとめてきた。 しか し、彼が(「行動計画」に見 られるような路線

によって)ド イツに 『転換』を命 じて以来、事態は彼を越えて進み始めた。政治家の突然変異に

は限界がある。… ・CDUの 分裂状態は全杜会 を貫 く分裂状態を反映するものである。 ドイツは近

1
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代1生を新 たに定義 し直そうとしてお り、それはCDU/CSUに も影響 を及ぼす ものである。CDU/

CSUは 初めて、 まず 自分 自身 との(内 部 でのグローバ リズム支持派 と社会国家擁護派との)大 連

立を形成しなければならないような状態にある。それに成功すれば、新たな展望が開けるであろ

う。黄金のコール時代の安定性は過去の もの となった。型

このような状態にあるCDUに とっては、コールが首相候補立候補 を表明 したとしても、それに

ょって 「投資 と雇用のための行動計画」、特に税制・年金改革問題をきっかけ として噴出した党内

の軋礫や不満が解消されるわけではな く、連立与党全体の統合性が回復 され るわけでもなかった。

事実、コールの首相候補立候補表明以後 も、前述 したように、税制改革に伴 う租税特別措置の廃

止、特に労働者や年金生活者に対するそれの範囲をどこまで広げるか、間接税税引 き上げをどの

程度行 い、その財源 をどのように使用す るか、連帯付加税の引き下げをどの ようにして実現する

か、公的年金制度の構造改革 をどのような方向と速度で実施するか、通貨統合の第三段階の実施

が予定通 り可能かどうか、予算の財源をどのように して確保するか等をめ ぐって、連立与党内部

では深刻な対立が繰 り返 し発生 した。

(1}WilliamM.Chandler,TheChristianDemocratsandtheChallengeofUnity,in:StephenPadgett(ed.),

PartiesandPartySystemsintheNewGermany,Aldershot1993,p.133;Gordonsmith,TheResourcesofa

GermanChancellor,in:WestEuropeanPolitics,Vo1.14,No.2,1991,p.48ff.
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イ ギ リス 占領 地 域 のCDUを 率 い た が 、 連 邦 全 体 のCDU党 首 と な っ た の は 、 首 相 就 任 か ら1年 経 っ た1950年 に

な っ て か ら で あ っ た 。エ ア ハ ル トは バ イ エ ル ン 州 経 済 相 と い う形 で 政 治 活 動 を 始 め た 時 点 か ら ト ッ プ の 地 位 に

あr?、 首 相 就 任8か 月 前 の1966年3月 に 党 首 に 選 出 さ れ た が 、 そ の 在 任 期 間 は わ ず か14か 月 で あ っ た 。 キ ー ジ

ン ガ ー は 彼 ら よ り 長 い 党 歴 を持 っ て お り、1949年 に 連 邦 議 会 議 貝 とな り、1959年 に は 早 く もバ ー デ ン ・ヴ ュ ル

テ ン ベ ル ク州 首 相 と な っ た 。 しか し、 彼 が 党 首 と な っ た の は 、首 相 就 任 後6か 月 近 く経 っ た1967年5月 で あ っ

た 。 こ れ に 対 して 、 コー ル は 、 ま だ 学 生 で あ っ た1948年 にCDUラ イ ン ラ ン ト ・プ フ ァ ル ツ 州 支 部 に 入 党 し 、 党

歴 を 重 ね た 後 、1966年 か ら73年 ま で 同 州 支 部 長 、1969年 か ら76年 ま で 同 州 首 相 を 務 め た 。 さ ら に 、1976年 に は

連 邦 議 会 議 員 に 選 出 さ れ る と共 にCDU/CSU院 内 総 務 と な り、1982年 に は つ い に 首 相 と な っ た 。 彼 は 首 相 と

な っ た 後 も一 貫 し てCDU党 首 の 地 位 に あ り 、1998年 連 邦 議 会 選 挙 で 敗 れ る ま で 首 相 と 党 首 を 兼 任 し 続 け た 。

PeterPulzer,LuckandGoodManagement:HelmutKohlasparliamentaryandElectoralStrategist,in:

StephenPadgett/ThomasSaalfeld(ed.〉,Bundestagswahl'98:EndofanEra?,London/Portland2000,pユ27

ff.;WernerFilmer/HeribertSchwan,HELMUTKOL,Dusseldorf1985.邦 訳 、 鈴 木 主 税 訳 「ヘ ル ム ー ト・コー

ル 」(上)(下)、 ダ イ ヤ モ ン ド社 、1993年 も参 照 。

{3)JosefSchmid,DieCDU/CSUnachdemSeptember1998:VonderWendezumEnde?,in:OskarNieder-

mayer(Hrsg,},DieParteiennachderBundestagswahl199$,Opladen1999,5.65f.;PatriciaClough,Helmut

KohLEinPorttaitderMacht,Miinchen1998,Sユ2.

(4}WarnfriedDettling,DasErbeKohls.BilanzeinerAra,Frankfurta.M.1994,S.30f.;ClayClemens,Party

ManagementasaLeadershipResource:KohlandtheCDU/CSU,in:ClayClemens/WilliamE.Paterson

(ed.),TheKohlChancellorship,LondonJPortland1998,p.95f.

(5)WernerKaltefleiter,DieKanzlerdemokratiedesHelmutKohl,in:ZeitschriftfurParlamentsfragen
,Heft
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1,1996,S.34ff.

(6)ClayClemens,TheChancellorasManager:HelmutKohl,theCDUandGovernanceinGermany,in:West

EuropeanPolitics,Vo1.17,No.4,1994,p.34.次 の よ うな評 価 も参 照 。 「コー ル ・シ ス テム は 彼個 人 の み の権 力行 使

に 集 約 され る もの で は な く、背 後 で 糸 を引 くとい うや り方 で もあ り、非 公 式 の仲 間 、親 しい友 人 、彼 に依 存 し

てい る者 た ち の助 け を借 りて、少 人数 の 会 合 で 諸決 定 を予 め形 づ くり、合 意 し、そ の 後 で連 立 与 党や 内閣 に さ

え提 出 し、その 後 に初 め て、連 邦 議 会 多数 派 に よ って た だ正 式 承 認 さ れ る とい う もの であ る。」Schmid,op.cit.,

5.66,

(7)Clemens,op.cit.,p.36f.

(8)1982年 に 政権 を奪 還 した 後 も、CDU/CSUを 取 り巻 く状 況 は 必 ず し も安 定 した もの に は な らな か っ た。政

府 ・連 立 与党 は国 民 の 間 で の ポ ス ト物質 主 義 的 な 価値 指 向 の 高 ま りと共 に 、 反核 ・環 境 保 護 問題 、 女 性 ・家族

問 題 、高 齢化 社 会 へ の 対 応、産 業 構 造 の転 換 等 、新 た な課 題 に 対 す る対 処 を迫 られ 、そ の一 方 で 緑 の党 に 代表

さ れ る急 進 的 な政 党 の 台 頭や 政 治 的 無 関心 ・無 党 派 層有 権 者 の 増加 が 顕 著 とな り、 国 民政 党 の 統合 力 は弱体 化

の傾 向 を示 す よ うに な った。そ れ に加 えて 、連 立 内 で独 自色 を出 そ う とす るFDPと の連 立 維 持 の 必要 上 、CDU/

CSUは 政 策 面 で 同党 に 一定 の譲 歩 を行 わ ねば な らず 、その た びに 党 内 で摩 擦 が 発生 した。また 、緑 の党 が 登場

した こ とに よっ て従 来 の政 党 勢 力 配 置 が変 化 し、CDU/CSUがFDPと 連 立 す れ ば議 会 ての過 半 数 獲得 が必 ず保

障 さ れ る とい う状 態 では な くな って い っ た。そ こか ら、中道 派 有権 者 を どの よ うに して 獲得 す るか とい った新

た な戦 略 をめ ぐる議 論 も発生 した。

こ の よ うな 背景 の 下 で 、CDU/CSUは1980年 代 半 ば の 一 連 の州 議 会選 挙 での 沈 滞 を示 した後 、1987年 の 連邦

議 会 選 挙 で も、景 気 や 労働 市 場 の 状 況 が 好 調 で あ った に も拘 わ らず 、戦 後 最 低 の 得 票 率(44.3%)に 終 わ っ

た。 こ の選 挙 で は、CDUICSUの 選 挙 戦 略 の 失敗 に加 え て、初 め て無 党 派 層有 権 者 が 大 きな影 響 を及 ぽ し、45

才 以下 の 有 権者 でのSPDと 緑 の党 の合 計 得 票率 が50%を 上 回 る等 、CDU/CSUが 直 面 して い る構 造 的 問題 が 明

らか とな った。 この 連 邦 議会 選 挙 以 降 、1989年 末 まで に行 われ た7つ の 州 での す べ て の 州 議 会 選挙 に お い て

CDUは 得 票 率 の低 下 を示 した。特 に1989年 の 西 ベ ル リン市 議 会選 挙 では 、CDUの 得 票率 は8.7ポ イ ン ト減 少 し

て与 党 の 地位 を失 う一 方 、緑 の党 が11.8%、 極 右 政 党 で あ る共 和 党が7.5%の 得 票率 を獲 得 し、CDUとFDPに

よ る連 立 政 権 に替 わ ってSPDと 縁 の党 に よ る連 立政 権 が形 成 さ れ た。 こ うし た状 況 の 中 で、CDU/CSU内 で

は 、党 が 「30%政 党 」に 縮小 して しま うの では ない か とい っ た悲観 的 な見 方 ま で現 れ る よ うに な り、党 に明確

な政 治的 路 線 が 欠け てお り、 価 値 に 関 す る議 論 が 無視 され て いる とい う批 判 が次 第 に 大 き くな って い っ た。

こ の よ うな 党勢 の 停 滞 に対 す る責 任 と党 の 建 て 直 しをめ ぐる党 幹 部 の 対 立 は、や が て コー ル とガ イ ス ラー幹

事 長 を両 極 と し、 シ ュペ ー ト・バ ー デ ン ・ヴ ュ ルテ ンベ ル ク州 首相 、 ジ ュ スムー ト連 邦議 会 議 長 、 ア ル ブ レヒ

ト・ニー ダー ザ クセ ン州 首相 、 ブ リュ ー ム労 相 、 ビー デ ン コプ フ 前幹 事 長 等 を巻 き込 ん だ権 力 闘 争 へ と発 展 し

て い っ た0そ の結 果 、コー ル は ガ イ ス ラー に対 す る信頼 の喪 失 を公然 と表 明 して幹 事 長 解任 の 方 針 を とった の

に 対 して 、ガ イス ラー は 首相 とCDU党 首 の分 離 論 を唱 え、政 府 に対 す る党 幹 部会 の 独 立性 を確 立 すべ く、1989

年 の党 大 会 に 向 け て シュ ペ ー トや ジュ ス ムー トを コー ル の対 立 候補 と して担 ぎ出 そ う と した。 しか し、党 内 に

幅 広 い人 脈 を有 す る コー ル の 前に 、ガ イス ラー の 企 て は結 局 失敗 に終 わ った0コ ー ル は 党 大会 で77.3%と 歴代

3番 目に 低 い得 票 率 で あ った もの の 、対 立候 補 な しに党 首 に 再選 さ れ、結 果 的 に は反 コー ル派 を一掃 して党 内

で の地 位 を盤石 の ものに す るこ とに成 功 した。 シュ ピー ゲ ル誌 は こ の1989年 党大 会 で の コー ルの 勝利 を「今や

彼 がCDUだ 」 と表 現 した。Konrad-AdenauerStiftullg(Hg.),oP.cit.,S.143ff.;JurgenHartmann(Hg.),Hand-

buchderdeutschenBundeslander,Frankfurta.M./NewYor[c,S.159ff.;WernerMaser,HELMUTKOHL-

DerDeutscheKanzler,Berlin1990,小 林正 丈 訳 「統 一 ドイ ツ コー ル首 相 」読 売 新 聞社 、250ペ ー ジ 以下 。Spiegel

Nr.38,1989,5.26.

(9}Clemens,PartyManagement,p.114.
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(lp)ClayClemens,TheCDU/CSU:UndercurrentsinanEbbTide,in:MaryN.Hampton/ChristianSoe(ed.),

BetweenBonnandBerlin.GermanPoliticsAdrift?,Lanham/Boulder/NewYork/Oxford1999,p.5Gf.

(11)KarlFelclmeyer,DasSystemKohl,in:FAZvom31.Juli1997.

(12)Ebd.

(13)DieWeltvom21.November1996.

(ユ4)KarlFelclmeyer,op.cit・

(15)VgLCDU-Bundesgeschaftsstelle(Hg.),HandelnfurdieZukunft.8.ParteitagderCDUDeutschlands,

SammlungderAntrageI,Bonn199fi,S.1ff;Vgl.WolfgangSchauble,BerichtdesVorsitzendenderCDUi

CSU-FraktionimDeutschenBundestag,Bonn199fi;NorbertBlum,BerichtfiberdieArbeitderCDU-

Kommission"ZukunftdersozialenSicherungssysteme",Bonn1996.

この1996年 のCDU党 大会 に対 す る各紙 の 論 評 は 、CDUに お け る コー ル の支 配体 制 が 盤 石 で あ る一 方 、 コー

ル政権 が 進 め て い る諸 改革 に関 して 、対 立す る諸 利益 の均 衡 を非公 式 の 場 で 図 る ため に公 然 た る議 論 が 抑 圧 さ

れ 、党 内に 潜 在 的 な フ ラス トレー シ ョン が蓄 積 しつ つ あ る こ と を指 摘 して い た。 例 えば 、 南 ドイ ツ新 聞 は 、

「CDUと コー ル は一 種 の満 足 感 に 浸 っ てお り、邪 魔 な もの をすべ て遠 ざけ てい る。それ ゆ え 、党大 会 で はFDP

(との 対 立)に つ い て 何 も語 られ ず 、年 金 に つ い て の討 論 は 、(来 賓 と して招 か れ た〉 ヴ ァ イゲ ルの 激 しい 演

説 を前 に して行 われ なか った。シ ョイ ブ レが 激 しい 口調 で 語 った税 制 改 革 も、あ たか もそ れが 現在 の 困難 さか

ら 日を そ らせ るため であ るか の よ うな 印象 を もた ら した。・…CDUは 、コー ルが い る限 りなん とか うま くい く

だろ う とい う古 い考 えに しが みつ い て い る。コー ル は党 の 成 功 を体 現 して い るが ゆ え に、党 は コー ル時 代 に 必

ず終 わ りが 来 るこ とを 自覚 したが らな い。」 と批 判 した。 また 、 ゲ ネ ラル ・ア ン ツ ァイ ガー 紙 も、 次 の よ うに

論 評 した。「CDUは その 党 員や 支 持 者 の構 成 か ら様 々 な対 立 を抱 え てお り、それ が 問題 解 決 をい っ そ う困 難 に

して い るD国 民政 党 とい うの は す ば らしい こ とか も しれ な い が、根本 的 な改 革 が必 要 な 時期 には 、国 民 政 党 の

内部 に おい て は 、す ぐに 対 立 し合 う諸勢 力が 形 成 され る。農 民 と公 務 員 、 学生 と高 齢者 、 経 営 者 と労 働 者 は、

痛 み を伴 う緊 縮が 問 題 とな る時 に は 、一 つ の政 治 的 陣営 に ま とめ る こ とは で き ない 。党 大 会 に お け る税 制 改革

をめ ぐる討 議 の 中で 、党指 導 部 は そ の こ と を予感 した。シ ョイ ブ レが動 議 の 説 明 を終 え るや 否 や 、中小 企 業 派

や 労働 者 派 は 、 あれ これ の 緊縮 措 置 に対 して 警 告 した。 これ らす べ ての 集 団 を一 つ に ま とめ るこ とが従 来 の

コー ル の心 理 学的 術 策 で あ っ た。これ に、議 会 外 の ロビ イス トや 野 党 も加 わ る こ とに な る。コー ル とCDUは 将

来 を勝 ち取 るため に 戦 わ ね ば な ら ない 多 くの 戦 線 の 前 に立 た され て い る。こ の戦 いは、財 政 政 策上 の 一 撃 で あ

る売上 税 の 引 き上 げ に よ って、 省 略 され て し ま うか も しれ な い 。有 権 者 は、 様 々 な声 明、 連 立 内 の対 立 、 計

画 、 決議 、 そ の撤 回 と い った こ とに 飽 き飽 き して お り、 行 動 が行 われ る こ とを望 ん で い る。」

SZvom23.Oktober1996;Genera]Anzeigervom23.Okober1996.

(16)CDU内 部 か らの証 言 と して、Vgl,FriedbertPfluger,Ehrenwort.DasSystemKohlandderNeubeginn,

Stuttgart/Munchen2000.

(17)Schmid,op.cit.,S.66;Clemens,TheChancellorasManager,p.34f.

(18)こ の点 に 関 して、FAZ紙 は 次 の よ うに分 析 した。 「ヴ ル フは 同 じ与 党 の 閣僚 に対 して辞 任 を要 求す る とい う

行 動 を とった が 、 も っ と異 常 で あ った の は、 州 側 か らの批 判 に 対 して、 コー ル、 ボー ル(首 相 府 長官)、 シ ョ

イブ レ とい う ボンの 首 脳 が一 斉 に激 怒 した こ とで あ った。ヴル フ の批 判 は ヴ ァ イゲ ル に 向け られ て い る よ うに

見 え なが ら、実 は コー ル 批判 とい う タブー を犯 した か らであ る。・… 彼 らが その よ うに行 動 す るに は い くつ か

の確 か な理 由 が あ る。最 も重 要 なの は、事 実 上禁 じられ て い る こ とに対 す る魅 力 で あ る。コー ル 批判 の タブ ー

化 とい うル ー ル は、党 大会 につ い て も、議 貝 団や 政 府 関 係者 につ いて も強 くあて は ま る。・… 現 政権 は15年 目

を迎 え て コー一ル 自身 へ の 批判 も避 け が た くな って い るが、議 員 団幹 部 か らの 批判 さ え限 界的 な ケー ス と考 え ら

れ、CDUもCSUも 沈黙 した ま まで あ る。誰 もが 細 部 に の み注 目 して い る。 コール が 会議 後 誰 に 話 しか け るか 、

C
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彼 が誰 に 話 させ るか 、彼 が誰 に 意 見 を 訊ね るか 、彼 が 誰 を招 待 す るか 、誰 に 彼へ の 反 論 を許す か とい っ た こ と

の み が気 に され て お り、 この よ うな環 境 に お い ては 、独 立 性 を示 す こ とは 出世 の 妨 げ と な る と考 え られ て い

る。 こ の よ うな状 況 の 下 で は、 コー ル が 聞 きた い こ とに そ ぐわ ないす べ て の 発 言 は、注 目の 的に な る。 ・… こ

の よ うな憂 欝 な状 況 の 下 で は、ヴル フに よる タ ブー の侵 犯 は冷 徹 な計 算 の 下 で の権 力 の 利用 に対 す る誘 惑 的 な

作 用 を持 って お り、 他 の 人 々 に も、 率 直 に 発言 して圧 力か ら解 放 さ れ た い とい う考 え を引 き起 こす もの で あ

る。 ヴ ル フは連 邦 閣 僚 に な りた い とは 思 って お らず 、彼 は す で'に州支 部 長 で あ るの で、 コー ル は彼 を抑 制 す る

こ とは で き ない。 州 を越 え る他 の 目標 は、 彼 に と って コー ル 以 後 の 問 題 であ る。 彼 に とっ て現 時 点 での 利益

は 、現 在 の権 力者 に対 す る自 己主 張 と独 立 性 を 目立 たせ る こ とで あ る。そ の ため に は、他 の ほ とん どすべ ての

人 々 が嫌 って い る対 決 姿 勢 を とる こ とは 、 最上 の 手段 で あ る。」KarlFeldmeyer,DasSchweingebotdes

ParteivorsitzendenKohlwirdnicht】 加gerakzeptierし.WulffverletzteinTabu.KiahlkalkulierterUmgang

mitMachtinderCDU,in:FAZvom23.Januar1997.

(19)FAZvom25.Januar1997.

(20)FAZvom29.Januar1997.

(21)FAZvom4.Februar1997.

(22)GunterBannas,DieCDUindersPD-Krise,in:SZvom4.Fe6ruar1997.

(23)ヴ ァイ ゲ ル蔵 相 は1997年8月19日 に放 送 され た テ レ ビ ・イ ン タ ビュー の 中で 、 「10年 ない し9年 間蔵 相 を務

め れ ば 十分 で あ り、人が 私 に期 待 して い た以 上 の こ とだ。私 は 自分 の 義 務 を果 た して きた し、現 に 果 た して い

るが 、 も う十 分 で あ る。 私 は 自分 が他 の どん な職 責 を も果 たす 能 力 が あ る と思 って い る。」 と発 言 した 。 ヴ ァ

イゲ ル は この 発 言放 送 後 、 大 蔵省 報 道 官 を通 じて、 「自分 は どの 時 点 に お いて も蔵 相 として の在 任 期 間 を特 定

して い な い。自分 は選 挙 民 の 信 託 を実 行 して お り、98年9月 の次期 連 邦議 会 選 挙 後何 が 起 き るかは 選 挙 結果 に

か か って い る。」 とす る声 明 を発 表 したが 、 こ の発 言 は 、 ヴ ァ イゲ ル が蔵 相 辞 任 を望 ん でい る もの と受 け取 ら

れ 、vイ ター 通 信 に も引用 され て 、政 ・財 界 に大 き な動揺 と衝 撃 を与 え た。FAZvom21,Augustl997.

(24)GunterBannas,WaigelsetzetdenKanzlererneutunterDruck,in:SZvom21.August1997.

(25)ド イツ再 統 一 直 後 の1990年10月12日 、当 時 内相 で あ った シ ョイブ レは暴 漢 に 襲 わ れ、それ 以来 車 椅 子 で の生

活 を余 儀 な くされ る よ うに な った。

(26>こ の 点 に 関 して 、 南 ドイ ツ新 聞 は、 政 府やCDU/CSUの 状 況 は 「万 人 の 万 人 に対 す る戦 い」に似 て きて い る

が 、反 乱 の 首謀 者 に な れ る人 物 が 欠如 して い るため に コー ル は なお そ の地 位 を維持 で き るで あ ろ うと し、現 状

をア デ ナ ウ アー 政権 末期 と比 較 しつつ 、 次 の よ うに指 摘 した。 「しか し、 こ う した 類似 性 の 一 方 で、 い くつか

の 重要 な相 違 点 もあ る0コ ー ル は 当時 の ア デ ナ ウア ー よ リ15歳 若 く、ア デナ ウア ー 引 き下 ろ しに激 し く動 い た

FDPは 今 日目に 見 え て弱 体 化 して お り、10%と い った支 持 率 は もはや な く、1994年 連 邦 議 会 選 挙 で見 られ た よ

うに 、5%の 得 票率 を確 保 す るため に は コー ル を必 要 と して い る。要 す るに 、コー ル と共 に うま くや って行 け

るわ け で は ない が 、彼 な しで は うま くや っ て行 け な い。 こ こに コー ルの 強 さが あ る。彼 に対 す る批 判 は 増大 し

て い るが 、彼 に 代 わ る選 択 肢 は な い0与 党 は コール と共 に 戦 って も次 の 連 邦 議会 選 挙 に敗 れ る可能 性 は あ る

が 、彼 な しで は敗 北 す る だ ろ う とい う認 識 を持 っ て い る。コー ル と決別 す る こ とは権 力 と決別 す る こ と を意 味

して い る。」HeribertFrant1,EinKanzleraufZeit,jn:SZvoml.Februarl997.

(27)FAZvom4.und5.FebruarI997.

(28)ド イ ツ再 統 一 に よ る領 土 及 び 人 口の 増 加 か ら、 バ イエ ル ン の地域 政 党 で あ るCSUの 地位 は連 邦 政 治 レベ ル

で相 対 的 に低 下 し、連 邦 議 会選 挙 に おけ る得 票率 もそれ まで の10%前 後 か ら7%余 りへ と低下 してお り、この

こ ともCSUの 警 戒 感 を強め させ る一 因 と な って い た。Clemens,TheCDU/CSU,p.62.

(29)SZvom1.Februar1997.

(30)周 知 の よ うに ドイ ツは 議 院 内 閣制 を とっ て お り、首相 は議 会 で選 出 され るが 、連 邦議 会 選 挙 に 際 しては 、与

`

,
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野党 は そ れ ぞれ 政権 を獲 得 した場 合 に 誰 を首相 とす るか を予 め表 明 して選 挙 に 臨 む こ とが 慣 行 とな って い る。

(31)例 えば・ヴ ル フは政 府の 税 制 改 革案 に対 す る批 判 を行 った 直後 の 新 聞 イ ン タ ビュー で・「私 を含め て100人 の

CDU政 治 家 に質 問 す れば 、 彼 らはす べ て 、 コー ルが 再 び(CDUの)首 相 候 補 とな るべ き であ る と答 え るだ ろ

う。 しか し、彼 は で きる だけ 早 くその 決 断 をす るべ きで あ る。」 と述 べ て い た。WeltamSonntagvom16.

Februar7.997.

(32)FAZvom15.Februar1997.

(33)DPAvom3.Apri11997.

(34)DieZeitvom28.Februar1997.

第9章 連立与党の支持率低下から政権の崩壊へ

(1)コ ール と連立与党の支持率低下

前章において述べたようなコールの指導力に対する批判 と、「行動計画」推進の過程で見 られた

連立与党の内部対立は、コール首相及び連立与党に対す る支持率 の急速 な低下へ とつながって

いった。

政府が1996年1月 に 「行動計画」を発表 して以後、同年半ば までは全体 として コール政権に対

する支持は必ず しも低 くな く、む しろSPDが 政府に対 して積極的な対案 を提示 していないことが

批判される状況にあった。前述したように、「財政緊縮パ ッケージ」に対 しては、野党、労組、教

会、社会福祉団体等によって大規模な抗議行動が展開され、それらの抗議行動は世論の広範な支

持を得たが、1996年4月 時点でのアレンスバ ッハ世論調査研究所の調査によれば、それにも拘わ

らずSPDに 対する評価は傾向的に低下 していると見られていた。この調査によれば、「両大政党の

うち、 ドイツのためによりよい未来を確保できるのはどちらの政党か」 との質問に対する回答は

CDU/CSUが35%、SPDが18%と なって、CDU/CSUの 方が高い評価 を得ていた。 また、「将来、

その政党の重要性が高まってい くか どうか」との質問でも、CDU/CSUに 関 しては、「重要性が高

まってい く」との回答が47%、 「低下 してい く」との回答が26%で あったのに対 して、SPDに 関し

ては、「重要性が高まっていく」が33%、 「低下 してい く」が40%と 、CDU/CSUの 重要性の増大、

SPDの 重要性の低下 という印象が有権者の問にあることが示唆されていた。さらに、「党の 目標に

対する明確 なイメージがあるかどうか」との調査項 目でも、CDU/CSUの イメージが明確 であると

の回答が44%で あったのに対 して、SPDの それは23%に 留まっていた。特に、CDU/CSU支 持者で

同党のイメージが明確 であると答えた人が69%で あったのに対 して、SPD支 持者で同党のイメー

ジが明確であると答えた人は50%に 留まった61)これ らの調査結果から、同世論調査研究所は、国

民の多くが望 ましいことと必要あるいは必然的なことを区別 してお り、将来予想 される現実に

従って各政党 を評価 していると分析 した。それによれば、国民の多数はSPDの 掲げる目標に共感

を寄せてはいるが、同時に、将来現実に起 こりそうなこととSPDの 目標 との間にギャップがある

と見ていた。国民は、根本的な変化の時代にあってSPDが 現実の政治的議論においてはむ しろ保
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守的であり、現状に固執 し、変化 を目指 した目標 を掲げていないという印象を持 ってお り、そこ

か ら未来のための構想 を展開す る能力 という点でSPDよ りもCDU/CSUを 信頼す るようになって

いるのであった。このような分析を行 った同世論調査研究所は、「現在、SPDほ どポピュ リス ト的

な主張を展開している政党はない」 とし、同党は一見国民から広範な支持を得ているように見え

なが ら、CDU/CSUの 方が実際には国民から信頼 されていると結論づけたt20)

同世論調査研究所による1996年8月 の世論調査でも、「財政緊縮パ ッケー ジ」をめ ぐる議論の白

熱化 と共に、 この問題に対す る国民の関心が高 まり、計画の個々の面についての賛否が次第に明

確化 しつつあることが指摘される一方、「政府の財政緊縮計画が必要であると考えるか」との質問

項 目に関しては、「必要である」 との回答が5月 時点での調査 と比較 して44%か ら64%へ と上昇

し、「必要ではない」との回答が29%か ら14%へ と低下 したこと等から、同研究所は次のように分

析 した。

「全体 として、国民の多 くは 「財政緊縮パ ッケージ」の本質的部分は実現されるであろうと予

想 している。 また、国民の多 くは政府の計画以外の可能性はないと考えてお り、SPDの 路線は国

民に とっては不明確である。4月 にラフォンテーヌが発表 したSPDの 対案 を知 っていると回答し

た人は41%の みであり、それが政府の計画よ り優 れているとした人はわずか11%で ある。……

SPD支 持者の多数(63%)も 政府の財政緊縮パ ッケージを必要であると考えてお り、CDU/CSU支

持者では、この比率は81%、FDP支 持者では91%に 上 っている。国民の問では、現在の連立与党

のみが課題を克服する一貫 した力を持っているとい う印象が強まっている。1993年 末の時点では、

差 し迫 った問題 を解決す る能力に関 して、CDU/CSUとSPDは 共に27%程 度で互角の評価 を得て

いたが、現在 ではSPDの 能力を評価する人は12%に 低下 してしまっている。・…・・不人気ではある

が、必要であると見なされていることを主張す る者は、それに対する抵抗 と怨嵯を引き起こすが、

他方で尊敬 と信頼を得 ることがで きる。望)

このような分析を裏付けるかのように、シュピーゲル誌も本稿冒頭で紹介 したように、 コール

の政権運営の安定ぶ りと野党の弱体さを強調す る記事 を掲載 し、SPDが 「財政緊縮パッケージ」

に対 して連邦参議院での多数 を利用 してあくまで も頑強に抵抗するならば、与党側は ドイツでは

制度上極めて困難な解散総選挙 を敢えて行 ってそれを粉砕す るという攻勢に出る可能性があ り、

その場合 にコール首相が再びCDU/CSUの 首相候補 となるのは確実であるとの観測を行 った(.]10ま

た、ディ ・ヴェル ト紙 も、政府に対 して活発な批判 を行 う役割 を果たしているのはSPDよ りもむ

しろFDPで あ り、それによって与党は全体 として活性化 されているとし、「コールは1998年(連 邦

議会選挙)へ の出馬を慌 てる必要は少 しもない。現在、 ドイツ政界において彼の競争相手 となる

人物は存在 しない。」 と論評 した(510実際、 ポリトバロメー ターの1996年8月 調査 でも、「ドイツで

最 も重要な政治家は誰か」 との質問に関 して、コール首相は57%で 第1位 となってお り、ヴァイ

ゲル(30%)、 ショイブレ(15%)と いった政府 ・連立与党幹部だけではな く、ラフォンテーヌ

(26%)、 シュレーダー(27%)、 シャルピング(12%)と いったSPDの 幹部 をも大 きく引き離 し

f

i
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ていた16)0また、1996年 夏にアレンスバ ッハ世論調査研究所に よって政 ・官 ・財のエ リー トを対象

に行われた調査でも、コールが1998年 連邦議会選挙で首相に再選 されることを望む人は63%に 上

り、前年の調査での55%を 上回っていた(7)a

しか し、ラフォンテーヌ党首の下で結束 を回復 したSPDが 多数 を占め る連邦参議 院を拠点 と

し、労組等 とも連携 して 「財政緊縮パッケー ジ」に対する頑強な抵抗を行 い、与野党間だけでは

なく、連立与党内部で も、 どの予算 を削減す るか、 どの税金 を減税 あるいは増税するか、社会保

障制度に対してどこまで構造的な改革 に踏み込むか といった諸問題 をめ ぐって繰 り返 し激 しい対

立が起こ り始め ると、前述 したようなコールの指導スタイルに対する疑問が徐々に広が り、それ

につれて、 コール政権 に対する評価や支持 も急速に低下し始めた。特に、政府 ・連立与党が 「財

政緊縮パッケージ」の諸 目標 を十分実現できないままに予算の財源不足と連帯付加税引 き下げ問

題をめ ぐって危機に陥った1996年 秋以降、本稿第5章 において詳述 したように、連立与党内の亀

裂が深刻なものであ り、連立与党が議会審議等において野党に対 して表面上示 している結束は十

分な共通性によるものではなく、 自らの権力を維持するための異なった選択肢がないがゆえのこ

とであるとする見方が広 まり始めたIS)0これと連動 して、世論調査における一般的な政党支持率で

も、1996年1月 にはCDU/CSU43%、SPD33%と 明確に差があった両大政党の支持率は、10月には

CDU/CSU38%、SPD37%と ほぼ互角になった。政府の活動に対する評価(+5～-5評 価)も 、

1996年1月 時点では一〇.2であったが、10月 には一〇.7、11月には一〇.8という、立法期中最悪の落

ち込みを示 した(90)

さらに、政府 ・連立与党が税制 と年金についての抜本的な改革計画を最終的に決定す る段階 と

なった1997年1月 前後には、:連立与党 内の対立 とコール批判の噴出を背景に、連立与党にとって

の状況はいっそう悪化 した。ポリトバロメータ～調査 では、調査時点でどの政党 を支持するか と

いう一般的な政党支持率調査の他に、有権者の本来の政党選好を反映 し、選挙になった場合の有

権者の行動により近い結果になると言われている 「次の 日曜日に連邦議会選挙が行 われた場合、

あなたはどの政党に投票 しますか。」との質問による調査 も行われているが、この調査では、1996

年全般 を通 じて、CDU/CSUの 支持率は41～44%、SPDの それは32--35%の 範囲で比較的安定的に

推移 していた(10°)しか し、1997年 に入 るとこの状況は急激に変化 し、3月 にCDU/CSUの 支持率が

39%と なって40%台 を割 り込んだ後、コールが首相候補への再立候補 を表明 した4月 にはCDU/

CSU35%、SPD41%と 、両大政党の支持率が完全に逆転するに至った。政府の活動に対す る評価

の調査で も、1997年1月 には一〇.9と立法期中の最悪記録 を再度更新 し、6月 には一1.4と 、20年

以上にわたるポ リトバ ロメーター調査の歴史の中で最悪の記録 となった。首相候補 として望 まし

い人物に関す る調査でも、コール対 シュレーダーの場合、1996年 夏以降、両者の支持率は接近状

態にあったが、1997年1月 に入 るとコール42%に 対 してシュレーダー45%と 初めてシュレーダー

に対する支持がコールのそれ を上回 り、その差は6月 にはコール30%対 シュレーダー60%に まで・

拡大した(lt)0

1
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(2)国 民の閉塞感の高まり

このような政府 ・連立与党に対する支持低下の背景には、連立与党が 「行動計画」の実現 をめ

ぐって混乱に陥る一方で、雇用をめ ぐる状況が一向に改善されないどころか、ます ます深刻化 し

つつあることに対す る国民の苛立ちがあった。本稿冒頭でも述べたように、 ドイツの失業者数は

すでに1994年2月 に400万 人を上回って戦後最高を記録 してお り、1995年には状況はやや沈静化す

るかに見えたが、その後再 び急速な悪化 を示 した。1996年1月 には失業者数は415万 人 と再び400

万人 を突破 し、同年の年 間平均失業者数 も前年 よ り35万人あま り増加 して396万 人 となった(12)a

l997年 に入 ると状況はさらに悪 くな り、1月 と2月 には戦後最悪記録 を続けて更新 し、2月 の失

業者数は467万 人、失業率12.2%と なった。1997年 を通 じた状況 もいっそう深刻 となり、年間平均

失業者数 も約432万 に達 した(13}0同年の社会扶助受給者 も前年比7.1%増 の292万 人 となって、過去

最高を記録 した(14)0前述 したように、1996年 ユ月の 「労働のための同盟」締結の際には、2000年 ま

でに失業者数 を半減させ ることが目標 とされていたが、このようにその後の事態の推移はこの目

標 とはまった く逆の方向をたどり、ついに1998年1月 には失業者数は482万 人とな り、ワイマール

共和国時代の最悪期 と比較されるまでになった(15)0この間、各種世論調査でも、「現在、ドイツに二お

ける重要な問題は何か」との質問に対する回答は、「失業問題」とするものが常に80%を 上回る状

況 となっていた(16)0このような現実 を前にして、最初は2000年 までに失業者を半減 させ るという目

標 を堅持すると繰 り返 し強調 していたコール首相 も次第に態度を消極化 させ、ついに1998年1月

には、「2000年までに失業者数 を半減させ るという目標が もはや達成不可能であるとして も、でき

るだけ多 くの人々に職 とパンを与えることに努力す るつ もりである。」と述べて、 目標達成が失敗

に終わったことを事実上認めざるを得なくなった97)もとより、この 目標は政府 と労使共同のもの

とされていたが、その失敗 は 「2年 前、 コールは失業者数の半減を約束したが、達成できたのは

信頼の半減である。」といった形でコール政権の公約違反 として非難され、政府に大 きな打撃 を与

えた(18)0

第5次 コール政権の下で、政府 ・連立与党からは国民に大 きな犠牲を強いる 「行動計画」が提

示されたにも拘わちず、このように雇用状況が戦後最悪の記録 を次々 と塗 り替えていき、 しかも

少な くとも外見上はコールが強いイニシアティヴを発揮しないままに 「行動計画」の実施が中途

半端に終わって しまったことに対 して、国民の間には閉塞感が急激に強 まった。

このような状況の悪化 を背景 として、税制改革法案に関す る両院協議会での交渉決裂が避けら

れない見通 しとなった1997年7月 半ばに発表されたアレンスバ ッハ世論研究所による調査結果に

よれば、「議会の全政党に対 して失望 している」 と答 えた人が46%に 達 し、「議貝は第一に国民の

利益 を考えている」答 えた人は旧西独地域で24%、 旧東独地域で14%と 、戦後最低の結果 となっ

た99に の結果に対 して、同研究所は、「高失業率の継続 と連邦参議院による政治的改革のブロック

は、国民の間に次第に麻痺 と停滞の印象 を引 き起 こしている。 また、国民はその職務から行動 し
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なければならない人々にその第一義的責任があると考えてお り、与党の人気は最低線に達 してい

る。野党は与党の弱体 さから利益を得てお り、前回連邦議会選挙1年 前の1993年 と同様に有権者

からの支持を得ている。 しか し、政権交代への熱の高まりには欠けてお り、国民の圧倒的多数は

政権交代に期待 していない。… ・一般の人々には理解 し難 く、政党の戦術によって左右 される延々

とした交渉は、個別の政党ではなく、すべての政党や政治システムに対す る国民の信頼を堀 り崩

している。」と分析 したcza)0

また、両院協議会での交渉決裂直後のlnfratest-dimapに よる世論調査で も、与野党にとって改

革が実際に重要であると答えた人は14%の みであ り、回答者のうち51%は 、与野党が実際には税

制改革に関す る合意に関心を持っていなかったとす る強い不信 を示 した(zi)0さらに、税制改革法案

に関する第2回 目の両院協議会手続 きが失敗に終わった9月 末のポリトバロメーバー調査でも、

税制改革の失敗に対 して連立与党に主たる責任があると答えた人が19%、 野党側に主たる責任が

あると答えた人が18%で あったのに対 して、与野党共に責任があると答えた人が58%に 上ったizz)0

このような状況に対 して、ゲネラル・アンツァイガー紙は、「連立与党は野党がブロックを行って

いると非難 し、野党は連立与党が自ら進んでブロックに陥っていると主張 している。本当は誰が

誰をブロックしているのだろうか。答えはまった く簡単である。政治家が ドイツの産業立地 経

済、必要な投資、そして何よりも雇用をブロックしているのである。」と批判 して、国民の間にあ

る政党に対する強い不信感 と閉塞感を強調 した(23)0また、ディ ・ツァイ ト紙 も、「展望のない国家、

ヴィジョンのない政党、CDU/CSUに 代わる選択肢の欠如、人物のいないSPD、 記録的失業率。こ

れが、世紀の転換、産業の変革、世界的な競争、EUの 拡大 と深化を前に した ドイツの現状である。」

と悲観的な見方を強調 した(29)0

このような不信感 と閉塞感は、上記の世論調査か ら明らかなように、基本的には与野党双方に

共に向け られたものであったが、連邦議会選挙が近づ くにつれ、そのような閉塞感の打破に対す

る願望は、次第にコール長期政権の下での停滞 とい う批判につなが り、与党に とって不利な情勢

を作 り出していった。

前述 したように、コールの首相候補再立候補表明は彼 自身やCDUに よる周到な準備の末になさ

れたもの というより、連立与党内の動揺 を沈静化 させ るべきであるとい う圧力の高ま りを受けて

行われたものであり、彼の再立候補に対する支持 も、彼の政策上の成果、特に内政面でのそれ を

評価 しての ものというよりは、党内で圧倒的な力を持つ彼以外には首相候補 となれる人物が事実

上いないという消極的選択によるものであった。 それゆえ、コールの再立候補表明は連立与党内

の状況を短期的には安定させたものの、世論の動向を一転させ るにはほど遠か った(25)0むしろ、こ

の時点で政権担当期間が15年 近 くとなっていた彼に対 してY「コ～ル首相はすでに現在で も、首相

や党首 といった存在 を越えて過去の時代の記念碑のような存在である。」とす る見方はいっそう強

まり、コール首相が再立候補を表明するや否や、それがCDU/CSUの 若い政治家たちにも当然 と思

われていることは、「大きな樫の木の下では若木は育 たないとい う諺を実証す るもの」であり、コー
し
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ルの再立候補 はCDU内 の停滞状況 を象徴す るもの との論調が強まった(26}0また、連邦参議院におけ

るSPDの ブロック戦術 を非難 し、連立与党のみがこの野党現状維持派のブロックを打破 して経

済 ・雇用状況を改善 し、未来への道 を切 り開けるとす る政府 ・与党の主張に対 しても、「現在の ド

イツ社会のすべての問題に関す るコールの悲嘆は、一一体誰が この15年 間統治を行ってきたのか と

いう事実 をほ とんど忘れさせるようなものである。」との指摘がなされ(27)財政赤字、景気後退、大

量失業、社会保障関係費の膨張等はすべてコール政権の下で有効 な対策がなされないままに悪化

の一途を辿ってきた問題であるとの批判が強まった。

野党やマス ・メディアによるこうした批判 と連動 して、CDU内 でも、首相候補問題が事実上確

定 しているはずであるに も拘わらず、州支部長や州議会院内総務 クラスの中堅幹部を中心に、再

びコールの指導力に対する疑問の声が挙がるようになった。彼 らは、 コールがもはや内政の詳細

についての知識を持ち合 わせておらず、「世界的政治家の夢想郷」に住んでいると批判 し、コール

に対 して、今 こそ内政の建て直 しに積極的に取 り組むべ きであると要求 した(28)0コール自身がlgg8

年春 に 「内政に もっと集中するつ もりである」 と表明したことは、このような批判 を意識 してい

ることを裏付けるものであった(ze)0しか し、前述 したように、このような批判は1989年 当時のよう

に彼を追い落 とそうとす る権力闘争の一環ではな く(3°)むしろ、コール という党の安定の中枢が動

揺 し、それが失われた後に起こることに対する不安の表現であったことが、事態の深刻 さを物語っ

ていた。

これに対 して、CDU首 脳は外交面でのコール首相の実績 を強調 し、間近に迫った経済 ・通貨統

合やEU拡 大が コール首相抜 きでは成功し難いことを有権者に訴えることによって、支持を回復し

ようとした。実際、 ドイツ統一は 「どのような歴史家 もコールか ら取 り上げることができない」

大 きな業績 と評価されてお り、 コールは今や 「欧州統合に関する欧州における第一人者」 と目さ

れていた(31)0コール首相 自身、「経済・通貨統合は 『欧州 という家』の一部であり、今私が考 えるよ

うな形で欧州統合を進めておかない限り121世 紀は ドイツ人 と欧州の諸国民にとってすばらしい

世紀にはならない。」 と述べて、経済 ・通貨統合の実現に強い意欲 を見せていた(320)しか し他方で

は、 ドイツを含めたEU各 国の多 くが通貨統合のための収敏基準達成に苦慮 してお り、経済・通貨

統合の第三段階が1999年 か ら実施できるか否かは微妙であ り、それが失敗 した場合、マルク投機

が起こる可能性が指摘 される等、不安定な状況にあった。 こうした不安定な現状に対 して、連立

与党は選挙が近づ くにつれてコール首相を 「安定の象徴」 として有権者にアピールする戦術を強

化 し、 ドイツ統一や欧州統合にたびたび疑問を呈 して きたSPDが 政権に就いた場合、通貨統合が

失敗 して大 きな混乱が起 こるとの警告 を繰 り返 した。事実、 コール首相による次期首相候補立候

補表明に対する近隣諸国か らの反応も、これによって ドイツにおける不安定な状況の深刻化が回

避され、通貨統合実現の可能性が高まるであろうとす るものが大半であった(33)0

このような連立与党の戦術に対 して、ディ ・ヴォッへ紙は、コール首相が 「左翼同盟」に対す

る戦いにおいて、通貨統合及びそれ と結びついた自らの財産 と未来に対す る市民の不安 という「新

i
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たなジョーカー」を見つけだ したとして・以下のように論評 した。

「コールはこのような不安 を取 り去ると称することができる。…… 『私は欧州で最 も著名な政

治家である・私は最 も大 きな影響力を持っている・私は自らのライフワー クを損なうようなこと

はしない。私は通貨統合 を望んだ・私はユー ロをマルク同様強い通貨にす るだろう・ドイツはユー

ロと共に以前 よりも有利な立場に立つであろう。 しか し、これらすべてのことは、私が再選され

ればという条件つ きである。』 こうして、通貨統合 に対す る不安は政府 を強化することができる。

コールと共にのみ悪い結果は避け られるというわけである。SPDと 緑の党がそれと競 り合 うのは

困難であろう。(3d)

しか し、通貨統合に対する国民の不安は大 きかったに も拘わらず、実際の事 態は連立与党側が

期待したようには変化 しなかった。確かに、各種世論調査でも、緊張緩和、 ドイツ再続 一、欧州

統合をコール首相の業績 とする見方は圧倒的であり、彼が外交面で果たした役割は国民か ら高 く

評価されていた。また、欧州統合 を推進す る能力 とい う点でも、CDU/CSUはSPDよ りはるかに高

い評価を受けていた135)aさらに、通貨統合に関 しては、 ドイツ国民の6割 以上 はマルクに代わって

ユーロが導入されることに対する不安 を表明 してお り、その大 きな理由はユーロの安定性に強い

疑問が抱かれていたことにあったcss)0しか し、このようにユーロに対 して強い疑問を抱いていたに

も拘わらず、70%以 上の人々は、実施の延期があるとしてもいずれユpが 導入されるのは確実

であると考えてお り、次期連邦議会選挙でどのような政権が選ばれて も、その速度に相違こそあ

れ、通貨統合の実現 自体については、現時点ではもはや後戻 りはあ り得ない と見ていた。事実、

内部での個別的な反対はあったものの、野党も含めて主要政党はすべて公式の路線 としては通貨

統合賛成を掲げてお り、 この問題が与野党間の争点 となることはもはやあ り得 なかった(37)a

積極的に賛成はしていない ものの、通貨統合実現の方向性については確定済みのもの と見なす

この心理か ら、世論調査におけ る 「ドイツに とって重要な問題は何か」 との質問項 目に対する回

答では、「通貨統合問題」とするものは数パーセン トと非常に低 く、世論の圧倒的な関心は、む し

ろ通貨安定の基礎 たる財政 ・経済力と、雇用の問題に向けられていた(38)0しか し、まさにこの点に

おいて、コール首相に対する評価は急速に低下 してお り、彼がユーロ実現の立て役者ではあって

も、それに安定 をもたらす人物であるとは考 えられな くなりつつあった。 もともと、コール首相

の財政 ・経済政策面での評価は外交政策面のそれに比べて低かったが(39)政府が 「行動計画」を十

分に実現できなかっただけではな く、通貨統合 の収敷基準達成のために連銀資産の評価替 といっ

た提案 を突然行 ってシュ トイバー ・バ イエルン州首相のような与党側の人々か らも強 く批判され、

政府の財政政策や蔵相の信頼性を大 きく損なったことは、国民の不信感 をいっそう強めた。

このような財政 ・通貨 ・経済政策面での コール政権 に対する不信感は、 これ らの政策分野に関

するCDU/CSU自 体 の能力評価の低下 をももたらした。従来、選挙において多 くの国民がCDU/

CSUを 支持 してきた主要な理由の一つは、同党がこれらの政策分野において優れた実務能力 と業

績を持っているとの評価に基づ くものであった。その歴史的根元は第二次大戦後の通貨改革や経
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済復興期にあり、エアハ ル トの名はそれを象徴す るものであった。それ以来、CDU/CSUは 二度の

大戦によって疲弊 した国民に安定 した通貨 と急速な経済成長 をもたらした政党であるとい うイ

メー ジを維持 してきてお り、1996年 秋の段階の世論調査で も、この傾 向に変化はなかったiao)0しか

し、第5次 コール政権後半における政府の活動に対する評価の低下 と連動 して、財政 ・経済政策

面でのCDU/CSUに 対す る評価 も次第に低下 し、1997年6月 のポ リトバロメーター調査 では、

「SPDの 方が経済問題 を解決す る能力がある」とする回答が22%と 、CDU/CSUの19%を 上回るに

至 り、CDU/CSUの 能力が相対的に高 く評価 されてきた分野で もSPDが 逆転するに至った。ただ

し、この調査でも、「どちらの政党にも能力がない」とする回答が32%を 占めてお り、SPDに 対す

る評価が上昇 したというよりは、政党全体 に対す る不信感の中でCDU/CSUに 対す る評価がより

低下 したことを示 していた(41)0このような傾向はその後 もいっそ う明確 となり、1998年 春の地方紙

による共同調査 では、「雇用創出」、「ドイツの産業立地確保」、「未来に対する対処能力」のすべて

の点で、SPDの 方がCDU/CSUよ り優れているとす る回答がCDU/CSUを 支持す る回答を十数

パーセン ト上回るようになった(9210これ らの分野におけ る評価の低下 と平行 して、「政権 交代が望

ましい」 と答える回答者の比率 も、税制改革の失敗が明らか となった97年 夏以降、70%前 後の値

を示す ようになり、「望 ましくない」 とする回答をはるかに上回るようになった14370

このように、CDU/CSUは 、通貨統合に対 して不安 を抱 く国民が安定 を求めて実績のあるコール

首相への支持を強めることを期待 したが、実際には、国民は欧州統合に関するコールの実績 より

も、通貨安定の基礎 となる国内政策の諸分野における政府・連立与党に対す る不信感を強 く示 した。

確かに、CDU/CSUの 期待通 り、1998年に入 ると、ドイツが通貨統合参加の条件 として最 も注目

されていた財政赤字基準 を達成 したことが確認され、5月 には通貨統合参加国 も最終的に決定 さ

れた。 また、それと共に、世論調査において通貨統合に肯定的な立場 を表明する人の比率 も上昇

していった。これに対 して、コール首相は 「有権者は現在の ドイツの首相が欧州政策のためにい

かに重要であるかを認識できたであろう。」と誇らしげに語った(49}0また、輸出の好調 と選挙の年に

向けての政府の景気刺激策等の効果によって、1998年 春以降、経済状況が改善 しつつあるとの雰

囲気が次第に広 まり始めた。政府が1998年3月 に発表 した年次経済報告では、同年の経済成長率

予測は2.5～3.0%と なり、年平均失業者数に関 しても、前年 より20万人程度減少 して、経済 ・雇

用状況は好転す るとの楽観的な予測がなされた195)0実際にも、1998年 第1四 半期の成長率は3.8%

と高い値 を示 した(d6)0主要経済研究機関の予測はこれほど楽観的ではなかったものの、景気が拡大

基調にあ り、失業者数が低下傾向を示すであろうとい う点に関 しては同様の方向を示 していた97〕

2月 にピークに達 した失業者数 も春か ら夏にかけて大幅に減少 し、経済界もこれを歓迎す る声明

を発表 した(48)0

他方、1998年3月 には、緑の党が党大会において、ガソリン価格を10年 間で1リ ッ トルあた り

5マ ルクにまで引き上げるという環境税改革案 を含む連邦議会選挙綱領 を採択 して国民か ら強い

批判 を浴びた(49)0緑の党のこのようなラディカルな主張に対 しては、同党の現実的な政治的力量に

1
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対する疑問の声が広が り、「緑の党はコール首相の希望の星 となった。」 と椰楡された(5°10このた

め、緑の党は5月 に公表 した選挙綱領の要約版では、ガソリン価格引 き上げの具体的数字を削除

せ ざるを得なくなった151)さらに、4月 末のザ クセン ・アンハル ト州議会選挙後、SPD同 州支部は

CDUと の大連立形成 を望む党本部の意向に反 して、同州においてPDSの 閣外協力に依存する少数

派政権 を継続す る方針をとったま2}CDU/CSUは これを、SPDが 「極左政党」であるPDSを も利用

して政権 を獲得 しようとしている証拠であると非難し、9月 の連邦議会選挙は 「中道派連立」で

ある現連立与党 とSPD、 緑の党、PDSか ら成る 「左翼陣営」の間での 「方向決定の選挙」になる

であろうと主張 して、1994年 連邦議会選挙で効果を発揮 した 「陣営選挙戦」を再び展開する姿勢

を強めた騨 これら政府 ・連立与党に有利な状況の変化 を背景 として、1998年 夏には連立与党、特

にCDU/CSUに 対する支持が急速に回復 しつつある との世論調査結果が公表されるようになっ

た(5410

しかし、このような支持の回復は、現政権の新たな積極的な政策イニシアティヴや、野党側の

大きな失点に基づ くものではなく、16年 近 く政権から遠ざかってお り政権担当能力と方向性の不

確かなSPD政 権 よりも 「コールの方が より小さな悪である」 という動機付けに基づ くものであっ

たたため、1996年 秋以降大幅に低下 した支持率 を逆転 させ るだけの力強さに欠けていた(5510むし

ろ、選挙直前になっても、コールか らショイブレCDU/CSU院 内総務への選挙後の首相 ・党首職の

継承時期 を予め明 らかにしてお くことによって変化に期待 している有権者か らの支持を得 ようと

する動きが連立与党内から繰 り返 し出る等、コール政権に対する強い信頼は、一般有権者の問で

はもちろんの こと、連立与党内部でもついに回復 されなかった(5b)0こうして、1998年9月 の連邦議

会選挙直前まで、連立与党側の追い上げによる接戦が伝えられたものの、最後 まで決定的な情勢

の変化は見 られず、結果的には選挙は野党側の地滑 り的な勝利 となり、ほぼ16年 にわたって続い

たコール政権は、まさに瓦解 と言ってよい最後を迎えたのであった。

(1)RenateKbcher,RuckwartsgewandteFortschrittspartei.DieSPDverliertdieAuraderReformpolitik,in:

FAZvom15.Mai199&.

(2)Ebd.

(3)Dies.,DieSparmaQnahmen:unpopularandnotwendig,DerProtestbrichtsickandemRealismusder

Bevolkerung,in;FAZvom11.September1997.

(4)DerSpiegel,Nr.30,1996,S.23f.な お、基本 法 で は連 邦 議会 の解 散権 は大 統 領 に の み与 え られ て お り、大統 領 が

解 散権 を行 使 で きる の は以 下 の二 つ の 場合 で あ る。

① 連 邦議 会 での 首相 指 名選 挙 を3回 行 って も議 貝 総 数 の過 半 数 の 票 を得 る候 補 者 が い ない 場合 、大 統 領 は7日

以 内 に最 多得漂 を得 た者 を首 相 に 任 命 す るか 、 連 邦 議会 を解 散 しな けれ ば な らな い。(基 本法 第63条4項)

② 連 邦 議会 に お い て首 相 に対 す る信 任 動 議が 議 員 総 数 の過 半 数 の 同意 を得 られ な い場 合 、大 統領 は首 相 の提 案

に 基づ い て、21日 以 内に議 会 を解 散 す る こ とが で き る。(基 本 法 第68条)

これ らの規 定 か ら読 み とれ る よ うに 、どち らの場 合 も大統 領 は必 ず し も議 会 を解 散 す る必 要 は な く、① の場 合

は 議会 で最 多得 票 を得 た者 を首 相 に 任命 す るこ とが で き、 ② の 場合 は首 相 の提 案 が あ って も議 会 を解 散せ ず 、
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信 任動 議 の 否 決 に も拘 わ らず 、後 継首 相 を明示 した建 設 的不 信 任 案 が 可 決 され な い 限 り首 相 を留 任 させ るこ と

が 可 能 で あ る。

戦 後 西 ドイツ及 び再 統 一 後 の ドイ ツの 歴 史 を通 じて、実 際 に連 邦 議 会 の解 散 が行 われ たの は、プ ラ ン ト政権

と コー ル政 権 の下 で の2回(1972年9月22日 及 び1983年1月6日)だ け で あ り、 い ず れ も② の手 続 きに ょっ て

い る。プ ラ ン ト政 権 の ケー スで は 、当時 同 政権 が推 進 して い た東 方 外 交 に対 して 反対 す る与 党議 貝 の 一 部 が離

党 あ る いは 野 党へ の鞍 替 え を行 っ た結 果 、与党 が連 邦議 会 で の過 半 数 を失 うに至 った こ とか ら、政 府 が 議会 に

お け る安 定 した 基盤 を 回復 す るため 、信 任動 議 を否 決 させ る とい う形 で 議会 の解散 と選 挙 が 行 わ れ た。コー ル

政権 の ケー スで は、SPDとFDPの 連 立 が 崩壊 して シュ ミッ ト首 相 に 対 す る信 任動 議 が 否 決 さ れ た後 、議 会 は解

散 され な い ま ま建 設的 不 信 任案 に よって コー ルが 後 任 の 首相 に選 出 され 、CDU/CSUとFDPに よ る新 た な連立

政権 が発 足 した。 しか し、 コー ル は この選 挙 に よ らな い政 権 交 代 に対 す る国 民 の信 任 を改 め て問 うた め 、首相

就任 後 自らに 対 す る信 任 動 議 を提 出 し、それ を故 意 に可 決 させ な い と い う形 で議 会 の解 散 を実 現 した。Presse.

andInformationszetrumdesDeutschenBundestages(Hrsg.),DatenbuchzurGeschichtedesDeutschen

Bundestages1949bis1982,Baden-Baden1984,S.411ff.;VerwaltungdesDeuschenBundestages,Abteilung

WisssenschaftlicheDokumentation/ReferatPublikationen(Hrsg.),DatenbuchzurGeschichtedesDeut-

schenBundestages1980bis1987,Baden-Baden1988,5.357ff.;Ders.,DatenbuchzurGeschichtedesDeut-

schenBundestages1983bis1991,Baden-Baden1994,S.128,460ff.

(5)Martin5.Lambeck,QuadraturdesKreises,in:DieWeltvom23.Juli1996.

(6)ForschungsgruggeWahlene.V.(Hrsg.),PolitbarometerO8/96.MonatlicherepresentativeUmfrage,

Mannheim1996.

(7)DieWeltvom25.Juli1996.

(8)本 稿 第5章(4)参 照 。

(9)PolitbarometerO1/96,10/96.

(10)Politbarometer12/9fi.

(11)PolitbarometerO1/97,03/97,04/97,06/97.

(12)Jahresgutachten1997/1998(本 稿 第1章 註(1)),S.292;FAZvom9.Februar1996.

(13)FAZvom7.Februar1997;FAZvom7.M益rz1997;FAZvom9.Januarl998.

(14)FAZvom20.August1998.

(15)FAZvom9_Februar1998.

(16)例 え ば、1997年1月 の ポ リ トバ ロ メー ター 調 査 で は、「ドイ ツに お い て最 も重要 な問 題 は何 だ と思 い ますか 。」

との 問 い に対 す る回 答(二 つ ま で選 択可)は 、 「失 業」82%、 「年 金 ・高齢 者 問題 」18%、 「税 金 」11%、 「庇 護

権 ・外 国 人 問題 」10%、 「社 会 的給 付 の 削減 」7%、 「環 境保 護」7%、 「政 治倦 怠 」6%等 とな って い た。Polit-

barometerO1/97.

(17}FAZvom10.1anuar1998.

(18)SZvom12.Januar1998.

(19)RenateKt3cher,DieZweifelwachseninOstandWest.ArbeitslosigkeitandReformblockadenunter-

minierendasVertrauenindiepolitischeandwirtschaftlicheOrdnung,in:FAZvom16.3uli1997.

(20)Ebd.

(21)DieWeltvom6.August1997.

(22)PolitbarometerO9/97.

{23)GeneralAnzeigervom27.September1997.

{24)DieZeitvomIO.Apri11997.
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(25)コ ー ルが 首相 候 補 へ の 立候 補 を表 明 した直 後 に行 わ れ たEmnidに よ る世 論 調査 で は、CDU/CSUが コー ル を

首相 候 補 に した場 合 に1998年 連 邦'議会 選 挙 で勝 利 す る可 能 性 が 最 も高 くな る と回答 した 人が62%で あ った の

に対 して、他 の候 補 者 の 方 がCDU/CSUに とっ て有 利 で あ る と答 え た 人 は28%に 留 ま っ た。 しか し、こ の結 果

は 、コー ル がCDU/CSUの 首 相候 補 者 として は 最適 で あ る こ とを示 して い て も、彼 の 立 候 補 が必 ず し も国民 多

数 か ら支 持 され て い る こ とを意 味 して い る とは言 えな か っ た。例 えば 、1997年4月 の ポ リ トバ ロ メー ター 調 査

で は、 コー ル の立 候 補 を支 持 す る人 が45%、 支持 しな い人 が52%と 、彼 の 立候 補 が 国 民 一般 か ら支 持 され た と

は 言 え な い結 果 とな っ た。DieWeltvoml2.April1997;PolitbarometerO4/97.

(26)GunterBannas,Kohlhatgesprochen,in:SZvom4.Apri11997.

(27)HansWernerKilz,EineAlternative-trotzallem,11コ:SZvomS,November1997.コ ー ル は1998年 連 邦議 会 選

挙 直前 に、SPDの 首相 候 補 とな っ た シ ュ レー ダ ー ・ニー ダー ザ クセ ン州 首 相 の業 績 を批 判 して、 「首相 の座 に

就 こ う とす る者 は 、 『これ まで君 は 何 を して き たの か 。』 とい う問 い に答 え なけ れば な らな い。」 と指摘 したが 、

選挙 前 の状 況 か ら して 、 この指 摘 は コー ル 自身に も跳 ね返 って くる もの で あ っ た。FAZvom7Juli1998.

(28)DieWeltvom12.Juli1997.

(29)FAZvom4.Marz1998.

(30)こ の点 に つ い て は本 稿 第8章 註(7)参 照 。

(31)GeneralAnzeigervom29.Oktober1996.

(32)1996年10月31日22時15分 か らZDFテ レ ビで 放送 さ れ た 「14年 と1ヶ 月 と1日 」と題 す る コール 首 相 に対 す る

イ ンタ ビ ュー 番 組(イ ン タ ビュ アー は ヨハ ネ ス ・グ ロス)の 中で の発 言 。

(33)コ ー ルの 首相 候 補 立 候補 表 明 直 後 、 ドイ ツの メテ ィア は国 外 の反 応 を一斉 に報 道 した が 、それ に よれ ば 、タ

イム ズ紙(イ ギ リス)は 、 「コー ル の 決 断 に よ っ て、 ドイツが 通 貨統 合 と連 邦 的欧 州 へ の 関心 を失 う とい う可

能性 は排 除 され た。」 と報 じた。 ま た、 フ ィ ガ ロ紙(フ ラン ス)は 「コー ル の 願望 は ドイ ツ統一 と欧 州統 合 の

建 設者 と して歴 史 に名 を残 す こ とだ け で あ る。(通 貨 統合 が 完 成 す る)2002年 はマ ー ス ト リヒ ト条 約 の 日程 上

か らだ け では な く、 コー ル の任 期 か ら定 め られ た もの で あ る。」 と論 評 し た。 さ らに、 ラ ・レプ ブ リカ紙(イ

タ リア)は 「数 ヶ月前 か ら、 ドイ ツ と全 欧州 は コー ル の発 言に 注 目 して き た。数 ヶ月前 か ら、通 貨 統合 は 眠 り

姫 の よ うに王 子 の キ ス を待 っ て い た。彼 だけ が 、ユ ー ロの 誕 生 につ い て の疑 念 を払拭 す る こ とが で き た。コー

ル は今 や それ を行 い、 眠[)姫 は 目覚 め 、 欧州 とい う舞 台 の 中央 に 戻 っ た。」と評価 した。SZvom5.April1997 .

(34)DieWochevom15.1.1998.

(35)n-tvテ レ ビの委 託 でEmnidが1996年9月 一一10月に行 った 調 査 で は 、 どの 政 党 が 欧州 統 合 を推 進 す る力 を

持 って い るか との 質問 に対 して、 「CDU/CSU」 とす る回 答 が60%で あ っ たの に 対 して、 「SPD」 とす る回答 は

16%の み で あっ た。ま た、コー ルの 業 績 は何 か との 質 聞 に対 して最 も多か った 回答 は「ドイツ統 合 と欧州 統 合 」

(75%)で あ り、それ に 次 いで 多か ったの は 「欧州 に お け る緊 張緩 和 」(69%)で あ っ た。SZvom28、September

1996;DieWeltvom25.Oktober1996.

(36)1997年1月 の ポ リ トバ ロ メー ター 調 査 で は、 「マ ル クがユmに 切 り替 え られ るこ とは よい こ とで あ る」 と

答 え た 人 は30%だ け で あ った の に対 して 、 「悪 い こ とで あ る」 と答 え た人 は66%に 上 っ た。 この よ うな懐 疑 的

な見方 の主 要 な理 由は ユ ー ロの 安 定 性 に対 す る疑 問 で あ り、 「ユ ー ロが 比 較 的安 定 す るだ ろ う」 と答 え た 人は

18%で 、 「安 定 しな い だ ろ う」 と答 えた 人 は75%で あっ た。 この よ うな傾 向 は その 後 も大 き く変 化せ ず 、1998

年3月 の調 査 で も、 ユ ー ロ導入 反 対 派 は62%、 賛 成 派 は32%で あ っ た。PolitbarolneterO1/97,03/98.

(37)ユ ー ロ に対 す る懐 疑 的 な 見方 の 広 が りに も拘 わ らず、 上 記 の1997年1月 の ポ リ トバ ロ メー ター調 査 で は、

「ユー ロが 実 施 さ れ る こ とは確 実 で あ る」 と予 想 す る人 は78%に 達 して い た
。 た だ し、80%あ ま りの 人々 は 、

計 画 の実 施 が延 期 され るだ ろ うと見 て い た。 この よ うな傾 向 もそ の後 大 きな 変化 を示 さ なか っ た。Ebd.

また、1998年4月23日 に は、連 邦 議会 で1999年1月 か らの通 貨統 合 第 三 段 階 の開 始 を認 め るか 否 か につ ての

「
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最 終的 な採 決 が行 われ た が 、 この 決 議 に反 対 した の はPDSの み で あ っ た。FAZvom24.Aprill998.

(38)収 敷 基 準 問題 が 先 鋭化 した97年6月 の ポ リ トバ ロメー ター 調査 調 査 で は、 「ドイツ に とって の重 要 な問 題 は

何か 」 との調 査 項 目で 「通 貨 統 合 問題 」 は2位 と な ったが 、 それ で も、 そ の 比率 は15%で あ り、 そ れ に対 し

て、1位 の 「失 業 問題」 は84%を 占め て い た。PolitbarometerO6/97.

(39)上 記 のEmnidに よ る1996年10月 の調査 で は、 外 交 面 で の コー ル に対 す る評 価 が高 か っ た のに 対 して、 「コ～

ル が ドイ ツの 経済 力 の 強化 に あ まh,あ る いは 全 然寄 与 して い な い」と答 え た人 は56%で あ り、社 会 政 策 の分

野 で の コー ル の業 績 を評価 しな い人 は71%で あ っ た。DieWelt,op.cit.

(40)1996年11月 の ポ リ トバ ロ メー ター 調査 では 、経 済 問 題 に対 す る対処 能 力 につ い て、「CDU/CSUの 方 が 優 れ て

い る」とす る回答 が30%で あ っ たの に対 して 、 「SPDの 方 が 優 れ て い る」とす る 回答 は16%、 「どち ちに も同様

の能 力が あ る」とす る回答 は19%、 「ど ち らに も能 力は な い」とす る 回答 は31%で あっ た。Politbarometerll1

96.

(41)PolitbarometerO6/97.

(42}GeneralAnzeigervom7.Marz1998.

(43)PolitbarometerO8/97.

(44)FAZvom28.Februar1998;FAZvomS.Mai1998.

(45)BundesminlsteriumfUrWirtschaft,DenAufschwungvoranbringen-Arbeitspl益tzeschaffen.Jahreswirt-

schaftsberichtderBundesregierung'98,Bonn1998,S.114,f.,143,145.

(46)FAZvom18.August1998_

(47)1998年5月 の主 要 経 済研 究 機 関 に よ る予 測 で は、 同年 の 実 質経 済 成 長率 は若 干 下方 修 正 され た もの の2.6%

と予 測 され 、年 平均 失 業 者 数 も前年 の432万 人か ら422万 人へ とわ ず か に減 少 す るで あ ろ う とされ て い た。FAZ

vom13.Mai1998.

(48)1998年9月 には 、失 業 者 数 は396万 人 とな っ て、1996年11月 以 来 ほぼ2年 ぶ りに400万 人 を切 っ た。FAZvom

7.Oktober1998,

(49)緑 の 党 は1998年3月 に他 の政 党 に先 駆け て 、同年 の連 邦議 会 選 挙 に 向け た選 挙 綱領 を決 定 した。その 中 心 の

一 つ とな った税 制 政 策 に お い て は
、 同党 は環境 ・社 会 的 税 制 改 革 を通 じてエ ネ ル ギー消 費 に対 す る課 税 を 高

め 、その 税収 に よ って社 会 保 険 等 の賃 金 付 随 コス トを引 き下 げ るべ きで あ る と主 張 した。この環 境 税 改 革案 で

は、具 体 的 に は 、ガ ソ リンに 対す る鉱 油税 を初 年 度11ノ ッ トル あ た り50ペ ニ ヒ引 き上 げ 、次 年度 以 降 毎 年30ペ

ニ ヒず つ 引 き上 げ るこ とに よ り、ユ0年後 には ガ ソ リン価 格 を ユ リ ッ トル あ た り約5マ ル ク とす るこ とが 提案 さ

れて い た 。FAZvom9.Marz1998.

(50)FAZvomlOMarz1998.

(51)FAZvom15.Mai1998.こ の他 、1998年3月 の緑 の 党 党大 会 では 、 連邦 軍 の 国 外派 遣 問 題 に 関 して も、党 執

行 部 が ボ スニ アへ の 派遣 の よ うな平 和 維 持 活動 へ の 参 加 を例 外 的 に認 め 、将 来 の連 邦 軍 の 国外 派 遣 に関 して

は、 緑 の党 連 邦 議会 議 貝 団 に よ るケー ス ・バ イ ・ケー ス の判 断 に一 任 す る とい う妥協 案 を提案 したが 、275対

274の1票 差 で この案 は否 決 され 、連 邦 軍 の 国外 派 遣 を一 切 拒 否 す る とい う原 理 主義 派 の 強硬 案 が 可 決 され た。

これ に対 して 、 南 ドイ ツ新 聞 は、 「成 熟 の証 明 の失 敗 」と題 す る社 説 で 、 この 決定 を次 の よ うに批 判 した。 「多

くの無 党 派層有 権 者 は、緑 の党 の非 現 実 的 な社 会 政策 は大 目に 見 るだ ろ う。結局 の とこ ろ、政 党 の 綱領 は教 理

問答 集 で は な く、賞味 期 限 つ きの餌 で あ る。 しか し、外 交政 策 に お い て は、緑 の党 の分 裂 した魂 や 、か つ て の

青 年 運 動 と、得 票 を最 大 化 し与党 に な ろ う とす る政 党(と しての 現 在 の緑 の党)と の間 の分 裂 を克 服 す る とい

う能 力が なお 欠如 してい る とい うこ とが 、明 らか に な っ た。80年 代 の 緑 の党 の 若 者が50歳 台半 ばに な っ た よ う

に 見 えて も、成 熟 し た証 拠 は 十分 では な い。」JosefJoffe,VerfehltesReifezeugnis,in:SZvom10.Marz1998・

(52)1994年6月 に行 わ れ た ザ クセ ン ・ア ンハ ル ト州 議 会 選 挙 に お け る各 党 の得 票率 は、CDU34.4%、SPD34.

朋

田ノ
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0%、PDS19.9%、 緑 の 党5.1%、FDP3.6%と な っ て、 そ れ まで のCDUとFDPの 連 立 政 権 が 多数 を失 った がV

SPDは 緑 の党 と連 立 を形 成 して も過 半 数 を得 られ なか っ た ため 、CDUと の 大連 立 を形 成 す るか 、あ るい は 緑 の

党 との 連 立 に加 えてPDSの 協 力 を得 るか の選 択 を迫 られ た。その 結 果 、SPDは 、PDSと の一 切 の協 力 を拒 否 す

る とい うそ れ ま での 方針 を州 レベ ル で事 実 上 転 換 し、PDSの 閣 外 協 力 を得 る とい う形 で 緑 の 党 との 連 立 に よ

る少 数 派 政権 を誕 生 させ た。PDSの 事 実 上 の 与 党化 を初 め て もた ら した 同州 で の この よ うな政 権構 成 は「マ グ

デ ブ ル ク ・モ デ ル」 と言 われ る よ う に な った。 それ に 対 して、CDU/CSUとFDPはSPDの この 行動 を、 権 力 的

打算 か ら1日東独 の独 裁政 党 であ った社 会 主 義 統 一 党(SED)の 後 継政 党 との協 力 を行 っ た もの と激 し く攻 撃 し、

同年10月 の 連 邦議 会 選 挙 に 向け て 、 い わ ゆ る 「赤 い ソ ック ス」キャ ンペ ー ン を展開 し、CDU/CSUとFDPを 自

由 主義 を擁 護 す る中道 派 陣営 、SPD、 緑 の 党 、PDSを 社 会 主 義 的理 念 を信 奉 す る左 翼 陣 営 と位 置 づ け る「陣営

選 挙戦 」 路 線 を とっ た。

1994年 連 邦議 会 選 挙 で のCDU/CSUに よ る この よ うな キ ャン ペ ー ン は か な りの 効 果 を発揮 し た と言 わ れ た

が 、 こ うした 構 図 は1998年 に も繰 り返 され た。 同 年4月 に行 わ れ た ザ クセ ン ・ア ンハ ル ト州議 会 選 挙 で の 各党

の 得票 率 は 、SPD35.9%、CDU22.0%、PDS19.6%、 ドイツ国 民 同盟(DVU)12、9%、FDP4.2%、 緑 の党3.2%

とな り、緑 の党 が 議 席 を失 った他 、極 右 政 党 のDVUが 第4党 とな って議 席 を獲 得 す る躍進 ぶ り を見せ た。この

ため 、再 び 「赤 い ソ ック ス」キ ャ ンペ ー ンが行 われ る こ とを 回避 す るだけ では な く、 極 右 勢 力 の 台頭 を防 ぐ民

主 主義 政 党 の 協 力 とい う点 か ら も、SPDとCDUが 大 連 立 を形成 す べ きで あ る とい う声 が 高 ま り、CDUだ け で

はな くSPD党 本 部 もそ の 方向 て圧 力 をか け た。しか し、CDUと の連 立 よ り もPDSと の協 力 の 方 が 円滑 な統 治 を

行 うこ とが 可 能 で あ る と考 え るSPDザ クセ ン ・ア ンハ ル ト州 支部 は、 結 果 的 に 「マ グデ ブ ル ク ・モ テル 」 の 継

続 を選 択 し、PDSの 閣 外 協 力 に よ るSPD少 数 派政 権 を樹 立 させ た。JurgenPlohn,DieLandtagswahl111

Sachsen-Anhaltvom2fi.Juni1994:DieMehrheitsbildungbleibtdemLandtagiiberlassen,in:Zeitschriftfur

Parlamentsfragen,Heft2,1995,5.215ff.;StefanSchieren,DieLandtagswahlinSachsen-Anhaltvom26.

April1998,iii:ZeitschriftfurPar]amentsfragen,Heft1,1998,S.79ff.

(53)ザ クセ ン ・ア ンハ ル ト州 で の 「マ グ デブ ル ク ・モ デ ル」 の 継 続 に対 して 、 コー ル は メ ッ ク レン ブル ク ・フ ォ

ア ポ ン メル ン州 議 会選 挙 に 向 け て6月 に ロス トッ クで開 催 さ れ たCDUの 選 挙 集 会 で 、「PDSは ドイ ツ を分 裂 さ

せ る政党 で'あ り、PDSの 助 け を借 りて権 力の 座 に 就 こ う として い る者 は 『別 の 共和 国 』へ の 道 を開 くこ とに な

る。・…1994年 に はマ グデ ブ ル クでの例 外的 事 態 と思 わ れ て い た もの が今 や 通 常 の状 態 と な りつつ あ り、SPD

が10東 独 の共 産 主 義独 裁 崩 壊 の わず か 数 年 後 に、 再 び共 産主 義 者 と協 力す る こ とは理 解 不 能 で あ る。」 と述べ

て、 「赤 い ソ ックス 」 キ ャ ンペ ー ン と 「陣営 選 挙 戦 」 を再 び繰 り返 す姿 勢 を見せ た。 しか し、PDSは ドイ ツ再

統 一 後 の現 状 に根 強 い不 満 を持 つ 旧東 独 地 域 の有 権 者 か ら次 第 に 同 地 域 の 利益 を代 表 す る政 党 と して 認 知 さ

れ、一定 の 支 持 を得 る存 在 とな っ てお り、PDSに 対 す る攻 撃 は逆 に これ らの有 権 者 か らの反 発 を引 き起 こ しか

ね ない状 況 とな って い た。 従 って、SPDだ け では な く、 レー ベ ル ク ・メ ッ ク レン ブ ル ク ・フ ォア ポ ン メル ン州

院 内総務 等1旧東 独 地域 のCDU幹 部 も、PDSをSEDの 後 継政 党 と し、その支 持 者 を共産 主義 者 と見 なす こ とは 無

意味 で あ る との立 場 を と り、ヒ ンツ ェ幹 事 長 等 旧 西独 地 域 のCDU幹 部 に対 して、旧東独 地 域 の 現状 を 自 らの 目

で確 か め るべ きだ と批 判 した 。FAZvom2.und29.Juni1998;Clemens,TheCDU/CSU,p.64.

(54)例 え ば 、ア レ ン スバ ッハ 世 論調 査 研 究 所 は1998年6月 以 降9月 の連 邦議 会 選 挙 まで 、夏 休 み をは さ んで 毎 週

18000人 を対 象 とした面 接 に よ る大 規 模 な世 論調 査 を行 った が 、 それ に よれ ば、 経 済状 況 の好 転 か ら、8月 前

後 を境 に して経 済 の先 行 きに 対 して楽 観 的 な 見方 をす る人 が悲 観 的 な 見方 をす る人 を上 回 る よ うに な った 。そ

れ と共 に 、SPDが 選 挙 に勝 利 す るで あ ろ う と予 想 す る 人は6月 末 時 点 で は なお57%で あ っ たが 、7月 末 に は

46%へ と低 下 し、SPDを 一番 目あ るい は二 番 目の 選 好順 位 に挙 げ る広 い意 味 でのSPDの 潜 在 的 支持 者 の 比率

も、4月 の ピー ク時 と比較 して11ポ イ ン トの低 下 を示 した。 ま た、 オ ピニ オ ン ・リー ダー の レベ ル では 、8月

の後 半 に はCDU/CSUに 対 す る支 持 がSPDの そ れ を上 回 るよ うに な っ た。 また 、 ポ リ トバ ロメー ター 調査 で

r
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も、1998年6月 頃か らCDU/CSUの 支 持率 が は っ き り と上 昇 傾 向 を示 す よ うに な り、連 邦 議 会選 挙 直 前 の9月

半 ば の調 査 では 、 「次の 日曜 日に連 邦議 会選 挙 が行 われ た ら、 どの 政 党 に投 票 し ますか 」 との 問 いに 対 す る回

答 は 、SPD39.5%に 対 してCDUICSU37.5%と な っ て い た。RenateKocher,DieSkepsisweichtdemHoffen

aufAufschwung.TiefgreifenderStimmungswandel.EinVorteilfurdieRegierungsparteien?,in:FAZvo　 n

12.August1998;ClausGennrich,AuchdenBonnerkoalitionspartnernistdasHemdnaheralsderRock,in:

FAZvom24.August1998;ElisabethNoelle-Neumann,MeinungsfuhrerimWahlkampf.DiedirekteDemo-

kratiekehrtfurwenigeWochenzurtick,in:FAZvom2.September1998;PolitbarometerO9/98.

(55)FAZvom24.August1998.

(56)コ ー ル を欧州 レベ ル で の大 きな実 績 を有 す る偉 大 な指 導 者 と して、シ ョ イブ レを税 制 改革 に 代 表 され る よ う

な未 来 へ 向 か っ ての 改 革 を強 力に 推 進 す る人 物 と して ア ピー ル す るこ とに よっ て、選挙 戦 に おい て安 定 と継 続

性 を求 め る有権 者 と、 未 来へ の適 応 の ため の 大 胆 な変 革 を必 要 と考 え る有 権 者 の 双 方 か らの 支 持 を得 る こ と

は、CDU/CSUの 当初 か らの 戦 略 で あ った。 しか し、 コー ル に対 す る支 持 が低 迷 した こ とか ら、連 立与 党 内で

は 、 コー ル に代 わ るべ き指 導 者 と して の シ ョイブ レの 存 在 を前 面 に 押 し出 し、 連邦 議 会 選 挙 後 の コー ル か ら

シ ョイ ブ レへ の権 力 継 承 の 日程 を予 め 明 らか に して お くこ とに よ って、この 支持 の低 迷 に 対処 す る必要 が あ る

とす る考 え 方 が繰 り返 し取 りざた され た。特 に 、連 邦 議 会選 挙 が 近 づ くに従 っ て、党 の 独 自性 を強調 しよ うと

したFDP幹 部 の一 部 か らは 、 「政 策 内容 、指 導 ス タ イル 、 人物 に よっ て未 来 へ の新 た な展望 を開 か ね ば な らな

い 」と して、 連 邦議 会 選 挙 に お い て連 立 与 党側 が 勝 利 した場 合 、 い つ コー ルか らシ ョイブ レへ の首 相 交代 が 行

わ れ るか を明 確 に してお くべ きで あ る とす る要 求 が 強 く出 され る よ うに な っ た。 また 、ネ ッカーBDI副 会 長 等

経 済 界 の一 部 も、コー ルが1998年 末 に は首相 を辞 職 す るこ とを予 め 明 らかに した場 合 に は 、選 挙 で の コー ルの

チ ャ ンスは 逆 に 高 ま る とす る見方 を示 した。 シ ョイブ レが8月 末 の 新 聞 イ ン タ ビュー で、 「コー ル は確 か に今

後4年 間首 相 を務 め るつ も りで首相 候 補 へ の 立候 補 を表 明 したが 、結 局 の とこ ろ、その4年 間 の うちに起 こ る

可 能 陛の あ る こ とにつ い て は明 言 して い ない。… ・ほ とん どの 人 は、コー ルが 今 後4年 間 に新 た な事 態 の展 開

が あ り得 るこ と を完全 に は否 定 して い ない こ とを理 解 して い る。」 と発 言 して 、 次期 立 法 期 途 中 での 首相 交代

を否 定 しな いか の よ うな発 言 を行 っ た こ と も、この よ うな憶 測 に 拍 車 をか け た 。しか し、最 初 か ら任 期 途 中 で

辞 任 す るこ とを前提 に して首 相候 補 に立 候補 す るこ とが 指 導 者 と しての 弱 体 性 を示 す こ とは 明 らか で あ った

ため 、連 立 与 党 内 の大 勢 は、この よ うな 「権 力 継承 の予 告 路 線」に 反対 した 。FAZvom15.Juni1998;DieWoche

vom27.August1998.
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結論

近年のイメージとは異なって、 コール首相は就任当時、「冬の首相」 と言われていた。それは、

1619年 にべ一メン王となった後わずか数か月で退位 したプファルツ王フリー ドリッヒに由来す る

言葉であ り、発足当初、 コール政権に対す る期待 は必ず しも高 くなく、短命政権に終わるとの見

方 も強か った(1)0確かに、 コール政権は東西緊張緩和政策、 ドイツ再統一の実現、「独仏枢軸」の下

でのEU統 合推進等によって対外政策面で大 きな成果を収めただけではなく、経済面においても1

定の業績 を挙 げた。同政権 は1982年10月 に成立 したが、事実上前政権の責任に属す ると言えるこ

の年の経済成長率がマイナス1.1%で あったのに対 して、ドイツ再統一直前の1989年 には成長率は

3.6%に まで上昇 し、コール政権の下で、西 ドイツ経済は二度にわたる石油ショックの打撃を克服

して繁栄 を取 り戻 した(210しか し、それに も拘わ らずコール政権 に対す る国内での評価は概 して局
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いとは言えなかった。コール政権は発足当初、「精神的道徳的転換」を掲げ、シュ ミット政権時代

の停滞 を一掃す ると宣言 したが、その 「転換」が具体的に どのようなものであるかは国民には必

ずしも明確 に説明されず、コール首相がこの 「転換」に向か って強いリーダーシップを発揮 して

いるようにも見えなかった。 このため、 コール政権はしば しば自陣営内からも 「個々の政策 を方

向づけ、明確に識別できる実行可能な基本方針を欠いている9)と批判 され、 ドイツ統一の年であ

る1990年 のような例外的な時期 を除いて、世論調査において、コール首相はSPDの リーダーに対

して互角以上の支持率 を獲得することにしば しば困難をきたした。このため、 コールは戦後の首

相の中ではただ一人、「首相のボーナス(Kanzlerbonus)」(首 相 を擁 している政党が選挙において

得られる追加的な得票)を 党に与 えることのできない首相 と言われた64}コール政権は結果的には

長期化 したものの、連邦議会選挙におけ るCDU/CSUの 得票率は、1983年48.8%、1987年 には44.

3%、1990年43.8%、1994年4L5%と 選挙のたびに低下 し、1998年 にはついに35.1%に まで低下 し

て、政権を失 った(5}0

このような支持率の漸次的低下に も拘わらず、 コ～ル政権が16年 もの長 きにわたって存続でき

た背景には、 ドイツ再統一の成功 による名声の確立やSPDの 混迷 と停滞が大 きく影響 していた

が、第8章 で述べたように、彼が 「コール ・システム」 を通 じて党内に盤石の基盤を確立するこ

とに成功 したことも、大きな要因であった。党内での権力基盤の維持は、彼にとって内部か らの

批判を封 じ込め、CDU/CSU支 持者か らの支持を確保 して政権 を存続する上で不可欠であった。こ

の点で、 コールは、党に対す る支配力 を欠いていたが国民一般の間での人気によって地位 を維持

したシュ ミッ ト前首相 とは対極的な行動 をとった。彼にとって、党首 と首相が不可分の関係 にあっ

た理由 も、 ここにある。

「コール ・システム」に見 られたような、非公式の人的ネッ トワークに依拠し、諸利益の均衡

に配慮 しつつ 「背後で糸を引 く」 という彼の指導スタイルは、党運営だけではなく、統治の場面

にも拡大された。 ドイツ再統一問題の場合のように、複雑かつ流動的で交渉当事者間の駆け引き

が大きな意味を持った外交交渉においては、その長所はいかんなく発揮され、大きな成功を収め

たと言える66)しか し、 ドイツ再統一後、 グローバル化の進展 しつつある世界経済の中で、21世 紀

半ばまでかかるとも言われる旧東独地域の復興 とい う難題(7)を抱えなが ら、通貨統合の実現のた

めに厳 しい財政運営 を強いられるようにな り、財政 ・経済政策が政権の最大の課題になるにつれ、

このような調整 と指導のスタイルは、党内での権力基盤 を維持するには有効でも、この種の政策

遂行には必ずしも適切ではないことが次第に明 らか となった。 もともと、 コールは外交政策に比

べて経済政策 に対する関心が低 く、 コール政権の経済政策運営に対す る評価 も必ず しも高 くな

かった。 しか し、政府が 「労働のための同盟」の維持に失敗 し、「投資 と雇用のための行動計画」

及び 「より高い成長 と雇用のための計画」の具体化の段階で連立与党内の対立が公然化 して収拾

困難な状況 を繰 り返 し呈 したことや、特にこれ らの過程でコールが問題解決に向けて強い指導力

を発揮 していないように見えたこ とは、 コールによる従来の調整方式の有効性が失われている、
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あるいはその限界を超えていることを明確に物語るものであった(8)0コールのプラグマティックな

柔軟性は 「明確な方針の欠如」、インフォーマルな形での利益調整方式は 「決定作成過程の不透明

化」「公然たる議論の拒否 と抑圧」、具体的な細部の問題の処理 を別の者に委ね ジェネラリス トと

してのみ行動 しようとする態度は 「イニシアティヴの欠如」 と批判され、 ドイツの陥っている停

滞状況を象徴するもの と考えられた。実際にも、 これらの問題において、コールが外交政策面で

見せ たような高いレベルでの調整力を行使できていないことは明 らかであった。 コールと同様に、

必ず しも基本方針が明らかではないものの、彼 とは対極的に強い指導力 とカリスマ性を有するよ

うに見えるSPDの 首相候補 シュレーダーの人気が国民の間で急速に高 まったことは、その反動で

もあった。

もとより、1990年 代に ドイツが陥った困難な状況は、単に首相の指導スタイルを変化させれば

解決するような性格のものではなかった。しか し、第5次 コール政権における改革計画をめ ぐる

混乱 と挫折は、このような困難な状況を余す ところな く示す と共に、「永遠の首相」と言われたコ～

ルの指導スタイルの短所 と限界をも露呈させるものであったと言える。
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(8)こ の 点 に 関 し て 、様 々 な 政 策 領 域 に 関 す る コー ル 政 権 の 業 績 評 価 を行 っ た ヴ ェ ヴ ァ ー 等 は 、様 々 な分 析 者 に

よ る評 価 を 紹 介 し た 上 で 、 コ ー ル 政 権 が ドイ ツ 再 統 一 と 欧 州 統 合 で は 大 き な 業 績 を 挙 げ た もの の 、 内 政 、特 に

経 済 ・社 会 政 策 面 で は 、 コ ー ル の 政 治 ス タ イ ル と彼 の シ ス テ ム の た め に 、 自 ら が 立 て た 目標 か ら も 、 他 の 西 欧

諸 国 の 業 績 か ら も 大 き く遅 れ を と っ た と し、 「こ れ 以 上 破 滅 的 な 総 括 を提 示 す る こ とは ほ と ん ど で き な い 。」と

総 括 し て い る 。GottrikWewer,Vom"ModellDeutschland"zurStandortdebatte.ZeitpunktandMa6stabe

einerBilanzderAraKohl,in:Wewer,op.cit.,S.31.


